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１．奈良時代以降近世までの肉食・乳酪史概観 

１）食肉史概観 

 加茂儀一は、『日本畜産史 食肉・乳酪篇』で、「わが国では、すでに縄文

式文化期後期に犬や馬が大陸から移入されており、弥生式文化期のはじめには

鶏や牛が同様に大陸からもたらされている。そのころにはおそらく土着の猪が

馴らされて飼われていたようである。ところがこれらの家畜の肉は、古代にお

いては食われていたのかどうか。」１）と問いかける。わが国では、江戸時代末

の開国で西洋の食肉文化が入ってくるまでは、仏教の教えにより食肉は忌避さ

れてきたという社会通念への問いかけである。 
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 食肉の習慣を問うとき、まず食肉を目的に家畜を飼うことと、食肉を目的に

野生の猪や鹿を狩猟することを区別する必要があるだろう。さらに、四足獣と

鳥類は区別する必要がある。後ほど江戸時代の農書で検討するが、おそらくわ

が国においても農家が採卵を目的に鶏を飼うことは普通だったようである。そ

して、鶏肉もしばしば食べていたのではないだろうか。 

 さて、四足獣に話をしぼれば、少なくとも山間部の村では野生の猪や鹿の害

に悩まされている様子が農書にもしばしばでてくる。その駆除の意味もかねて、

猪や鹿の狩猟は普通に行われていたとみてよい。そして獲物の猪鹿の肉は、そ

の村の慣行に従って配分されただろう。つまり、頻度は別として、機会があれ

ば普通に農民も四足獣の肉を食べていたと考えてよいのではないだろうか。 

 問題は家畜の牛馬や豚である。わが国では、538年に百済から公伝したとされ

る仏教の殺生禁断の教えにより、畜獣の肉を食べなくなったと一般に言われて

いるが、「およそ食生活は民族にとっては根強い伝統にもとづき、その民族の

生活とは切り離して考えることのできないものである」２）とする加茂が、古代

から「食肉」風習を持つ北方的食生活と食肉風習を伴わない南方的食生活が併

存してきた」と指摘していることについてはすでに触れた。３） 加茂はむしろ、

根底に牛馬のような家畜の肉を食べない風習の根強い存在が、伝来当時の仏教

が食肉禁止の教えをとおしてわが国で栄える根拠となったとしている。４） 

  一方で、天武天皇４（676）年に、最初の牛馬を含む殺生禁断の詔勅が発せら

れてから、殺生禁断の詔勅が繰り返し発せらている。それらは、牛馬等の家畜

が食されていたことの証左と考えられるが、単に個人の嗜好レベルの問題では

なく、北方的食生活の風習を持つ人々が一大勢力として日本列島に定着してき

たからに他なるまい。 

 また、殺生禁断の教えを朝廷が国是として出したのは、１つには仏教普及の

強化のためであったが、「とくに牛、馬の屠殺の禁止は、当時の社会情勢から

見てこれを重要視せざるを得なくなったからでもある。それは牛や馬が一つは

農業の振興、他の一つは軍備の充実のため必要だったからである。」５）と加茂

は述べている。 

 通信用、あるいは軍馬としての馬の重要性は急速に高まる。「大宝元（七〇

一）年に、大宝律令の制定によって、左右馬寮をおいて馬政を司らしめ、ある
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いは厩牧令によって牧馬の飼育管理を施行し、諸道に駅を設置し、また軍防令

によって軍団に騎兵をおくことなどが定められた。」６）のである。 

 一方、奈良朝時代になると、しばしば勧農の詔勅が出されている。「当時地

方における気候不順や地方行政の乱れによる農業の怠慢に対する対策の必要か

ら出たのであるが、一方では中央集権の確立と農村からの収税による政府の増

強が必要だったからでもある。そのためにも牛、馬、ことに牛の力を農耕に用

いて、農業を振興することの必要がより高まった」７）のである。 

 農耕における役畜の重要性から殺生が禁止されていたというが、では牛はど

の程度飼われていたのであろう。加茂は、平安時代には「犂をひくために牛を

利用することは、荘園や豪族においてのみ可能であったと思われる。」８）とし

ている。このことについては、後ほど再度触れたいと考えているが、近世に比

べて農業の生産力が低かっただろう中世以前には、荘園主や豪族階級は別とし

て、隷属していた農民が役牛馬を飼う経済的余力はなく、いわんや戦乱や飢饉

等の異常事態（その頻度はときに大きかったかも知れないが）を除いて、家畜

として飼養する牛馬を食する機会はなかったというのが実態だったのではない

か。そして、それは食肉文化の地とされる西洋においても同様な時代があった

ようである。 

 中央公論社版『世界の歴史』第３巻「中世ヨーロッパ」（1961年）において、

木村尚三郎は、14世紀はじめのイギリスとフランスの農民について、出典は明

らかにしていないが次のように書いている。 

  「前代（著者注11、12世紀）とのもう一つの大きな違いは、肉を食べ始めた

ことである。これまでは、鶏は別としてふつうは肉は食べていない。牛や羊は

重要な生産手段であって、おいそれと殺すことはもってのほかであったし、豚

は椎の実で肥やして「村の領主」に差し出さなければならなかった。森の獣を

とろうとしても、「村の領主」が狩猟権を独占していたから不可能だ。彼らが

肉を食べるのは、たまたま冬に家畜の飼料が足りなくなってしまって、やむを

えず家畜を殺すときぐらいなものだったのである。」９） 

 これが西洋の「村の領主」階級ではない農民の有畜農業の真実であっただろ

う。まさに家畜はlivestockであった。有畜農業というかいわないかは別として、

東西の農民の食肉実態にはそれほど大きな差はなかったのではないか。むしろ、
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村山の獣を村のルールに従って捕獲し配分したわが国の農民のほうが猪鹿の肉

を食べる機会に恵まれていたのかも知れない。 

  16世紀のわが国はいわゆる戦国の世である。その混乱の時代に南蛮人が渡来

し、直接広範囲に西洋文化をわが国にもたらすことになる。伝えられた鉄砲は

戦のあり方を多く変えたが、食生活を含めた多様な刺戟を、少なくともいわゆ

る支配階級に与えた。 

 一方、当時の日本の食生活の現状は、南蛮人にはどのように見えていたのだ

ろうか。加茂は、宣教師クラッセなる南蛮人の『日本西教史』の一節を次のよ

うに紹介している。 

 

   日本人は牛肉、豚肉、羊肉を忌むこと我が國人の馬肉におけるに同じ。又

牛乳を飲むは生血を吸うが如しとして敢えて用いず、牛馬極めて多しと雖も、

牛は農業等に用い、馬は戦場に用ゆるのみなり。日本人は獵獸の旬期に於い

て得た野獸肉の外は食せず。山林には麁鹿（かもしか）、野猪、兎の類甚だ

多し。鳥獣亦多し云云。」10) 

 

 宣教師クラッセの見聞がどこまで届いていたのかはわからない。しかし当時

のわが国では、鶏などの鳥類を除くとしても一般には家畜を食べなかったこと

と、山野に生息する野獣類を食していたことは間違いなさそうである。西洋と

比較して日本人の特徴は、食肉を忌避していたというよりも、むしろ、牛乳の

利用がなかった点にありそうである。その意味で、わが国は有畜農業とは言え

なかった。 

 

２）『家なき子』の牛 

 わが国の乳酪史を見る前に、西洋の牛飼いの１エピソードを紹介しておきた

い。時代は19世紀まで下がるが、主に南フランスの農村の庶民の暮らしを描い

ている児童文学の古典『家なき子』のなかの１エピソードである。作者のエク

トール・マロは、この本を娘のリュシーに捧げて、執筆中はずっとリュシーは

どう考えるだろうと思い浮かべながら書いたという。11） 長く読み継がれるだけ

のことはあって名作と言えるが、実は「ぼくは捨て子だった。」で始まり、主

－ 176 －



 

人公レミがイギリス人の実母と再会しハッピーエンドに終わるストーリーは、

当初新聞小説として執筆されたもので、1878年に初版本が出た原作は文庫本訳

で千頁になる多くのエピソードを含む長編小説である。そのなかから牛を描い

た１エピソードを取りあげたいと思う。 

  レミは、８歳になるまで実の母親と信じていたバルブラン母さんとともに貧

しいながら心豊かな日々を送っていた。ところが、長くパリに出稼ぎをしてい

たバルブランが仕事場で事故に遭ったことで、事態が一変する。「牛を売りは

らう」ことが平和な日々に終止符を打つ前触れのように訪れる。 

 「田舎で農民と暮らしたことのある人でなければ、この＜牛を売りはらう＞

という言葉にどんなに悲痛な思いが込められているかは理解できないだろう。

／博物学者にとって牛は反芻動物にすぎず、散歩する人にとっては、草むらか

ら露にぬれた黒い鼻先を上げる、風景のなかの絵になる動物にすぎないだろう

し、町のこどもたちにとっては，カフェ・オ・レやクリーム・チーズのもとで

しかないかもしれない。だが、農民にとっては、牛はそれ以上の、ずっとすば

らしいものなのだ。たとえどんなに貧しくても、家族がどんなに多くても、牛

小屋に一頭の牛がいるかぎり、ひもじい思いをしないで済む。引き綱か、木の

ツルを角に結んだだけのものを引っ張って、こどもが―だれの牧草地でもない

―草の生えた小道を散歩させれば、夕方には、家族全員がスープにバターを入

れたり、ジャガイモを牛乳にひたしたりできる。父も、母も、こどもたちも、

大人もこどもも、みんながその牛のおかけで暮らしていけるのである。／バル

ブラン母さんとぼくは、わが家の牛の与えてくれるものでとても満足して暮ら

していた」12）のである。  

 牛を売りはらった直後のマルディ・グラ（脂っこい火曜日）に、「ふだんは

他人から物を借りたりすることはなかったのに、隣人のひとりからカップ一杯

の牛乳を借り、別のひとりからはバターをひとかけら借りて、」二人して下ご

しらえをしたクレープを焼いて食べようとしたそのときに、杖をついたブルブ

ランが帰宅する。それからの展開は、よく知られた旅芸人ヴィターリス一座の

物語である。が、ヴィターリスは物語の３分の１を過ぎたあたりで、寒さのた

めに行き倒れしてしまう。それからの物語の大筋は、レミが孤児マティアと出

会い“レミ一座”として旅を続けることで進む。いつしか二人の足は、バルブ
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ラン母さんの住む村の方向を向いている。物語のちょうど半分くらいで、「バ

ルブラン母さんのところに行って、母さんにキスをする。それは母さんに対す

る恩返しにはなるだろう。けれども、あまりにもささやかで、安上がりな恩返

しにすぎないのではないか。／（中略）／あれこれ考えるまでもなかった。彼

女を満足させられるものがひとつあった。いまだけでなく、年老いてからもず

っと満足させられるものが―あの哀れな“ルセット(著者注：「赤毛の」という

意味の飼っていた雌牛の名前)”のかわりになる雌牛である。／（中略）／なん

とすばらしい夢だろう！」13）と、レミとマティアは語り合う。がしかし、雌牛

を連れて、バルブラン母さんに会うことができるのは物語の３分の２をゆうに

過ぎたときであった。 

 筆者としては、『家なき子』の隠れた主題は苦難の末に訪れる雌牛を伴って

のバルブラン母さんとの再会ではないかと考えるほどであるが、それはさてお

き、ここに『家なき子』を引用したのは、西洋では農村の貧しい家でも雌牛が

一家の財産であり、牛乳や乳製品が一家の食生活を支える要であった（らしい）

という事実について確認したいためである。 

 乳酪の利用は、人類の培ってきた特記すべき文化であるだろう。その乳酪の

利用が日本では近世まで一般には発達しなかったようであるが、このように好

ましい文化が定着しなかったのはなぜだろうかという疑問がわいてくる。が、

答えるのはことのほか難しい問いなのかも知れない。 

 

３）乳酪史概観 

 『日本畜産史 食肉・乳酪篇』の第２部「乳酪史」は、「世界における乳酪

の起源」から書き起こされている。「中石器時代にカスピ海周辺、ことにトル

キスタンの草原地帯において家畜化された山羊は、最初の遊牧民の家畜として

乳を供給していたに違いない。」14） 

定住しているのであれば、屠殺して食べることだけを目的に飼うこともある

かもしれないが、家畜といわれる動物を最終的に殺すことだけを目的に日 （々常

に一定の相互関係を保ちつつ）ともに旅する伴侶としたとは考えにくい。遊牧

の民は、屠畜して肉を食べることが主目的だったのではなく、日々乳をしぼり

その乳を飲むために草を求めて移動生活をするという、＜遊牧＞を＜発明＞し
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たのではないか。その後紀元前５千年頃、メソポタミアで牛が家畜化されて以

降、牛乳の利用が始まり、「すでに西紀前三〇〇〇年ころには、メソポタミア

のウルのシュメル人は牛乳をしぼり、ことに牛を崇拝するとともにその乳をも

神聖なものとして神に投げ、王や貴族はそれを飲む特権をもっていた。」15）と

加茂は書いている。 

  牛と農業の関係については、あとで考察を加えたいと考えているが、農耕や

運搬の役畜及び厩肥の供給源として牛は重要であった。が、そのことが牛を神

聖視することになる一義的な理由になるとは考えにくい。また、犠牲にすると

いうこと自体に犠牲にする神性が宿っているというのも、根拠薄弱のように思

われる。多くの文化圏で牛を神聖視するようになった理由は、牛乳が人間社会

にもたらした恩恵の大きさ故ではないだろうか。動物の乳の利用は、必ずしも

ヨーロッパ人、さらに言えばアーリア人に特有のものではない。しかし東アジ

アは、古来動物の乳を日常の食生活のなかへ取り入れることはなかったとされ

ている。日本人も「生血を吸うが如く」忌避していたというが、実態はどうだ

ったのだろう。乳酪が人類に与えた恩恵の大きさを考えるにつけ、「忌避」が

事実ならばそのわけを知りたいところである。 

 加茂は、５世紀頃からは日本の国内史料の記述も信頼できるようになるとし

つつ、『日本書紀』には国力の増大の基礎をなすものとして、農耕の興隆や大

陸からの産業技術の導入が示され、その頃からさらには農耕の発達に伴って牛

馬の使役も多くなり、朝廷は軍事用の官馬を持ち、直属の部族に牛馬を飼育さ

せ、地方の豪族も牛馬を所有し、放ち飼いする牧も置かれるようになったと書

かれていると述べている。16） 

 ６世紀には、百済経由で多くの医書や本草書が伝わるが、これらの書などを

通して医薬としての牛乳、馬乳や搾乳法などの知識が日本にも伝わることにな

る。加えて、６世紀初め頃に仏教による牛乳の功徳に関する教えが伝わる。元

来仏教は戒律では肉食を禁じているが、牛乳の飲用を認めている。インドにお

ける牛乳の歴史は古く、紀元前1600年頃、インドに侵入したアーリア人はすで

に牛乳を利用していた。古代の『リグ・ヴェーダ讃歌』において、天神は牡牛、

地神は牝牛と讃えられ、牛乳は天地をうるおす慈雨にも比され讃えられた。牛

や牛乳の神聖視は、紀元前６世紀に起こった仏教にもひきつがれる。 
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 釈尊がまだ悉達太子であったころ、山中において難行苦行の後、悟りをひら

いて下山し、尼連禅河で身を浄めて岸にあがったとき、長者の娘、難陀婆羅か

ら白牛の乳の喜捨をうける。かくして仏教の教えにおいても牛乳は尊い飲み物

とされた。ヒンズー教が牛、牛乳を神聖視していることは言うまでもない。イ

ンドでは有り難いものはすべて牛乳にたとえられ、旱天に降る雨は牝牛の乳に

たとえられたのである。「かくして仏教においては、牛乳や乳製品は非常に貴

重な滋薬として尊ばれている。例えば、仏教では牛乳からつくられる酥、酪、

醍醐をもってその教えの段階にたとえられ、天台宗は『涅槃経』において醍醐

をもって第五時の法華涅槃にたとえ、真言宗は『六波羅蜜経』において、これ

を陀羅尼蔵にたとえ、「契経如乳、調伏如酪、対法教者如生蘇、大乗般若猶如

熟酥」ともいっている。また仏教では、乳や乳製品の味は五つの段階にわけら

れ、この五味によって功徳の段階が説かれ、「声聞は乳の如く、縁覚は酪の如

く、菩薩の人は生と熟との酥の如く、諸仏世尊は猶醍醐の如し」と述べられて

いる」17） のである。   

 仏教の教えとも密接に関係し薬用とされた酪、酥、醍醐については、いろい

ろな書にいろいろな説明があるようであるが、ここでは1713年に出た寺島良安

の『和漢三才図会』によりつつ、それぞれの製法とその特質を見ておきたい。

すなわち「まず、牛乳を鍋のなかへ入れて熱し、数十度煮沸し、その間つねに

杓で攪拌してから、これを缶のなかに入れ、冷却させた後に、その表面に浮か

んだ皮をかすめとり去ったものが酪である。これは漿状チーズというべきもの

である。次に牛乳を鍋に入れて熱し、二、三度煮沸してから盆のなかに入れ、

冷却するとともに、その表面にできた皮をとり去った後に、鍋に入れて再び熱

し、浮かび出た脂肪の渣を取り去ったものが蘇である。（中略）次いで醍醐の

製法によると、良質の蘇を熱してよく練り、器のなかに貯え、その表面が凝結

した後に、その底にあるものが醍醐であって、良質の蘇一石から醍醐三、四升

がつくられた」18） のである。つまり、酪、酥、醍醐と進むに従って入念な製法

となる。最も上質の「醍醐」は現在でも「醍醐味」などの表現に生きているの

だろう。また、10世紀初め『延喜式』の編纂を命じ、そのなかで貢蘇制度を確

立したとされる醍醐天皇の「おそらく、醍醐というこの天皇の諱は、酪農にお

けるこの最高の製品の名に因んでつけられたものと思われる」19）のである。以
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下、律令制度確立後の牛馬その他の家畜に関する行政について、かいつまんで

引用しておきたい。 

 律令制度の確立の過程で、牛馬その他の家畜に関する行政も、大部分は唐制

にならって制定される。大宝律令において、すでに実施されていた貢蘇の制度

を強化し、全国に牧の制度を確立する。そして宮廷における牛乳供御のために

「乳牛院」と「典薬寮」を設置した。典薬寮は朝廷の医薬を司る役所で、その

もとに「乳戸」がおかれた。乳戸は牛乳をしぼり、それから蘇をつくって、日

々の供御として納めた。乳牛院は、典薬寮の別所として、ここでも牛乳が毎日

しぼられた。牛乳は皇室の飲み物とされ、供御の牛乳や蘇を司る「乳長上」と

いう役人がおかれ、一方、近畿その他の地方の牧における牛馬の飼育管理につ

いては、「厩牧令」に群の形成から始め給餌法などが細かく規定された。地方

の牧からは、蘇あるいは酪が納められ、宮廷内の乳牛院や乳戸からは直接牛乳

が供御としてさし出された。このようにして、乳製品は全国的につくられ、奈

良朝時代には乳製品は次第に増加するにいたった。『政事要略』には、諸国の

貢蘇の番次と分量が列記されている。20） 

 平安朝時代になると、律令制に次第に緩みが生じ、荘園大土地所有が進展す

るなか、地方の豪族が官の牛馬を盗むことが横行する。社会制度のゆがみから

困窮化する農民の一助として麦作を奨励したが、地方豪族等の牛馬需要の増大

で、各地の牧の数も増える。飼料としての麦の青刈りがひろがるのを禁じるが、

容易に守られなかった。21） このように時代が遡ると、農民の食料と牛馬、す

なわち支配層が飼う家畜の餌とは競合こそすれ、農民が牛馬を飼う余裕などは

なかったであろう。貢牛馬を横領する豪族も後を絶たなかった。そのような政

治一般の乱れを糺すために、延長５（927）年に完成した『延喜式』50巻は、御

牧の設置を中心にした貢蘇の制度についても改めて確立した。『延喜式』に定

められた内容の引用は割愛するが、加茂は、「そしてこれらの改革に関連して、

『延喜式』において最も異彩をはなっているのは貢蘇の制度であって、これは

日本の酪農史上において最も画期的なものである。」22）としている。しかし、

どれほどの間どの程度実行されたのであろうか。「そして応仁の乱（一四六七

～一四七七年）後につづく戦国時代になると、貢蘇制度はもちろんのこと、全

国の酪農自体も全く衰微してしまったことは事実である。／しかしこの酪農制
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度の衰微は、単に朝廷や藤原氏の権力が衰え、それに伴う中央権力の喪失にの

み原因があったのではなく、それまでに乳やその製品が主として医薬に用いら

れ、しかもそれが宮廷や貴族のあいだにおいてのみ利用され、一般の民間にそ

の利用が普及しなかったことにもその原因があったといってよい。すなわちわ

が国では、西洋におけるように一般に畜産と酪農とが結びつくことがなかった

ためである。」23） 先に引用したような宣教師クラッセが見聞した事態があった。

上記の引用に続けて、加茂は、その理由を仏教の殺生禁断の教えが国民のあい

だに深く浸透した結果、動物性脂肪臭を嫌忌するにいたり、同じ臭味を多分に

もつ牛乳や乳製品をも嫌うにいたったとしているが、どんなものだろうか。 

 南蛮人の渡来を契機に、戦国武将の間に広がった乳酪に関する関心は徳川家

に引き継がれ、皇室の地位が将軍家に置き換わって、幕末まで同様の特権階級

の歴史が繰り返されているが、それを追っても、なぜわが国では一般の庶民に

乳酪の利用が普及しなかったのかの答えを見出す契機にはなりそうもないので

割愛して、その問は問として残したまま、農耕と役牛としての利用との間の考

察に移ることとしたい。 

２．わが国近世までの役牛、役馬史概観 

１）はじめに 

 わが国の古代から近世までの農業生産のなかでの牛や馬の位置づけを知ろう

とするとき、古島敏雄の『日本農業技術史』がある。東大出版会から1975年に

出版された『古島敏雄著作集 第六巻』での、古島執筆の解題によれば、『日

本農業技術史』は太平洋戦争中から戦後にかけて執筆され、上巻が昭和22（1947）

年、下巻が昭和24（1949）年に刊行されており、執筆時を考慮するとすでに古

典とも言える著書である。しかし、その内容は原始時代から近世後期までの農

業技術全般について年代ごとに資史料となる原著にあたりながら考察されてい

る。各期ごとに養畜の項があり、本稿の問題意識と重なるところ大である。ま

た、明治以降から現代に続く時代についての考察も含めて目的であれば、参照

する資料の新古が問われもしようが、課題にしている時代が江戸時代末期（筆

者の関心の中心は近世初期、つまり江戸時代前期にある。）までである。この
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ようなことから、『日本農業技術史』に準拠しつつ、原始時代から近世までの

役牛、役馬史を、農業技術史全般のなかに位置付けつつ、概観しておきたい。 

  

２）原始時代から上代まで 

（１）農業概観 

  「わが国における先史時代は、縄文式土器の時代より弥生式の前期・中期に

いたる時代を含み、弥生時代の後期より原史（ママ）時代に入るものとされる

が、本書においては金石併用期たる弥生式時代全体を原始時代として扱うこと

とする。」24） 先史時代からわが国にも農業があったことは否定されまい。しか

し牛馬とともに農業を考察しようとすると、先史時代には野生の牛馬は棲息し

ていても、家畜の牛や馬はいなかったとされていることなどを考慮して、原始

時代から考察を始めることとしたい。 

 原始時代には、農業技術を知る上では実録的文献は存在せず、出土する遺物、

遺跡に頼らざるを得ない。弥生式時代になると、主に出土するものが稲作にか

かわることを考慮すると、稲作農業の本格的な出現を追いつつ、家畜としての

牛馬がそれにどのように関わっただろうかと問うことになろう。 

  高地にあった縄文式遺跡から弥生式遺跡は低地に進出していった。これらの

低地進出は、それを指摘したすべての研究者によって、農業と関係づけられて

語られている。低地平野における大集落の成立は、富の蓄積による社会分化、

支配的階層の出現を意味するが、それらは、集団的に整然と組織化された農耕

を主たる生業とする社会の成立によって始めて可能になるだろう。出土した遺

跡から、高地の原始林地での生活は狩猟と密接な関係を示し、低湿地での生活

は水稲耕作を中心とする農業の成立を示唆している。25） 

 弥生式遺物としての稲は従来は水稲とされている。思うに粒形から判断した

ものであろう。それは現在栽培されている陸稲品種に長粒が多いのに対し、弥

生式遺跡より出土する稲実が短粒であることによるが、短粒性からは他の推論

が可能である。「それは稲のわが国への伝播経路に関する問題である。稲を外

来物と定めてしまうことには、また別に疑問がないわけではないが、短粒性を

直ちに現在説かれる日本型と同一内容のものとした時、（中略）日本型の粳の

ある中国北部より来ったものと考えているのである。」26） それに対して、古島
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は短粒性のジャワ型の存在を指摘しつつ、「伝来をまず問題にするのは、わが

国に野生稲なく、稲が亜熱帯の植物であるとされていることに基づくのである

が、（中略）縄文式の初期頃までわが国の気温が現在より温暖であったことを

考えれば、印度型に近い性質を持った野生種とははじめから異なった、他の日

本型の祖型たる野生種があったと考えることも許されはしないだろうか。わが

国のように、開拓が早くから進んだ国においては、現在野生状態でそのような

ものの存在しないことだけでは右の推測を打破することは出来ないのである」27） 

としている。今ここではその推測の正否を論ずるつもりはない。ただ、ここに

は古島が古文書の山に取り組むときの基本姿勢が表れていると思うのである。

それは、他への依存や還元に起源をみようとするのではなく、可能な限り自立、

自存のなかに起源を見出そうとする姿勢だと要約できそうである。その史実と

しての正否の度合は、個別に十分探究すべきことであるとしても、農業技術の

歴史を学ぼうとする際の重要な姿勢のように感じる。 

 さて、時代は上代に移る。「ここに上代として述べるところは、考古学上で

は古墳時代、政治史的には大和朝廷の成立から飛鳥朝を経て、奈良朝をも含め

た時代」28）である。 

 考古学上より見るとき、古墳文化は、銅鐸・銅鏃文化と銅鉾・銅剣文化が並

存していたことでよく知られ、２、３世紀に始まり７世紀前半に及ぶ。しかし、

古墳文化の生産上の最大の特徴は、鉄製の利器を持つにいたったことにある。

早く紀元前１世紀頃の弥生式遺跡に鉄が精錬されたことを示す跡が残されてい

る。古墳時代に入るとともに、鉄製利器の利用が一般化し、古墳出土物のなか

に多くのものを見るにいたる。「『魏志辰韓伝』には「国出鉄、韓濊倭皆従取

之、諸市買皆用鉄」とあって、西紀三世紀の頃、倭人が鉄を朝鮮半島に求めた

ことを知ることが出来るが、当時わが国内にも幾多の鉄産地を持っていた」29）

のである。 

 氏族・豪族層は広く鉄器を用い、農業は確立し、壮大な墳墓を営む氏族・豪

族層の富の集積を可能にした。多くの国邑が割拠するようになるが、やがて氏

族連合が形成され、最大の氏族から朝廷が確立していくと、氏族・豪族は貴族

官僚化する。大陸の新文化・新技術を背景として、農業生産力および武力を結

集することによって統一的機運は増進し、大化の改新に基づく律令国家の誕生
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へと結実する。土地は国有となり、公民らには班田収授制が布かれ、貴族は官

位に応じて種々の特権を受けた。「このように与えられるものは、耕地であり、

労力であり、生産物であり、さらに季禄中には鍬および料鉄を含んでいて、時

の主要生産手段をも与えられたのである。矮小な耕地を持ち、生産手段の乏し

い公民と、厖大な耕地・生産手段を持ち、国家への徭役を免ぜられ、公民の労

力を駆使しえた貴族の並存が、この時代の基本的な社会構成の特質であり、公

民はその内部にさらに奴婢・寄口等を持つ土豪的郷戸主と小郷戸主とに分かれ

ていた。奈良朝はこのような構成を持つ律令制国家の最盛期であった。」30) 長

々と引用したのは、上代の農業の特徴を概観しておきたかったからに他ならな

い。得られる史資料に乏しいこと、そして得られるものが主に稲作にかかる史

資料であることにもよるのかもしれないが、土地だけでなく鉄器などの生産手

段の所有、さらには労働力としての人間の自由の処分権までもが貴族層に集中

する一方で、土地や生産手段に乏しいだけでなく自己の労働力も自由にできな

い公民が広範囲に存在していた。そして、広範囲であるために公民内部での階

層分化が同時進行していたと概観できるのではないか。繰り返しになるが、農

業の真実を知る上での史資料に乏しいことに輪をかけて、公民の生産実態に迫

る史資料となるとさらに乏しいことが、上代の農業の真実に迫ろうとする際の

大きな制約であろう。 

 

（２）牛馬考 

 家畜に話を進めたい。上代にはすでに家牛馬がわが国社会に定着していた。

古墳からはいろいろな農具が出土する。なかには犂鑱と思しき出土品もある。

「犂の索畜は明白な記載の存在する限りでは、奈良朝以降近世にいたるまで牛

である。牛は極めて重要な財として、鍬・耕地・車等とともに寺社への寄進の

対象となり、各種の物語にも頻々と現われて来ている。これに対して古墳出土

物には馬具が多く、また埴輪にも馬が多く現われている。（中略）犂鑱と考え

られる古墳出土物が畜耕の要具であるとしても、それに用いられた家畜が何で

あるかは、簡単には決め難いものであろう。律令制の時代に入っても、鉄製農

具は主として貴族・豪族の手中に集中し、牛馬の飼育も広く百姓の内部には浸

透しえなかったと考えられることから、古墳時代の犂耕・畜耕は、希有の事実
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に属するものであったであろう」31）と、古島は指摘している。 

  奈良朝時代には、犂耕の記載の明確なものは見当たらないが、「『日本霊異

記』にはしばしば牛飼の童が出て来て、農家に牛飼育のあったことが想像され

るが、それが農耕用に用いられていたことは明らかではないのである。」32） 

 養老４（720）年の『日本書紀』には、農蚕業起源にかかる、剣をもって撃ち

殺された保食神の五体より牛馬・粟・蠒・稗・稲・麦・大豆・小豆が生じたと

いう説話がある。これらの説話によって、「葦原中国に牛馬・蠒・稲・粟・稗

・麦・大豆・小豆が同時に生じたと当代の人々によって確信されていたことを

知ることが出来る」33）のである。 

 次に、水田稲作の施肥について触れておきたい。古島は、『皇大神宮儀式帳』

などによりつつ、上代前期には直播が行われていたとしているが、「直播の場

合にもこれ（著者注、『皇大神宮儀式帳』）によれば通常は播種の際に草を入

れて肥料としたものと思われる。」34） 

 上代後期には田植えが一般的になる。施肥の有無については積極的な史料は

ほとんどない。後年の実情からみて人糞尿の施用が考えられるが、実証するに

足る材料はないようである。厩肥については『延喜式』内膳司園の耕作に左右

馬寮より運んで施肥した例があるが、一般的に行われたかには疑問がある。農

牛馬がどの程度舎飼されたかには疑問があるからである。中世末期から戦国期

にいたるまで牛馬の放飼は一般的であり、『日本霊異記』にしばしば現れる牛

飼童も野飼牛の管理者であった。「舎飼の乏しいことは穂首刈（著者注：当時

稲は穂首刈）であって、藁を取入れないこととも関係するので、穂首刈の状態

の続く間は厩肥の利用は著しくなかったと考えられる。／当代について積極的

に施用の跡の証されるのは野草である。これは苗草とも呼ばれるように苗代に

施されたのであろう。」35） これ続いて、古島は『播磨風土記』の次のような

説話を紹介する。住吉大神が某村で食事をされたとき、従神等が百姓の苅積ん

でおいた草を拡げて坐とすると、それは苗草であると百姓が大神に訴える。す

ると、大神は「あなたの田は草を敷かずとも草を敷いたがごとく苗を生長させ

よう」と仰せられ、そのためにこの村は今にいたるまで草を敷かずに苗代を作

るという説話である。同様の伝説は伊勢大神宮朝御饌の御田にも伝えられてい

るという。「苗草を用いないことが特別に神または尊貴の方の仰せに従って可
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能とされたと考えていることは、一般には苗草を用いることを示すものであろ

う。本田施肥に関してはなんらの史料も知ることができない」36)と書いている。 

 ここには、注目すべき点が２点あると思う。まず、苗代と本田のフォークロ

ア上の扱いに差がある（苗代が本田よりも重んじられている）だろうことと、

古島が本田に関する史料はないとする一方で、「苗草」ということばや説話に

も表れているように苗代への草性資材の利用が明示されていることについて、

ただ単に上代では動物性堆肥の利用が一般的ではなかったということ以上のフ

ォークロア的な意味合いがあったのではないかという疑問である。伝承的、因

習的、慣行などと言い方はいろいろあるだろうが、農業技術史を学ぶとき、そ

の意味を解明するにいたらないまでも、伝承、因習、慣行などといわれる要素

を常に意識する気持ちがなければ片手落ちの誹りを免れまい。時代を先回りす

ることになるが、１事例として『会津農書』でそのことを検討してみたい。 

 『会津農書』は、貞享元(1684)年三月上旬の日付とともに、会津郡幕内村の

肝煎の家系である佐瀬家の当主与次右衛門名の序文のある農書である。明治時

代以降まで写本により農民のあいだに伝わってきた農書としての特徴等につい

ては、ここでは割愛し、草性資材か動物性堆肥かという問題に話を進めたい。 

 『会津農書』は、上中下の３巻からなるが、上巻は「水田部」である。1970

年代に農文協が刊行を開始した『日本農書全集』は、全巻を通して頁ごとに上

下２段にわかれていて、上段に原文が、下段に対応する現代語訳が掲載され、

一定のまとまりごとに注記が付され、併せて解題、付録からなるＡ５判本であ

る。『会津農書』上巻は、本文およぴ注がほぼ75頁であり、そのほぼ真ん中あ

たりに、取り上げてみたい２つの節がある。ここでは、庄司吉之助の現代語訳

で頁順に、それぞれをまず紹介する。 

 

①  田の代かき時の施肥 

  里田、山田ともに馬糞はあらかじめ散らしておいて、その上をかい田うな

いする。人糞はかい田うないをした後によくほぐして散らし、人糞を置いた

場所を鍬ですくい取り、捨てること。そのままおくと稲ができすぎて枯れる。

また、尿で薄めた人糞をかけるときは、振り桶に入れて、植代をかく直前に

まく。青刈敷は荒代をかいたところへ散らしておく。馬糞と青刈敷を多く入
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れる田では、植代かきの跡にこれらを踏みこむ役目の人を定めておき、一か

所にかき寄せておいた肥料をまんべんなくふり散らし、泥の中へ踏みこむ。

一か所にそのままおくと稲に病気がつき、生育がむらになる。37） 

②   通し苗代 

  山田、里田ともに苗取り跡へ青刈敷を入れるが、草に実のつかないうちに

早く刈り取って入れる。そして、幾度も馬を入れてかきならしておく。また、

秋草の枯れたころに葉の広い老木の柳の枝を刈って、苗代一面に敷き並べ、

泥の中へ踏みこんでおく。あるいは六月土用前に木の若芽を刈っておいて柳

と同じように踏みこむ。こうしておくと､木の葉が腐り、木の汁が出て肥料

になる。種籾を播くときに、枝だけひろって捨てる。また、灰に人糞をまぜ

て施す。夏の間あまり土づくりをしないでおいて種籾を播いた苗代よりは、

通し苗代で仕立てた苗のほうが十日も早く実るのでよい。それゆえ、山田は

寒気が早くくるので、とりわけ通し苗代の苗を植えるほうがよい。38） 

 

 古島によれば、「弥生式文化と稲作との関係は、その全期を通じて見られる。

弥生式文化発達のある時期にいたって始めて稲作が行なわれるようになったの

ではなく、最初から稲作を伴っていたのである。」39） その最初期の稲作である

が、わが国の稲作があまりにも早期から田植という集約的な生産体系を示して

いることから、現在に残されている積極的な材料はないものの、稲作が完成さ

れたものとしてわが国に伝来したのではなく、一定の自立、自存の発展過程を

経てきたと考えれば、直播の時期を経由してきたとの立場を、古島は取ろうと

していると考えられる。つまり、苗代、本田の区別のない＜直播＞時代があっ

たと考えて、十分な証拠はえられないが史料を渉猟した。また、いわゆる陸稲

がわが国の稲作の始まりだったと考えられなくはない。 

  縄文式時代にすでに行われていたと考えられる畑作では、『万葉集』の歌に

現れる粟作を通して播種後は獣害除去のほかに管理の手の加えられていない粗

放的な実情や、焼畑が全国的に行われていたことを推測させる史料を紹介して

いるが、40） 稲作もその初めは同様だったのではないか。そのことは、さきに

紹介した『播磨風土記』や伊勢大神宮朝御饌の御田に伝えられる伝説において、

神力で＜草を敷かずとも＞苗を生育させる姿は、先祖の農法の再現を想像でき
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ないだろうか。しかし時代が下るにしたがって＜草を敷くこと＞が広がり、そ

して田植が始まると考えられないだろうか。その時代は、わが国に家牛馬が伝

来するずっと以前である。 

 播種し＜草を敷く＞という意味で、古来の稲作の痕跡がより色濃く残ってい

るのは、本田ではなく、苗代である。その意味では苗代は特別なものであり、

それを守ろうとする無意識が働いてきたのではないか。神事では苗代が重視さ

れ、かつ時代をさらにさかのぼって＜草を敷かずとも＞ということも志向され

た。しかし、そのような心理が相対的に働かない本田においては、現代的な表

現を用いれば窒素成分の補強につながる、外来技術である牛糞、馬糞の導入に

抵抗感が少なく、利用が進んで行ったのではないか。ただし古島も指摘するよ

うに上代においては、本田についての積極的史料はないのである。 

 さて、会津農書からの２つの引用に話をもどそう。会津は北日本なので役畜

としては馬の利用が中心である。本田の代かき時の施肥について、最初に上が

るのは馬糞である。ただし、江戸時代初期の平均以上の農家のケースと考えら

れるが、その経営規模に対して飼育する馬の糞だけでは肥料としては足りず、

人糞尿も施用し、加えて刈草も利用されている。 

人糞については、同時に肥焼けへの警告もある。通し苗代は、原文は「倒苗

代」であるが、苗代として使ったあとに稲を植え付ける田は、「穎付苗代」と

され、別に掲載がある。「肥料は人糞に小便、灰、えごま粕をとり合わせてか

ける。とくにえごま粕はよい。（中略）また、苗取りした跡に稲を植えるには

人糞を入れないという。」41） と、ほとんど本田並みの窒素成分の制御を主眼

にしたと思われる記述内容となっている。しかし、「倒苗代」の記述は、＜刈

敷＞中心の内容に一変し、しかも苗代としては、こちらを理想とする志向がに

じみ出ているように感じるのは筆者だけであろうか。苗づくりのステージと、

多くの稔実をえようとするステージとの窒素成分の要求度に相違があるだろこ

とも考慮すべきではある。が、上代から千年の隔てを超えてフォークロア的要

因が生き続けていると考えられないだろうか。それらをただ単に打破すべき因

習ととらえるか、長年農民が培ってきたエトスとして捉えるかで、イノベーシ

ョンに対する姿勢は大きく異なってくる。 

 草は、現在では、一部＜牧草＞を除いて＜雑草＞であり、農業上利益を生ま
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ないやっかいな＜除草＞の対象に過ぎない。しかし少なくとも近世までは、草

は＜刈草＞の対象であり、資源であったことは言うまでもない。その資源とし

ての重要性ゆえに、近世初期の頃、年間の営農上で＜刈草＞がどの程度のウェ

イトを占めていたかを簡単に見ておきたい。 

 参照するのは、『清良記（親民鑑月集）』である。『清良記』の詳細は、参

考文献７の解題を参照していただきたいが、今から450年ほど前、現在の愛媛県

宇和島市三間町にあった三間大森城山の城主、西園寺殿の旗下土居清良とその

一族の、永禄、元亀、天正(1558～1588年)の頃の軍記物語を中心とした郷土資

料である。全30巻中第７巻は、「親民鑑月集」と言われ、農業の記述に終始す

る。「親民鑑月集」は、清良の質問に篤農の松浦宗案が回答する形式をとりな

がら農業全般について記述されている。『清良記』の成立年代については、定

説がまだないようであるが、著者とされる土居水也の死去した承応３（1654）

年を下限とし、その扱われた内容が永禄から天正年間とされていることから、

現在わが国最古の農書とされている。 

  さて、土佐国には戦国時代＜一領具足＞と呼ばれた農兵制度があった。平時

は農耕に従事しているが、有事のさいにはただちに軍務につくことを義務づけ

られていた在郷武士制度である。「親民鑑月集」は、上巻下巻からなるが、下

巻の第１節が「一両具足付田畑夫積りの事（農兵一人分の田畑での必要労働力

の見積もりについて）」であり、「このごろの田一町歩は、当世の「一領具足」

といわれる在郷武士一人分の領地にあたる。この田畑一町歩を耕作するのに必

要なのべ労働力について､平均的な見積もりを述べよう。」42) で、記述は始ま

る。そして、まず記述される１町歩の労働の見積もりは田での稲作である。「こ

の一町歩の田のなかには必ず裏作麦の作付け地に二反歩と野菜などの作付け地

二、三反歩がなくては生活していけないが、これらは稲作に付属してあるもの

だから、別に次に記す」とあって、裏作麦田３反歩の栽培の見積もりが記載さ

れ、続けて、「畑二反五畝を栽培する労働力の見積もりである。内訳は次のと

おり」として、「はじめの一反歩には麦や大豆、小豆、ささげなどを播種して、

（中略）この人数で一年二毛作をうまくこなせる」、「次の一反歩（中略）の

畑には雑多な作物を栽培する」、「残りの五畝は野菜を作る(中略)家の前にあ

り、女や子どもが手入れを手伝ったり男も朝夕の暇なおりにちょっと見回った
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りすることができる」畑である。43） こう見てくるとはっきりしない点はある

が、平均的な兵農（武士としては階級は低くとも、農家としては上農であろう。）

一人の領地は、実耕地面積で１町２反５畝、実耕作面積で１町６反５畝という

ことになりそうである。 

 農作業には、田畑作にかかる直接労働のほか、筵を作ったり、農具の手入れ

などもある。もちろんあとで触れるが草刈りもある。これらを全部ひっくるめ

て「親民鑑月集」は、「以上の労働力を合計すると八百十一人分となる。これ

は田畑一町二反五畝を耕作するための男の労働力であって、女の労働力は計算

していない」44） としているのである（「一領具足」の人員構成についてはここ

では深入りしない）。 

 それでは、そのなかに占める草刈りの割合について見てみたい。草刈りは、

２つの部分にわかれている。１つめは、牛馬２頭を飼育するための飼料づくり

としての草刈りである(平均的な兵農は牛馬２頭を所有していたことがわか

る。)。「春三月から秋九月までの七か月間、草刈りを一日に半人分ずつしたと

して百五人分となる」。続けて、「肥料にするための草刈り。三月から四月に

二十人分、七月に二十人分必要。肥料用の草を充分に刈っておかないと、作物

の生育が思うようにいかない。一町歩あまりの田畑の肥料としては、その農家

の牛馬の厩肥だけでは不足である」45）。 以上草刈りの労働力を合計すると、

145人分となるが、これは811人分の18％にあたる。ただし、811人の見積もりの

なかには、女、子どもの労力は含まれていないことに留意する必要がある。同

時に当時は、草刈りが成年男子の仕事というよりも女、子どもにかなりの程度

依存していただろうことは見やすいことである。近世までの農事において、い

かに草刈りが重要な要素であったかがうかがえよう。 

 牛や馬の飼料になる刈草は、最終的に厩肥となる。青刈敷として直接圃場に

還元されるか、牛馬の体内をとおり厩肥として圃場に還元されるかは別として、

時代を追うごとに後者の比率が高まってきたとしても、少なくとも近世までは

わが国においても草は資源であり、営農上非常に重要な位置を占めていたので

ある。 

 さて、（１）農業概観の繰り返しになる部分もあるかもしれないが、先を急

ぎたい。古島は、水田耕起要具としてはまず鍬が用いられていただろうとしつ
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つ、地方の豪族が下人とともに牛馬を多数擁しており、犂を自製することも可

能であっただろうが、犂の利用は極めて局限されていたとしている。46） 

 上代における牛馬が明瞭に農耕用に用いられたという史料はないという。畿

内の官田耕作用と考えられる牛の飼育は、「中の中」以上の戸に委託された。

雑徭を免ずる特典がついていたが、「中の中」以上の戸でなければ飼育できな

かった。『歌経標式』の犂の歌や『日本霊異記』中の牛飼童や豪富の話、さら

には『続日本紀』からは朝廷の官吏で同時に地方の豪族である者が奴婢、牛馬

を擁し大農業経営を行っただろうことがうかがえるとしている。47） 

 また、古島が「牛の飼養には他に著しいものがある。搾乳用である。」48) と

述べている乳戸の制度については、１の３)ですでに言及した。 

 次に、牛馬の飼養の実態は、どのようなものだったのであろうか。『日本霊

異記』の牛飼童が牛を伴って野を歩く記述（『家なき子』の１場面と同じであ

る。）から、山野の野草を飼料とする有様を知ることが出来る。『万葉集』に

「垣越した麦はむ駒」、「馬柵越しに麦喰む駒」という言葉があり、舎飼を思

わせるものがある。「一般的にいって、稲の刈入が穂刈であることは、藁の利

用されないことを示すものであり、大量の藁の利用が飼料・蓐草であることを

思う時、舎飼の可能性の乏しいことを知りうる。農耕用あるいは乗用・駄用に

用いる時のみ、短期間舎飼し、他は放牧あるいは繋牧したものと考えられる」。49）

 全国には、厩牧令に基づく放牧地の定めもあった。これらは、すべて上代にお

いては動物性堆肥の利用がかなり限定的であったことを推測させる材料になる

だろう。 

 最後に上代の農業生産の単位・形態であるが、古島は、農業がいかなる形で

営まれていたかを、知る資料をほとんど持たないとしている。『万葉集』の歌

のなかなどから、貴族まで農業に直接関係を持っていたというだけでなく、「そ

れらの人々、あるいは国造・郡司またはその一族といった地方の豪族、あるい

は郷戸中の富強な者たちのみが優秀な農具を所持し使用して、優秀な農業をな

しえたのであった。朝廷からの官給禄、位階あるものへの賜物、個人への恩賞

として、農具その他の下賜されたことが、農具分配の一つの要因をなし、貴族

層の鉄製農具所持量の大きいことを可能にした。」50） 一方、一般農民は鍬す

ら十分に持ちえなかったことを示す史料がある。また、郷戸は大家族制であり、
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下人的な地位の傍系血族や寄口、奴婢が隷属した。彼らは、「豪族らの集積し

ている優秀な鉄製農具をもって、豪族の耕地に駆使されたのである。」51） そ

の際に牛馬を使用していたとすれば、牛馬が豪族の所有であったことはもちろ

んである。 

 

３）中世前期 

（１）農業概観 

 「この書で中世前期として扱うところは、政権の所在地に即していえば平安

朝時代に当る。」この時代になると「前代においては国家に対して徭役の義務

をも負い、鉄鍬・牛馬も容易に所持しえなかった公民の間から、自ら新規に土

地を開いて、その実質的支配の権を保存しながら、名義的な所有権を寄進する

ものが発生し始め」る。52)  奈良朝時代の三世一身法、墾田永年私財法を経て、

「公田の百姓たる公民の手に私領地としての墾田が持たれ、それが荘園体制に

おける名田に発達して行くのである」。53） 

 上代に起こった奴婢・牛馬・鍬等を多量に保持する土豪の大規模経営である

が、中世に入りその進展に拍車がかかる一方で、鉄製農具の一般化につれて小

家族の小経営が独立し、農繁期の所要労力を「ゆい」で交換利用していく。こ

うして従来奴婢的労力で耕作していた一部が小作形態で貸付けされ、これらの

小経営者が自分の生活は自分の生産で営みながら、農繁期に賦役として労力提

供する形態へ移っていく。家族形体は、地域によって大きく異なっていたが、

傍系親族に寄口・奴婢等からなる大家族であった。54） また、古島は、「当代

の経営形体はこのような家族形体と、田植・根刈・脱穀の過程を完成した稲作

との合体である」とし、稲作は、田植・稲刈などの集団労働の組織化や優良農

具の大農層への集中をはじめ、除草・稲刈・稲運搬・脱穀などいずれも当時の

能率では大量の労働結集を要するが、同時に、共同化が極めて簡単に行われ、

監督も容易な労働の連続であったと指摘し、「奴婢的経営の存立の技術的な条

件がここにあるのである」と述べている。55） また、「各種の程度で他人労働

を使役する経営の存在する一方に、下人らがその使役者の住居を離れて生活す

るにいたっていることは注意を要する。これは下人らが土豪的大経営者の傍に

些小な経営を持つようになっていることを意味するが、この経営の独立強化は
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次の時代の特性をなすものということが出来よう。その時には土豪経営に提供

される労働は賦役たる色彩を明確にしてくるのであり、下人は小作人となって

来るのである。／家族成員の少ない通常の百姓であって、下人的労働を使役し

ない場合に、大経営者と同じ田植形態を求めては、「ゆひ」の形態が用いられ

ることはすでに述べたところである」としている。56)  徐々に、近代前期まで

の農業の姿が輪郭を現しはじめるのである。 

 

（２）牛馬考 

 この時代の農具に関しては、『和名類聚抄』などでほぼ全貌を知ることが出

来る一方で、農民内部への普及状態を明らかにしうる史料はない。57） 牽畜に

は当時一般には牛が用いられたが、水田用の畜力要具には馬耙があった。「代

掻の要具であるが、水を入れて田を掻く代掻の仕事は水田作業中最大の重労働

である。畜力の入る場合、まずここに入ると考えられる」58）のである。 

 この時代に史料上明らかに肥料として用いられていたのは、厩肥・山野草・

草木灰であって、人糞尿の施用については確かなことはわからないようである。

厩肥施用の史料としては、『延喜式』内膳司の園の耕作に左右馬寮の厩肥が使

われていた記録がある。山野草については、「開墾の進行しない、放牧のため

の牧野管理として山焼が一般に行なわれた時代にあっては、採草地も豊富であ

り、苗草系統のものが主要肥料だったことは想像に難くない」59）としている。 

 次に、『枕草子』などの文学作品に現れた断片を通して知りうる稲作法を主

に牛馬との関連で見ておきたい。この時代には、和歌の題材として頻繁に田植

や苗代が取り上げられており、田植が常態化していたことをうかがわせる。当

代稲作技術の特性・発展面として、①播種前の浸種、②犂耕の普及、③田植労

働の組織、④揚水機の利用、⑤根刈収穫法の一般化、⑥稲架乾燥法の採用、⑦

脱穀工程の分離等がある。苗代には前代の例と同じく肥料としては苗草が施さ

れていたことが、和歌からうかがえる。当代には犂耕の証が多くなってくる。

円融天皇・花山天皇頃（969～984年）の著『うつぼ物語』のなかに、牛耕の明

確な記事として最古のものがみられる。60） 

 畑作法については、史料がとぼしく当代の畑作一般の状況は知るよしもない。

しかし、極めて特殊なケースとして、『延喜式』の内膳司の園の耕作の記載を
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通じて、周密な管理が行われていたことを知ることができる。牛耕をなし、厩

肥を施し、中耕・除草・除虫等の管理が行われ、条播・点播または移植等の耕

作が行われていた。61） 

 当代になると、貴族の馬飼育が一層盛んになり、飼料用に麦を青刈りするこ

とが引き続き問題とされた。同時に、農民の間にも農耕用の牛馬の飼育がしだ

いに一般化していった。しかし、農民内部の生産状況を知る史料はなく、古島

は、「犂耕が広まるとともに牛は 牽畜として重要になり、馬は駄載用を主とし

て用いられたことと思う」と述べるにとどまっている。62） 

 

４）中世後期 

（１）農業概観 

 「本書で中世後期として扱うところは、年代的には鎌倉幕府の成立以降、室

町期を経て戦国の世にいたる時代をいう。」中世封建的なものの全面的な展開

を阻む勢力が「鎌倉幕府の樹立によって無力化されるとともに、土地と武力を

握り、土地の給与を中心として形成された主従関係が新しい社会関係として表

面に出て来た。以後、社会の動きは、実質的に土地を支配する人々と、その支

配される土地と労力との生産的結合の動きとによって動かされるようになって

来」63）るのである。守護・地頭の設置を通した荘園領主と自身農業生産の主体

として進展しつつある生産力を掌握していた地頭職を与えられた人々を中心と

した社会関係の進展の詳細に踏み込むことはここではしないが、これらの変化

の主な原因として農業生産力の発展があった。施肥を基礎とする田畑の多毛作

の出現、栽培管理の周密化等による生産力の発展は、支配層のみならず農民層

の経済力を向上させる。「このような経済力の下方への移行は、中央権力の薄

弱化を来し、そのうちから戦国期の永い不安が萌して来る。この不安の除去は

各地に新しく起こった諸種勢力の競合のうちに、新しい落着きを求めて行くの

であるが、中世後期においては、生産力の発展、その結果の下層者への集積を

機としてしだいに社会の実権が下方に移って行くことを示しているのである」。64）  

 

 

－ 195 －



 

（２）牛馬考  

  この時代には、最下層の農民さえも鉄製の鍬や鎌を持てるようになった。そ

の上に立って、牛耕の普及が広がっていく。犂耕は犂製造の一般化、購入の容

易化と、牛馬飼育の可能なことによって一般化していく。65） また、古島は、

「真に肥料が重要な意味を持つようになったのは、二毛作・三毛作の普及する

ようになった後であった。苗草のほかに肥料の史料を持たない時代を経て、こ

の時代に入るとともに肥料に関する史料が散見するようになる」として、具体

的な例を列記しているが、平安朝の終わりに灌木を焼いた灰が肥料として用い

られ農民らはその肥効を意識していたこと、厩肥の利用は農民らの牛馬所持が

増えてくるなかで放牧期間が長く江戸時代における牛馬がほとんど肥料製造の

ために飼育されたと思われるのに比べて利用度は低かっただろうこと、人糞尿

の利用も肥桶の使用されたことで推測されるがその利用がどの程度であったか

を積極的に証明する史料は見当たらないこと、魚介類の利用は江戸時代に入る

と急速に広く用いられるようになるがその地盤が中世に生じていただろうこと、

燈料・食料としての胡麻・荏の利用は糟の肥料利用をも可能にするものである

ことなどと、その萌芽的利用を述べるにとどまる印象がある。66） 

 これに対して、山野の草木の利用については、やはり留意しておきたい。古

島は、まず史料から「肥灰が地力維持の大宗として極度に珍重されていること

を知ることが出来る」とした上で、「肥灰は山野の草木にその給源を持つが、

厩肥の構成分をなす糞尿・敷草も、その大部分は山野より出る。ただそれに止

まらないで苗草と呼ばれ、後に刈敷と呼ばれものは山野の草木の若芽である。

これらの給源として山野は農業的にも極めて重要な意味を持つ」67）と述べてか

ら、山野の所属争い（山論）について筆を進めるが、ここでの主題からは外れ

てくるので割愛する。その後、２）の（２）で触れた『清良記（親民鑑月集）』

の「一両具足付田畑夫積りの事」に言及して、「『清良記』肥料論の論点は、

この糞草の選択に一中心がある。「食物にして味ひ有もの上なり。其の味は能

らずとも、葉の柔らかなるは中なり。渋気の有は下なり」としている。肥料は

遅効性のものとして、「此肥は其作には当らで、其作を取て、其跡へ植たる作

の為となる」というのも、このような草木の若芽が肥料として用いられること

によるのであろう」68）と考察を加えている。しかし、最終的に糞草となる山野
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の草木の利用を＜施肥＞としてのみ考察する見方は、当時の農民の意識とは隔

たりがあるだけでなく、「其作には当らで、其跡へ植たる作の為となる」糞草

の実態とも異なるのではないかという疑問が残る。もともと苗草と呼ばれ、肥

効を求めてすき込むのではなく、古島が指摘するように＜刈敷＞であるのであ

れば、なおさら＜施肥＞としてのみ考察する見方には疑問が残る。しかし、こ

れもここでの主題からは外れてくるので、これ以上の言及は避けることとした

い。 

 「鎌倉・室町時代を通じてのわが国農業技術の発展の中心は、二毛作・多毛

作の普及にあると見ることが出来る。」「二毛作がいつから行なわれたかは明

らかでない。（中略）麦単作耕地が夏期に空いているところに着目して始めら

れたと考えられるが、（中略）後年の事実よりすれば、豆と麦との二毛作が最

も普通であったと考えられる」。69） 

 古島は、中世後期の水田耕作法の概観に関して「『清良記』第七巻の記載を

もって鎌倉・室町期の農業を代表させることには問題がある。」としつつも、

「近世初頭あるいは中世末期を代表させることが出来る」として、『清良記』

から水田耕作法の詳細を引用している。そのなかから、本稿の論旨に即する部

分を引用すると、本田起に関連して、鍬での荒起しも勿論あったが、代掻は牛

によって行われ、中鋤にも牛を用い、後鋤として牛耕をするとしている。「し

ろとは打おこしたる田を、牛馬にてとろりとかきたる事」なのである。70） 

水田耕作における牛馬の利用が広がっていたことを推測させるが、『清良記』

の記載は、田畑１町２段５畝をもつ＜一領具足＞の営農における耕作法であり、

身分的には上層の農民であったことに留意する必要があろう。 

 関東武士の政握掌握で始まった当代にあって、武士である領主層が乗用とし

て多くの馬を飼育していたことに加えて、農耕用の牛馬飼育が広く農民層の内

部に広がった。古島は、史料には百姓の牛や馬の地頭による横領や悪党横行に

よる牛馬の焼死などの記録が残されていることを紹介し、「当時の農村におけ

る家畜飼育の状態を示している」だろう71）と牛馬飼育の広がりを指摘する。同

時に、「農民の牛馬飼育が一般化する時、それが舎飼されれば、農業上では厩

肥使用の重要な条件となる。先に見たように、当代の資料の上では初期には草

木灰を見るだけで、厩肥に関する記載は『沙石集』の「馬の糞」、『清良記』
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の馬糞のほかに見ることができない。二毛作は田畠ともに行なわれ、部分的に

は三毛作さえ見られた当代後期にあっては、舎飼が行なわれる時は当然厩肥施

用が行なわれたと考えられる」としつつ、「この点について有力な手懸りは大

和荒川庄において、正応三年八月悪党に焼払われた宗恒の住宅で馬一頭・牛二

頭が焼死していることである。このことは宗恒の家では住宅と近接して舎飼を

していたことを示すものであろう。牛馬の主要な使役時期でない八月に舎飼さ

れていることは相当長期の舎飼の行なわれたことを示すものといえよう」と推

論している。72） 

 その一方で、「反対の事実を想像させるものに、中世後期の各時代を通じて

見られる牛馬放飼の禁制がある」と、その事例を挙げつつ、「伊予南宇和地方

の『清良記』中には、放飼の牛馬が他人の架稲を食ったことが問題になった記

事もあって、これが一局地の現象でないことを示している。これが中世におい

て厩肥使用の極めて多く現われない一半の理由をなすものではないだろうか」

73）と述べている。 

 近世になると多くの農書が著されるようになる。そのような農書のなかでは、

牛馬は役畜としての記載よりも厩肥使用の場面での記載が多い印象がある。夏

の一時期は別として舎飼が中心になっていくと考えられる。同時に、極度に＜

施肥＞を重視する日本型の集約農業が、すでに近世には確立しつつあったこと

を想像させる。これらの点については、牛馬飼養をたどるという本稿の範囲内

で、引き続き『日本農業技術史』に依りつつ、いくつかの農書を直接参照する

なかで、確認していきたい。『わが国近世までの牛馬飼養の歴史 下』のテー

マは近世であるが、考察の中心はすでに西洋近代農法を受け入れる素地が確立

させていたと想像される後期ではなく、前期にあることをあらかじめお断りし

ておきたい。 
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１ はじめに 

日本農業研究所実験農場は、1963（昭和38）年10月に東京都田無から茨城県

の旧茎崎町（現在のつくば市稲荷原）に移転し、牛久実験農場（現在のつくば

実験農場。以下「農場」という。）として再発足した。農場は、畜産を主体と

する近代的な企業経営を行い、日本農業研究所はその結果を調査研究報告とし

て公表してきた。現在は、株式会社つくば良農（以下「つくば良農」という。）

が行う「露地野菜プラス和牛繁殖経営の成立条件実証のための調査研究活動」

を支援する中でデータの提供を受け、それを基に研究分析する方法に変更して

いる。この調査研究報告では、一般的な畜産農家に情報提供を求めるのは難し

い、経営を構成する要素についての基礎的な生データをもとに、経営成績を統

計的手法を使うなどして多角的に記述分析している。このような調査研究報告

を公表し関係者に提供することによって、畜産経営の改善に関する研究、政策

等に資し、さらには、日本の畜産業の発展に貢献することを目的としているも

のである。 

本稿は、つくば良農からデータ提供を受けるようになってから２年目に当た

る2022（令和４）年度の報告である。 
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 なお、本報告の作成に当たっては、つくば良農の青木稔夫、吉沢哲、宮下好

広、諸岡将孝及び渡邉仁各氏に協力をいただいた。 

２ 全国の飼料作物生産、肉用繁殖雌牛飼養及び子牛価格の状況 

 自給飼料の生産について、飼料作物作付面積は、2016（平成28）年の98.8万

haをピークにその後漸減傾向が続いたが、2022（令和４）年は飼料用米の作付

面積の増加等により102.6万haとなった。飼料作物の収穫量（TDNベース）は、

1990（平成２）年の448.5万TDNトンをピークにその後は減少傾向が続いた。2005

（平成17）年以降は360万TDNトン程度～380万TDNトン程度と横ばい又は増加傾

向であり、2022（令和４）年は404.0万TDNトンとなっている。１） 

 肉用繁殖雌牛飼養戸数は、減少傾向で推移しており、2023（令和５）年２月

１日現在で33.8千戸である。また、肉用繁殖雌牛飼養頭数は2015（平成27）年

を底に増加し、2023（令和５）年２月１日現在で645千頭、一戸当たりの飼養頭

数は19.1頭である。２） 

 子牛価格（黒毛和種）は、近年下落傾向にあり、2016（平成28）年の81.5万

円をピークに2020（令和２）年には68.9万円まで下落した。2021（令和３）年

には74.5万円と持ち直したが、2022（令和４）年５月に55.6万円に下落した。

その後回復傾向にあったが、直近では低下傾向で推移している。２） 

全農茨城県本部家畜市場における１頭当たりの取引額の動向も、ここ数年大

きく変動し、かつ、下落傾向にある。毎月数パーセント程度、月によっては10％

を超える変動を繰り返しつつ、年度単位でみると、黒毛和種（去勢雄、雌計）

の１頭当たり平均価格（消費税込み）は、2019（令和元）年度73.5万円、2020

（令和２）年度67.3万円（対前年度▲8.4％）、2021（令和３）年度73.1万円（対

前年度＋8.6％）及び2022（令和４）年度62.2万円（対前年度▲14.9％）となっ

ている。３） 

３ 実験農場の成績 

 2022年度の農場における黒毛和種の繁殖雌牛及び子牛の生産と販売、自給飼
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料の生産・利用に関する成績等を項目ごとに整理した（表１）。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）繁殖雌牛の飼養実績 

 (1) 繁殖雌牛の飼養頭数 

 2022年度期首における繁殖雌牛の飼養頭数は34頭であったが、新規導入等が

進められた結果、期末には51頭になった。具体的には、もと牛を市場から購入

して繁殖用に飼養した導入牛は16頭（うち15頭は県外から、１頭は県内から）

であり、自家産の雌子牛の中から家畜市場には出荷せずに農場に保留し繁殖雌

牛として育成した自家産牛は２頭であった。一方、年度内に淘汰した繁殖雌牛

は1頭（14産次）であった（表２）。 

 当初の計画では、2022年度は繁殖雌牛35頭程度で経営することを予定してい

たが、繁殖雌牛の増頭に転換した。国は、牛肉の国内需要の増加への対応と輸

出拡大を目指すため、生産者が繁殖雌牛を増頭した場合に増頭奨励金を交付（飼

養規模50頭未満の場合、24.6万円／頭）する措置を行っていたことから、茨城

県外から導入した15頭については、この奨励金を活用した。加えて、茨城県の

優良繁殖和牛群整備対策事業による支援（繁殖雌牛増頭支援事業（40万円/頭）

又は高能力繁殖雌牛導入支援（70万円/頭））を受けた。 

 

 

 

 

 

表１ 総括表 

表２ 繁殖雌牛群の構成（2022 年度） 

区分 期首 新規 淘汰 期末

導入牛（頭） 13 16 0 29

自家産牛（頭） 21 2 1 22

計 34 18 1 51
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(2) 繁殖雌牛の産次数  

 産次数は繁殖雌牛が初めて出産した場合を初産次、その後は出産を重ねるご

とに２産次、３産次というように数字が増える。実際に出荷される子牛にとっ

て母牛の産次数は重要な情報であることから、農場が子牛を出荷している全農

茨城県本部家畜市場が開場前に発行する「子牛せり市場出場名簿」には産次が

記入されている。年度末における牛群の産次がどの様な分布であるかで、次年

度に生産される子牛の母牛が何産次であるか予想できる。そのことから、繁殖

雌牛を淘汰するか、もと牛を導入するか、あるいは自家産の雌牛を保留するか

を考慮する上での判断材料を提供する重要な情報となる。 2022年度の産次につ

いては、期首の平均産次数は 7.3産であったが、期末には 5.4産と低下した。

これは主に出産経験のない繁殖雌牛を多く導入したことによるものである（表

３）。この結果、牛群の期末の産次数分布をみると０産次が最も多く15頭（29％）、

次いで10産次の７頭（14％）、７産次の６頭（12％）と続いた（図１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表３ 期首及び期末の平均産次数（2022 年度） 

期首 期末

平均産次数 7.3 5.4

頭数（頭） 34 51

図１ 産次数の頭数分布（期末）（2022 年度） 
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 (3) 繁殖雌牛の分娩数と子牛生産頭数  

 2022年度に繁殖雌牛が生んだ子牛は、33頭であった。年度内に２回分娩した

繁殖雌牛はいなかった。新規に導入した繁殖雌牛15頭のうち５頭がハラミであ

り、年度内に分娩したのは２頭であった。なお、年度内、誕生後に産子が死亡

する事故が２件、盲目が判明したため誕生後2か月で販売した子牛が１頭あった

（表４）。 

 

 

 

 

(4) 授精回数と分娩間隔  

 2022年度は33頭が分娩し、その平均授精回数は1.7回（受胎率58.9％）であっ

た。これは、2021年度成績（平均授精回数1.7回、受胎率60.4％）及び 2020 年

度成績（平均授精回数1.86回、受胎率53.8％）と遜色ない成績であった。４）受

胎に要した授精回数は 33頭中19頭が１回（58％）、８頭が２回、４頭が３回、

そして４回目及び５回目の授精で各１頭が受胎した（図２）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2022年度に分娩した33頭のうち初産の３頭を除く30頭の分娩間隔は平均 367

日、33頭の妊娠期間は平均290日であった。農林水産省が公表している家畜改良

区分 飼養頭数（期末） 分娩数※ 分娩なし 子牛出産 事故数 早期売却

頭数（頭） 51 33 19 33 2 1

表４ 繁殖雌牛の飼養頭数、分娩頭数及び子牛生産頭数（2022 年度） 

図２ 授精回数の頭数分布（2022 年度） 

※分娩した 33 頭のうち１頭（14 産次）は、年度内に淘汰したため 51 頭の外数である。 
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増殖目標（2020年３月）では分娩間隔の目標（令和12年度）は380日であり、す

でにこれを達成している。また、同目標中、飼養管理に関しては「１年１産に

近づけることを目指す。」との記述があり、経営全体で見ればほぼ達成してい

る。初産の３頭を除く30頭の分娩間隔は325日～560日と幅があり、個体ごとに

分娩間隔を見ると365 日までに22頭（73％）が分娩した一方で、386日～405日

が１頭（３％）、 406 日以上が４頭（13％）あり、これらが牛群全体の平均分

娩間隔を引き上げる要因になった（図３）。33頭の妊娠期間は280日～304日で

あった（図４）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 分娩間隔の頭数分布（2022 年度） 

図４ 妊娠期間の頭数分布（2022 年度） 
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 空胎日数が80日以内であれば、計算上は１年１産が期待できる。2022年度は、

初産を除く分娩牛30頭の平均空胎日数は77日、そのうち空胎日数 80日以内は23

頭（77％）で、それらの平均空胎日数は55.4日であった。一方で、空胎日数 121 

日以上が３頭（10％）いたことは、全体の空胎日数を引き延ばす結果となった

（図５）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２）子牛の生産と販売  

(1) 子牛の生産  

 2022年度に生まれた子牛33頭を雌雄別にみると、雄は 20頭（61％）、雌は13

頭（39％）で、雄の比率が高い結果となった。このうち、雌２頭は出生２日後

及び46日後に死亡した。生時体重（測定記録がない雄１頭を除く。）の平均は

34.0 kg、雌雄別では雄35.3 kg（28.0 kg～50.0 kg）、雌32.2 kg（24.5 kg～

38.5 kg）で雌の方が軽量であった。生時体重が25 kg 以下の低体重子牛は、雄

に１頭認められた（雌は０頭）。死産はなかった（表５）。生時体重の頭数分

布は、図６のとおりである。 

 なお、生まれてくる子牛の雌雄比率は年によって様々であり、2021年度は雄

比率は36％であったが、過去10年間では平均すると雄比率は53％であった（表

６）。 

 

図５ 空胎日数の頭数分布（2022 年度） 
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(2) 子牛の販売  

 2022年度は、家畜市場へ30頭出荷された。その内訳は、去勢雄13頭、雌17頭

であった。これらは 2021年６月13日から 2022年５月23日までに生まれた子牛

である。月別にみると、４月の出荷が最も多く６頭、次いで５月、10月及び３

月が４頭であり、７月、９月及び２月の出荷はなかった。2022年度の全農茨城

県本部家畜市場の黒毛和種取引価格（去勢雄、雌計）（消費税込み）は、４月

がピーク、９月が底値、12月はある程度値を戻したが、総じて価格は下落傾向

であり（図７）、2022年度の農場の取引額合計は1,526万円（消費税抜き。）と

なった。この額は、2021年度の41 頭（去勢雄21 頭、雌20 頭）出荷での2,762

万円より1,236万円の大幅減となった。主な原因は、出荷頭数の減（対前年度▲

表５ 雌雄別出産頭数と平均生時体重（2022 年度） 

図６ 生時体重の頭数分布（2022 年度） 

表６ 過去 10 年間に生まれた子牛の年度別雌雄比率 
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27％）と１頭当たり販売価格の下落（対前年度▲25％）の２つである（表７）。

2022年度の全農茨城県本部家畜市場の１頭当たり取引価格は前年度比▲15％で

あるから、これと比べると10ポイントも低かった。 

 なお、農場が出荷した30頭の平均体重及び１頭当たり取引価格を雌雄別に市

場平均と比較した結果は、表８のとおりである。市場価格が毎月変動する中で、

農場が出荷する子牛の評価は、前年度の平均出荷体重や平均取引価格との比較

よりも同年度の市場全体のそれらとの方が比較しやすいことから、2023年度も

注視することとしたい。 

 別に、前報（第10報）で来年度報告するとしていた、2021年５月に生まれ2022

年3月に出荷された２頭はいずれも雌であり、販売価格はそれぞれ44.5万円、

63.2万円であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ 全農茨城県本部家畜市場黒毛和種取引価格（2022 年度） 

表７ 2019～2022 年度の子牛出荷実績の比較 
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３）放牧と牛ふん堆肥の利用等 

農場内の飼料生産圃場は、過去十数年を遡った範囲内で、最も広かったのは

採草地が12.35ha、放牧地が6.3ha で合計18.65ha であった。その後、採草地が

2015年度から9.15ha へ、2018年度から8.10ha へと減少し、2020年度は２番草

の収穫以降は採草地としての利用は終了した。５）つくば良農に経営が移行した

2021年度は採草地の利用を行っていなかったが、2022年度は採草を再開し、採

草地面積は3.8ha、調製したロールベールは89個であった（表９）。 

 

 

 

 

 

 

  放牧地については、これまで6.3haになって以後に面積の変更はなく、2022

年度の延べ放牧頭数（１日の放牧頭数×放牧日数/年）は、3,855頭・日であっ

た。頭数は繁殖雌牛群の頭数を基本として、分娩前に牛群を離れて分娩房に移

動してから分娩を経て子牛と同居しながら哺乳し、子牛と離れて牛群に戻るま

での期間が放牧頭数の減少となる。牧草の生育状況を見ながら放牧区を順番に

輪換し、あるいは放牧を休止して草勢回復を図ることもあった。なお、放牧面

積については、30ａは子牛用であること、１区画（40ａ）は傾斜が急で草地更

新を行っておらず、2022年度は放牧実績が無いことから、これらを差し引いた

5.6hａとした（表10）。 

 

 

表８ 農場出荷牛と市場全体の比較（2022 年度） 

性別 項目 農場出荷 市場全体 差 比（％）

去勢雄
平均体重（ｋｇ） 314 318 -4 99 

平均取引価格（消費税込み）：万円/頭 61.9 68.4 -6.5 90 

雌
平均体重（ｋｇ） 275 291 -16 95 

平均取引価格（消費税込み）：万円/頭 51.4 54.8 -3.4 94 

表９ 採草地面積とロール調製個数 

年度 2019 2020 2021 2022

採草地面積（ha） 8.1 8.1 0 3.8

ロール調製個数（個） 682 397 0 89
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 前報（第10報）において、放牧用牧草地の2021年度の草地更新については、

2022年度分と合わせて一括して来年度報告するとしていた。この２年間を含め

た９年間の放牧用牧草地の草地更新の実績は、表11のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 牛ふん堆肥については、牛舎内で飼養中の繁殖雌牛と子牛が排泄したふん尿

の全量と敷料が堆肥の原料となった。パドックが併設されているフリーバーン

では、飼養されている繁殖雌牛がコンクリートのパドック上に排泄したふん尿

は残食した粗飼料も合わせて回収して堆肥の原料とした。繁殖雌牛が放牧中に

排泄したふん尿は放牧地へ直接還元されたことから堆肥原料とはならない。

2022年度は、生産量及び利用量ともに180トンであった（表12）。これまでと比

べてたい肥の利用量及び生産量が少ないのは繁殖雌牛の頭数減によるところが

大きいと考えられる。 

 

 

 

 

表 11 草地更新の状況 

圃場番号 圃場面積（ａ） 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

３－１ 40 更新 － － － － － 更新

更新（トールフ

ェスク：ウシブ

エ）

－

３－２ 40 － － － － － － － － －

３－３ 40 更新 － － － － － 更新

更新（フェストロ

リウム：那系１

号）

－

１１ 100 更新 － － 更新 － － －

更新（トールフ

ェスク：ウシブ

エ）

－

１３ 150 更新 更新 － － 更新 更新 －

更新（オーチャ

ードグラス：ま

きばたろう）

－

２２ 100 － － － 更新 － － 更新 －

更新（オーチャ

ードグラス：ま

きばたろう）

２３ 130 更新 更新 － － 更新 更新 －

更新（オーチャ

ードグラス：ま

きばたろう）

－

子牛用 30 － － － － － － － － －

計 630

表 12 堆肥の生産量と利用量 

年度 2019 2020 2021 2022

生産量（トン） 219.5 212 データ無し 180

利用量（トン） 190 212 データ無し 180

表 10 放牧実績 
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 次にイネホールクロップサイレージ（WCS）等の利用について、取組状況を報

告する。 

イネなどのWCSを補助粗飼料として利用することによる周年放牧をめざし、

2021年度は複数の調達先を検討した。茨城県１産地及び千葉県１産地とイネWCS

の調達について相談を進め、秋から給餌を開始した。供給元は茨城県茨城町の

合同会社JAC及び千葉県四街道市のＷ牧場の２つである。 

 合同会社JACからは、麦のホールクロップも試験的に調達したが、収穫調製が

梅雨時に重なったためと考えられる品質低下が生じた。一方、Ｗ牧場から試験

的に調達したイタリアンライグラスホールクロップは牛の食いつきも良く結果

は良好であった。2022年度は、輸入乾牧草の価格高騰を受けて、国内での調達

も厳しさを増した。この結果、千葉県のＷ牧場からのイネWCS及びイタリアンラ

イグラスホールクロップの供給を受けることができず、茨城県茨城町の合同会

社JACからのイネWCSのみとなった。供給を受けたイネWCSは全部で252ロール（１

ロールは約400 kg）であり、冬場の給餌に活用した。イネWCSだけではビタミン

不足により発情が弱くなる兆候が見受けられたため、オーツを週１で併用した。

今後、他の飼料との組合せも検討していく。 

 同一経営内における園芸部門と畜産部門の耕畜連携を進めるため、2021年度

はキャベツ収穫跡地に栽培する緑肥の放牧利用を検討した。80aのキャベツ収穫

跡地に、2020年11月12日にエン麦とヘアリーベッチを混播した圃場に、移動電

牧を設置し、2021年6月18日と19日に放牧を行った。放牧の時期が遅れエン麦が

伸びすぎていたためか、牛の食いつきは芳しくなく、19日に牛が放牧地に移動

したがらなかったため、放牧を中止する結果となった。 

 2022年度は、エン麦のサイレージ化に取り組んだが、カビが発生したため、

給餌を断念した。この他、スイートコーン収穫後の茎のサイレージ化を検討し

た。７月にスイートコーン収穫後、粉砕して10月に給餌した。牛の食いつきは

良好であり、2023年度はさらに拡大して試行的に給餌する予定である。 

  その他、2021年度は、耕作放棄された土地を農地として維持するための管理

耕作作物の役割と同時にバイオマス資源として近年注目されている多年生の超

多収イネ科作物のエリアンサスを飼料用として利用できないか、10月に牛舎運

動場に仮植えし給餌を試みた。食べてはいたが嗜好性は低かった。しかし、夏
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の酷暑期、日陰のない放牧地に日陰をつくる効果とともに、周年放牧を実施す

る際の冬場の給餌源との観点から今後も試験の継続を検討したいと考えていた。

2022年度は、エリアンサスの栽培に取り組んでいた主体がつくばから移動して

しまったため、試験の継続は叶わなかった。 

４ 考察 

 2022年度に出荷販売された子牛のうち、生時体重の測定記録がない１頭を除

く29頭（去勢雄（以下「雄」という。）12頭、雌17頭）について考察する。 

 

１）出荷体重 

 平均出荷体重292 kgを雌雄で比較すると、雄318 kg（264 kg～358 kg）、雌

275 kg（223 kg～312 kg）であり、その分布は図８のとおりであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）ＤＧ（一日増体重）６）
 

 市場ではDGが子牛の評価に大きな影響を与える。29頭の平均DGは0.86であり、

これを雌雄で比較すると雄0.94（0.79～1.06）、雌0.80（0.65～0.92）となり、

その分布は図９のとおりであった。 

 

図８ 出荷体重の雌雄別頭数分布（2022 年度） 
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３）出荷日数 

 つくば良農は、日本農業研究所が繁殖経営を行っていた時と同様に、概ね10か月

齢を目安にして子牛を家畜市場に出荷してきた。29頭の平均出荷日数は302日であり、

これを雌雄で比較すると雄300日（289日～315日）、雌302日（288日～325日）とな

り、その分布は図10のとおりであった。出荷日数と出荷体重及びＤＧを相関図で表

したのが図11及び図12である。いずれも相関は見られない。このデータは、出荷が

あくまでも10か月齢を目安として、成長の程度に関わらず、近い市場開催日に出荷

するというルールで行われていることの証左と考える。 

 なお、出荷日数は、概ね10か月齢（300日）を目安にしており、標準偏差は９日と

小さいことから、当然、ＤＧと出荷体重の相関は極めて高い（図13）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図９ ＤＧの雌雄別頭数分布（2022 年度） 

図 10 出荷日数の雌雄別頭数分布（2022 年度） 
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４）生時体重と出荷体重の関係 

 大きく生まれた牛は大きく育つと言えるかどうかを検証するため、生時体重と出

荷体重の相関を調べた。その結果、相関係数ｒは、雌雄計では0.659、雄では0.596、

雌では0.545となり、いずれも正の相関関係が確認された。（図14-１、２、３）。

2006年度～2020年度に農場から家畜市場に出荷した子牛について得られた相関係数

ｒは、雄（213頭）では0.42、雌（160頭）では0.28であったことから７）2022年度は

これらよりも大きく、特に、雌ではその伸びが顕著であった。生時体重と出荷体重

の相関係数が近年高くなってきているのか、2022年度限りの現象なのか、2023年度

も注視することとしたい。 

図 11 出荷日数と出荷体重の関係（2022 年度） 

図 12 出荷日数とＤＧの関係（2022 年度） 

図 13 ＤＧと出荷体重の関係（2022 年度） 
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５）出荷体重及びＤＧと販売価格の関係 

 まず、出荷体重と販売価格の関係を検証するため、その相関を調べた。その結果、

相関係数ｒは、雌雄計では0.563、雄では0.486、雌では0.198となり、いずれも正の

相関関係が確認され、雄の方が相関係数が大きかった（図15-１、２、３）。  

 

 

図 14-1 生時体重と出荷体重の関係（雌雄計）（2022 年度） 

図 14-2 生時体重と出荷体重の関係（雄）（2022 年度） 

図 14-3 生時体重と出荷体重の関係（雌）（2022 年度） 
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 次に、ＤＧと販売価格の関係を検証するため、その相関を調べた。その結果、相

関係数ｒは、雌雄計では0.575、雄では0.485、雌では0.233となり、いずれも正の相

関関係が確認され、雄の方が相関係数が大きかった（図16-１、２、３）。 

 

 

図 15-1 出荷体重と販売価格の関係（雌雄計）（2022 年度） 

図 15-2 出荷体重と販売価格の関係（雄）（2022 年度） 

図 15-3 出荷体重と販売価格の関係（雌）（2022 年度） 
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 ただし、３－２）－(2)の「子牛の販売」で記述したように、2022年度の全農茨

城県本部家畜市場の黒毛和種取引価格（去勢雄、雌計）（消費税込み）は、前

年度比▲15％であり、月別にみても▲14％～＋13％の変動となっていることか

ら、出荷体重及びＤＧと販売価格の関係は単純に分析することはできない。こ

のため、2023年度も注視することとしたい。 

 

図 16-1 ＤＧと販売価格の関係（雌雄計）（2022 年度） 

図 16-2 ＤＧと販売価格の関係（雄）（2022 年度） 

図 16-3 ＤＧと販売価格の関係（雌）（2022 年度） 
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５ おわりに 

これまで日本農業研究所が行ってきた自給飼料生産及び繁殖経営は、2021年

度からつくば良農が継承した。 

当初、採草をやめ放牧を中心に畜産部門を経営するという考え方のもと、繁

殖雌牛を30頭程度に減頭し、野菜部門と畜産部門を兼務する職員を新たに１名

配置する計画であった。このため、2021年度は経過的措置として、これまで日

本農業研究所で畜産部門管理作業を担当してきた２名の職員が引き続き管理作

業を担当し、つくば良農は職員１名の求人を行い、秋口から雇用を開始したが、

定着するには至らなかった。 

この過程で、畜産部門と野菜部門が両立する経営をめざすためには、家畜飼

養に習熟した専任的な職員が1人は必要であると認識するに至ったことから、

2022年５月、初歩的な牛飼養経験を有する20歳台半ばの新規職員１名を新たに

採用した。この畜産部門専任職員の雇用を維持するためには、繁殖雌牛50頭規

模を維持することが必要と考え、年度末までに繁殖雌牛を51頭に増頭した（2023

年４月の審査会で計画変更を承認）。 

現在、畜産部門専任職員は、人工授精師の資格の取得に向けてトレーニング

継続中であり、旧日本農業研究所畜産部門経験者がサポートするという体制で

経営が行われている。 

畜産部門の経営収支は、2022年度も赤字であった。これは、子牛の市場価格

の低迷、飼料代の高騰の影響が大きい。今後の経営改善に向けた課題を５つ挙

げる。 

（繁殖雌牛） 

１つ目は、受胎に要する授精回数が多い繁殖雌牛及び分娩間隔が長い繁殖雌

牛の淘汰である。2022年度実績では、受胎に要する平均授精回数は1.7回である

が、受胎に要する授精回数が３回～５回であった繁殖雌牛が４頭いた。これら

４頭は、分娩間隔の平均が367日、全体の73％が分娩間隔365日以内である中で、

分娩間隔が406日以上であった。2023年度中の淘汰について検討が必要である。 
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（子牛生産） 

２つ目は、子牛出荷頭数が少ないことによる売上げ減少への対応である。つ

くば良農は、繁殖雌牛の50頭規模への増頭により、２年後の2024年度には年間

子牛出荷頭数45頭を目指したいとしている。 

３つ目は、子牛の販売単価を上げるための対策である。2022年度実績では、

DGが１以上の子牛は販売した30頭のうち４頭に過ぎなかった。肉用牛（和牛）

では、子牛は生後の長い期間、母牛と一緒に飼養する方式が一般的であったが、

農場では、繁殖雌牛を放牧は勿論、舎飼いにおいても原則として群として飼養

するとともに、分娩後の早い段階で（３週間程度）母牛と子牛を分離し、子牛

には代用乳を給与する（超）短期離乳方式で飼養している。これらの方式は、

母牛の繁殖成績向上を優先した方式である反面で子牛のストレスが大きい方式

と思われる。2017年～2019年の３か年については、子牛生産率と平均分娩間隔

については評価が高く、一方では、生体単価や日齢体重等では改善が必要との

評価8）であり、2022年度も同様の状況であると考えられる。ただし、日齢体重

を増加させるためには哺乳のための作業増が必要であると考えられることから、

子牛の生産効率向上（分娩間隔の短縮）と子牛の販売価格向上（日齢体重の増

加）の両立は、コスト面からは難しい課題である。 

（自給飼料生産） 

 ４つ目は、自給飼料の拡大である。飼料価格が高騰する中、リスク管理の観

点からも国産飼料とりわけ自給飼料をどうやって確保、拡大していくか難しい

課題である。つくば良農はキャベツ生産を中心とした耕種部門が主体（2022年

度の栽培面積：キャベツ24 ha、スイートコーン３ ha、タマネギ１ ha）の経営

であることから、キャベツ生産面積を減じて採草地及び放牧地を拡大すること

は難しい。2022年度からスイートコーンの茎葉の飼料化に取り組んでいるが、

国内の新しい調達先の開発も含めて、引き続き、新しい取組を考えていく必要

がある。 

５つ目は、第９報でも喫緊の課題として挙げられている放牧地における強害

な外来雑草対策である。9）難しい課題であると思われるが、検討が必要である。 
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注 

 

１）農林水産省ホームページ「飼料をめぐる情勢（データ版） 令和５年８月」 

２）農林水産省ホームページ「畜産・酪農をめぐる情勢 令和５年８月」 

３）2019年度及び2020年度の年間平均価格は、独立行政法人農畜産業振興機構ホームページ

「主要な家畜市場における子牛の取引状況（黒毛和種）」の月別の価格を単純平均した。

2021年度及び2022年度の年間平均価格は、全農茨城県本部のデータである。 

４）参考文献１、204頁 

５）参考文献２、225頁 

６）ＤＧ＝（出荷体重－生時体重）/出荷日数（kg/日）で算出した。生時体重を減じず、（出

荷体重/出荷日数）をＤＧとし、日齢体重と称する場合もある。 

７）参考文献３、18～19頁 

８）参考文献４、314頁 

９）参考文献２、236頁 
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復興完了後の被災地の農業の展開 
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１．はじめに 

 2019年12月「『復興・創生期間』後における東日本大震災からの復興の基本方

針」が閣議決定され、翌年に法律が成立した。これにより復興庁の設置期間は

2031年度まで10年間延長されることとなったが、その支援の中心は福島第一原

子力発電所事故からの復興である。 

 2011年３月11日に発生した東日本大震災以来、既に12年が経過し、震災復興

の名称を冠する事業はほとんどみられなくなった。復興交付金は2020年度で廃

止され、仙台東地区で東日本大震災による津波災害による農地及び農業排水施

設などの復旧を担った、農林水産省直轄による区画整理等の事業が完了し、2021

年１月22日には完工式が挙行された。また、東北農政局から震災後毎年出され

ていた「農業・農村の復興・再生に向けた取組と動き」も2021年11月を最後に

公表されておらず、今日では震災復興という言葉はことさら強調する以外には

聞かれなくなった。 

 本稿では、震災復興が聞かれなくなった後についても定点観測を行っている

宮城県の津波被災地の農家のヒアリング調査結果を報告するとともに、その状

況について考察を行う。 
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２．定点観測：Ａ生産法人 

仙台東部地区で津波被災地域にあるＡ生産法人は、いち早く圃場の復興が完

了し営農活動に入った100ha規模、集落全体が１つの法人である。震災後に地域

全体で１つの法人による営農ということで合意し、現在に至っている。 

 

１）生産の概況 

 

（1）コメ 

 2023年夏までの生産状況について述べる。経営する田は85haで減反は行って

いないという。この地区一帯で６割の減反であるが、地域全体で６割を達成す

ればいいというので減反は他にまかせている。また、他地域の圃場１haを耕作

している。 

 法人は米の生産を主として行っている。法人の事務所の隣には、この地区の

ライスセンターがあり、２本の貯蔵庫（１本150トン）のうち１本をこの法人で

利用しているという。そのため単一種の米の生産が期待されているのだという。 

 育苗後に移植する生産として、ササニシキを1.5ha、ひとめぼれを40.9ha、ま

なむすめを10ha行っている。残りは乾田直播のまなむすめである。乾田直播を

減らして移植型の生産にシフトしている。これは圃場のせいである。一見する

と整備済みの圃場に見えるが、ところによっては水持ちが悪く、とくに砂地の

ところは水が抜けていってしまい、稲の生育に影響がでるという。また、そう

いうところは、除草がうまくいかない。その年の初回の散布の除草はうまくい

くのだが、最後の方では丈の小さいヒエが生え、稲とヒエが混じってしまうの

で除草が難しくなり、生産性が落ちるので乾田直播を減らすことにしたという。 

 

（2）ねぎの生産 

 震災後に法人として生産が再開された当初は４haの農地にねぎを生産してい

たが、今は2.5haに縮小している。当初は加工向けに契約し生産を行ってきたが、

そのほかの土地でもねぎが大量に生産されるなどして価格が下がり、また契約
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条件も悪かったことから、その実毎年赤字が続いていた。しかし、補助金や契

約があってしばらくは減らすことができず赤字が累積した。現在は、仙台卸売

市場に出荷している。発送の手間や手数料、人件費などを考慮すると契約によ

る生産よりも費用を削減できる。 

 今年は水はけの良い場所でねぎ生産を行い６月までは好調であったが、夏の

暑さで裏目に出てしまった。結局ねぎは痩せ細って白い部分の少ない規格外の

ねぎになってしまった。 

 

（3）そのほかの生産 

・トマト生産など 

 以前は雇用労働による周年生産を目指してトマトハウスをやっていたが、担

当していた女性が体調を悪くして退職したので、今年は作らないことにした。

空いたトマトハウスはねぎの育苗施設に利用した。また、稲の移植生産を増や

したことでハウスが必要となり利用したところである。 

 また、11haに大豆のミヤギシロメを生産しているが、これはこれから収穫を

行う。 

 

・労働力 

 正規採用職員としての雇用者は、20代と50代の２名でいずれも男性である。

稲もねぎもいずれも担当してもらっている。 

 そのほか短期の雇用労働は、現在パート３名で繁忙期の３ヶ月の期間来ても

らうことにしている。主としてかつてこの集落に住んでいた人やその近くの人

に頼んでいる。賃金は、最低賃金である。もっぱらねぎを担当してもらってい

る。このほかに、サポーターにも来てもらっている。サポーターは、「せんだい

農業園芸センター」が窓口となって農業サポーター事務局に依頼して派遣して

もらっている。年間に10回ほどで、延べ人数で100人近くに依頼している。賃金

は最低賃金プラス10円で支払っている。こちらもねぎを担当してもらっている。 

 

・農地の具合など 

 松の木などは出てこなくなったが、がれきなどは今でも出てくる。そのため
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農機具を破損する農家もいると聞く。 

 借地地代については地代が13000円/反だったものを12000円／反に値を下げ

た。従来の借地料は、震災後の生活を応援する意味を込めて1000円高く設定し

ていたのだが、もはや震災後でもないのでこれを戻したという。また10年間の

借地を更新については、地主さんに納得してもらっているという。相続による

農地の返還案件もあるがこうした調整には中間管理機構が対応しているところ

である。なお、水利費、土地改良費など上がってきている。 

 また、地域とのつながりを維持するために、毎年10月に収穫祭を行ってきた

が、新型コロナ感染症の流行で2020年以降途絶えており、今年も実施しなかっ

たという。 

 

２）今年の夏の暑さについて 

 

 今年は暑さのため、稲刈りの１週間前まで水田に湛水していた。例年であれ

ば水田の水を早く落として水田を乾かして稲刈りの準備を行ったところである

が、ギリギリまで湛水を行った。水利は利用可能であった。湛水するタイミン

グ、落水するタイミングについてはこれまでの経験によりこのような判断を行

った。このようにＡ生産法人では水稲への暑さについては対応できたが、大豆

を砂地に植栽した他の農家にあっては水不足でたいへんだったと聞くという。 

 また、この暑さのため米の粒が小さいものの、成熟米としては籾数も同じで

あった。むしろ、くず米が少なかった。また、乳白米も発生しなかった。 

今回二等米はもと砂地質の水田に多いという。今の水田の大きさは１圃場が１

haであるが、その１圃場のなかでも生育の善し悪しがある。もとが畑だった場

所では稲の生育は芳しくない傾向がある。 

 圃場整備が終わって10年近く経つが農地はまだ「落ち着いていない」という。

農地が落ち着くには十年以上もかかるといい、今後とも土作りを継続して行っ

ていく必要があるという。稲藁を販売して化学肥料を購入し生産を挙げている

農家もいるが、Ａ生産法人では地力増進のために全ての稲藁を農地にすき戻し

ている。やはり津波被災の土地ということもあり「地力」が重要で、今年の暑

さを乗り切るのにも地力が重要であるという。そこで、堆肥をいれている。2018
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年、近くに海岸公園馬術場が再び開園し、そこの馬糞もらって堆肥化している。

敷地内に１年ごとに１山を作り３年ほど貯めて堆肥化を図っている。海岸公園

馬術場では、おがくずが敷料のため堆肥化には時間がかかり３年間おいたもの

を使用しているという。 

３. 考察 

以上が被災地域のＡ生産法人の報告であるが、特徴がいくつか挙げられる。 

１つは、2020年度以降被災地への補助や支援が少なくなるもしくは無くなっ

ていることである。徐々に生産基盤が震災前と遜色なく整備されていくと、震

災後12年を経過した現在、もはや復興のための期間ではないとされるのも当然

である。 

しかしながら、一見すると震災前と同じに見えても、それは震災前と大きく

異なる部分を持っており、依然として困難に立ち向かい続けなければならない

被災地は少なくない。当初は復興が成ったとして多くの人から歓喜を持って迎

えられても震災後12年という時間経過により当初見過ごされた困難がより明確

になるということもある 

今回紹介したＡ生産組合は、仙台東部地区にあって圃場のある場所には農家

であっても住めず（住むことが認められていない。）、域外の住宅から通いで農

作業を行っている。通常、多くの農家は自家の敷地内に農機具等を置く納屋な

どがあり、日常的にこれらと接しまた整備も行う。さらに自宅近くに圃場があ

って、農業者と圃場では常に密接に関わっている。いわば農地がみえないまま

農業を実施しているともいえるかもしれない。 

 大規模災害に対する農業のレジリエンスについは以前書いたように、その土

地への愛着、つまり何とかその土地で復興したいということが大きな動機にな

って農業を継続するということであった。そのような意識にもかかわらずこの

津波被災地にあっては、普段の居住地と農業を行っている農地との距離が生じ

ており、そこにかつて住んでいたという記憶の下で農業の再開を果たし、そし

て現在に至っている。ただし、住居と農地の分離の難しさについてヒアリング

を行っているが、当生産法人から明確に困難であると回答があったわけではな
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い。なぜなら遠隔地の農地への仕事と同じであるからと話していた。 

 ２つ目は復興当初はＡ生産法人の農業従事者も60歳前後でやる気のある農家

が担い手であったが、発災後12年も経つとほとんどが12年プラスの70歳以上の

高齢者になっていることである。この間、生産法人の農業従事者にはほとんど

変わっていない。 

 100ha規模の巨大農場を借地で経営し、復興の先駆けとして注目を浴びていた

当該農業法人であっても新しく人が入ることは難しいことがわかる。この法人

が稲作を中心とした大規模な経営であり省力化が行われているため比較的高齢

者でも生産可能であることから、現在のスタッフで十分なので新しい人を入れ

る必要が無かったことが理由である可能性もある。しかしながら、伝統的な農

業のようにスタッフの身内や同じ地域から新しい人や後継者を見いだすことが

この間難しかったことも大きいだろう。被災地での営農は、特にこの点で農業

経営の切盛りが難しいことがわかる。 

また、被災地では農業を行う者から農地が切り離された様子について述べた

が、それを不幸にも加速したのは新型コロナ感染症の流行であった。 

Ａ生産法人で農業を行う者は理事の12名だけだが、100haの規模を誇る当該

地域には74戸の農家が震災前には存在していた。震災はそうした人々の大多数

を離農の形で農業から切り離してしまった。また、直接に農地を持たなくても、

震災以前はその地域に住んでいた人々もいる。そうした人々も元の地域に住む

ことが許されず、海岸から距離を置いた地域での生活再建を余儀なくされた。

もちろん移転先の周囲はほぼそれまでの地域的なつながりをもった人たちでは

なく新たな人たちである。Ａ生産法人は、以前住んでいた人々との交流を維持

すべく様々なイベントを行ってようやく保たれてきた関係も、新型コロナ感染

症の流行によって関係の希薄化に一層拍車がかけられることになってしまった。 

 

被災地農業を取り巻く社会の潮流 

Ａ生産法人に新しい人が震災後12年間容易に見つからなかったことには、現

在の日本において農業を取り巻く環境の要因もある。生産規模としてはすでに

100haの規模を誇りながらその経営を引き継ぐ者が見つからないのは、このこと

も大きいと考えられる。 
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ややかたぐるしい表現であるが、農業労働者が出てこない理由の根本的な原

因としては比較優位の原理が働いており、産業としての農業が明確に比較劣位

に回ってしまったということが考えられる。比較優位とは、簡単にいってしま

えばその国にとって得意とする（生産性の高い）生産に生産の重点を置く方が

国として利益が高いとするもので、そうでない産業はそのために衰退するとい

うものである。こうした比較優位に関する議論は、GATT・ウルグアイラウンド

の話し合いが行われていた1980年代の、バブルに向かう日本経済の発展の文脈

で盛んに行われたものであるが、近年においては農業においてほとんど議論さ

れることがない。 

 しかしながら、2020年農業センサスの結果著しい農業従事者の減少をみると、

農業という産業が比較劣位に置かれていることによりそこに携わる農業者がい

なくなるという現象はこの原理の貫徹をよく表している。とりわけストルパ

ー・サミュエルソンの定理はこの辺の事情をよく説明している。ストルパー・

サミュエルソンの定理によれば、ある財の価格が上昇すると、その財の生産に

集約的に用いられる生産要素の価格は上昇し、他の要素の価格は下落する。こ

れは、簡単に述べれば、その国の得意な生産に携わる労働者の賃金率が上昇す

れば、得意でない分野の生産の労働者の賃金率は下落するというものである。

IT分野など高度な技能を必要とする分野がその国の得意な分野であれば、そう

でない分野の労働者の賃金率は下がってしまい労働者が減少し、そのためその

ような分野の産業は衰退するというものだ。このままでは慣行的な農業生産が

それに該当しかねないので、スマート農業など高度な知識や巨大な資本装備を

必要とするような生産構造に農業生産を変えていかなければならないというこ

とになる。 

 今日こうした経済原理がよく機能するわけは、人々の教育状況の変化（たと

えばスマホやYouTubeなどデジタル・デバイスをあたり前とする若者の労働市場

への当場など人的資本の変化）も挙げられるが、それとともにTPPや日米貿易協

定などにより農産物の関税が低くなり外国製品の国内流通が図られていること

もある。これは国内の農産物価格を低め、そのため農業者の賃金率も低下する。

それゆえ、国内市場から高付加価値を求めて輸出を図るという試みも官民を挙

げて行われているところで容易ではない。もちろん消費者にとってみたら安い
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農産物は極めてありがたいだろう。こうして農業は衰退していく様子が見て取

れる。 

 結局、被災地にあってはこれらはダブルパンチになる。震災からの復興とそ

れから社会環境への対応という二つながらの戦いが迫られている。そ被災地や

復興という言葉は忘れられつつあるが、震災からの復興はこれからが本当な「正

念場」である。 
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１．課題の設定 

中山間地域の農業・農村の将来を展望する上で、参考となる特徴的な事例

の定点観測を行うことが筆者に与えられた課題である。毎年ひとつのテーマに

絞り、大分県をフィールドに事例を分析する。概ね５年ごとに同じ事例を取り

上げ、その変遷を追う。問題意識や論点の整理は行うが、主眼はあくまで事例

の定点観測であり、現時点で何らかの結論を導き出すことには重きを置いてい

ない点をあらかじめ断っておきたい。 

今年度は、2013年、2018年に取り上げた臼杵市の株式会社西日本農業社

（以下では西日本農業社）を主な分析対象とする。もともとこの事例を取り上

げたのは、水田農業の担い手として集落営農の設立、法人化が全国的に進む一

方で、中山間地域では担い手が不在のままの集落も多く残っており、それらの

集落をどうカバーするのか、という問題意識からだった。 

2013年時点では、西日本農業社は水田農業以外にベビーリーフという収益

部門を持ちつつ、労働力や機械・施設の有効活用を図っていた。地域との関係

では、西日本農業社主導で防護柵の設置や地代の引き下げ等の環境整備が進み

つつあった。他部門との兼営による相乗効果と、地域資源管理や農地利用にお

ける地域との調整によって、異分野からの参入者が担い手不在集落の農地の受

け皿として存在感を増していく、という方向性を提示した。 

2018年になると、水田の面積は大きくは変わっていないものの、水田は特

定の集落に集約しつつ、主食用稲からWCS用稲に切り替えつつあった。背景に

は現役世代のスタッフが定着せず、また社長のＡ氏が西日本農業社に十分関与
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できなくなり、より省力的な水田利用を志向せざるを得なくなっていたことが

ある。またベビーリーフの生産、販売からはほぼ撤退し、新たに生姜の生産、

加工を本格化させていた。地域との関係では、2013年時点では集落単位で窓

口を設け、コミュニケーションを集約する構想があったが、関係は変わらず基

本的には各地主と個別にやり取りをしていた。経営発展の展望が描けない中で、

Ａ氏としては水田農業からの撤退も考え始めていた。 

それから５年が経過し、そもそも西日本農業社は存続しているのか、水田

農業を継続しているのか、しているとすればそれはどのような経営なのか、労

働力や地域との関係はどうなっているのか、などが今回の分析のポイントとな

る。 

本稿の構成については、まず第２節で、農林業センサス等からこの間の全

国、大分県の中山間地域の水田農業の変化を概括する。第３節では野津町、な

らびに西日本農業社が主に活動する川登地区の水田農業の実態を確認し、第４

節では西日本農業社の５年間の変化を検討する。第５節では川登地区の他の担

い手の動向を見る。第６節では2023年10月現在、まだ作成途中の地域計画の

大分県内の様子について紹介する。以上を踏まえ、第７節で現時点の西日本農

業社の状況をまとめ、次回５年後の検討のポイントについて整理する。 

２．中山間地域の水田農業の構造 

（１）2015-2020 年の水田農業の構造の変化 

まずこの間の都府県の水田農業の変化を、農林業センサスのデータを整理

した表１上段の数値で確認する。１経営体当たりの平均田面積（表の①）は、

2020年になってもまだ２haに届かず、割合としては小規模な経営が多い。田

面積は５年前から全体として7.7％減少（②）しており、都府県の水田農業は

引き続き小規模な経営が多くを占めたまま、全体として徐々に縮小しつつある

といえる。しかも前期の2010年から2015年にかけての田面積の減少は4.8％で

あり、前期に比べ減少は加速している。 

他方で、表からは担い手への農地集積が徐々に進みつつあることも読み取

れる。田のある経営体は26.6％減少（③）したのに対し、１経営体当たり田
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面積は25.8％増加（④）している。平均の借入田面積も5割近く増加（⑤）し

た。そして、これらの数字は2010年から2015年にかけての変化をいずれも上

回っている。 

また表出していないが、借入田のある経営割合は全体の約1/3と2015年の数

値からほとんど変化がない。ただこれは先に見たように経営体数が1/4減少し

ている中での数値であり、絶対数としては田を借入する経営は減少している。

では借入している経営の中でもどのような経営が残っているのだろうか。経営

規模別の借入田面積は公表されていないので直接把握はできないが、ヒントは

平均の経営田面積（①）と借入田面積（⑥）の関係にある。まず両者を比較す

ると、借入田面積の方が経営田面積よりも１ha近く大きい。この逆転現象は、

先に見たように借入田のある経営が1/3しかない点に理由がある。借入は一部

の大規模経営に偏っており、そのことが平均の経営田面積と借入田面積の逆転

を生じさせていると整理できる。また両者の差は、2010年は22ａ、2015年は

46ａであり、この間５年ごとにほぼ２倍になっている。小規模経営を中心に

全体の借入経営体数が減少する中で、一部の経営が大面積を借入れ、規模拡大

を進める傾向が加速していると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１ 中山間地域水田農業の５年間の変化 

資料：農林水産省、各年次の「農林業センサス」より作成。 

注：市町村単位の水田面積別の集落数のデータは公表されていない。 
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（２）中山間地域の農業構造の変化 

次に同じく表中段の農業地域類型別のデータから平地と中山間地域を比較

する。結論から言えば、この間平地と中山間地域では一層コントラストが鮮明

になっている。田のある経営体数の変化（③）に大きな違いはないが、田面積

の変化率（②）には平地農業地域と山間農業地域で６ポイント以上の差がある。

この減少がすべて耕作放棄を意味するわけではないが、地域内の担い手で農地

を維持する力が中山間地域で弱まっていることを示している。中山間地域でも

１経営体当たりの田面積（①）や、借入田面積（⑥）は増加しているが、いず

れも平地には及ばない。結果として１経営体当たり田面積（①）は平地が

2.7ha、山間が1.3ha、１経営体あたりの借入田面積（⑥）も平地が4.1ha、山

間が1.8haで、それぞれ２倍以上の差となっている。大規模経営への農地集積

の傾向は平地も中山間地域も変わらないが、中山間地域ではその動きが相対的

に鈍く、経営面積、借入面積とも平地との差が開いている。中山間地域では引

き続き小規模な経営が多く、圃場条件の差とも相まって、相対的に生産性の低

い経営が水田を維持管理しているといえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 野津町の位置 
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３．野津町・川登地区の水田農業 

（１）野津町の水田農業の概況 

西日本農業社は大分県臼杵市野津町を主な活動エリアとしている。野津町

は図のように大分県の南東の内陸部、旧大野郡に位置し、2005年、海岸側の

臼杵市と１市１町で合併し、現在に至っている。大分市中心部から野津町の中

心部まで車で約40分、臼杵市中心部や旧大野郡の中心だった三重町からは20

分程度の距離にあり、それらへの通勤は十分可能である。国勢調査によれば、

合併した2005年の人口は9,006人だったが、2010年に8,351人、2015年7,583人、

2020年には6,740人と人口減少が進んでいる。 

野津町の農業の特徴は以下の通りである。まず水田が農地の約７割を占め

る大分県にあって、野津町では畑作が大きな割合を占めている。集落単位でみ

ても、大分県では水田率7割以上の集落（⑦）が６割を超えているのに対し、

野津町では４割となっている。地形としては、台地上の畑と谷底の水田から構

成され、面積上は田と畑・樹園地がほぼ半々だが、経済規模では畑作が中心と

なる。台地上の畑は畑灌事業で区画も大きく、灌漑施設も整備され、甘薯、ピ

ーマン、葉タバコを中心に、その他野菜、茶等が生産されている。 

次に、野津町の水田農業の変化を表の下段の数値から確認する。まず、

2020年時点では、野津町の経営田面積は494ha、田のある経営体数は408とな

っている。経営田面積の変化率（②）を見ると、やや意外なことにこの間若干

だが増加している。データからは要因は定かではないが、町内で物理的に水田

が増えているとは考えにくい。農林業センサスは属人統計であることから、考

えられうるのは町をまたいだ出入り作の変化であろう。町内の担い手が町外へ

の出作を増やしたか、もしくは町外からの入り作者が撤退し、それを町内の経

営が引き受けるケースである。 

このように経営田面積は増加したが、田のある経営体数（③）は都府県の

中山間地域、また大分県平均を上回って減少している。田面積は微増、経営数

は大幅減であり、結果として１経営体当たりの田面積の変化率（④）は平地農

業地域の数値を上回って５年間で43.4％も増加している。関連して１経営体
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当たりの借入田面積（⑤）も123.5％増と一気に増加した。上で見た経営田面

積の増加も、これらの旺盛な規模拡大が町外にも及んだものであると考えられ

る。１経営体当たり経営田面積（①）は1.21haと決して大きくなく、引き続

き小規模な経営も多いと考えられるが、一部の担い手がこの間急速に水田を集

積し規模を拡大していると想像できる。 

野津町では、前回のレポートで見たように2010年から2015年にかけて田の

ある経営体数、経営田面積が減少するだけでなく、１経営体あたりの経営田面

積、１経営体あたりの借入田面積も減少していた。そのような衰退傾向から一

気に反転し、一部経営へ農地が集積し、全体として経営面積が増加するまでに

なった点が今期の大きな特徴である。 

また野津町では田のある経営体数は３割減少したが、表出していないが総

農家の減少率は18.4％、自給的農家の減少率は10.0％にとどまる。これは都

府県平均やどの農業地域類型よりも低い。小規模農家は、農地の大部分を担い

手に貸し出しながらも、そのまま町内に住み自給的な農業を継続させていると

理解できる。当然地区での共同作業にも参加していると考えられ、この間資源

管理の面でも急激に危機的状況が進行しているわけではないと考えられる。 

 

（２）川登地区の農業の性格 

以上のように野津町の水田農業は、この５年間で前向きな動きが確認でき

た。ただし町内でもその状況は一様ではない。野津町はセンサス上では旧野津

町、田野村、川登村、南野津村、戸上村の４地区から構成されるが、本稿が分

析対象とする西日本農業社が主に活動する川登地区を取り上げ、農業構造の変

化についてさらに掘り下げて分析してみたい。 

川登地区は野津町の南部に位置し、23の農業集落から構成されている。上

で触れたように野津町全体で見ると畑作を中心とした集落が多いが、表の⑦に

あるように川登地区は水田中心の地目構成となっている。田のある経営体は

73、経営田面積は53ha、１経営体当たりの経営田面積は0.73ha（①）となっ

ている。野津町全体でも1.21haと大きくはないが、川登地区はさらにその６

割程度となっている。また経営規模が小さいだけでなく、借入田面積も

0.45haと圧倒的に小さい。小規模な農家が親戚や周辺から２－３枚の田を借
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りている姿が想像できる。さらに23の農業集落に対して経営田面積が53haと

いうことで、単純に割れば１集落当たりの経営田面積は2.3haに留まる。水田

面積別の集落数（⑧）の市町村別の数値は公表されていないが、農業地域類型

別にみると中山間地域の集落ほど１集落当たりの水田面積は小さくなっている。

その中でも川登地区の集落の規模の小ささは際立っているといえる。 

2015年からの変化を見ると、経営田面積や経営田のある経営体は４割も減

少している。上で見たように野津町全体では経営体数は３割減、田面積は逆に

微増であり、ここでも川登地区の減少が際立っている。また放出される田が多

いにもかかわらず、残る経営体の平均経営田面積（④）はほとんど変化がない。

以上のことから、川登地区ではこの間多くの経営が規模を縮小、もしくは離農

し、その放出される田は耕作放棄はされないものの、地区内ではなく地区外の

経営が借り受けて耕作していると整理できる。そして、その地区外から川登地

区の水田を借り受けて耕作している経営のひとつが西日本農業社であり、また

後に見るかぐや姫である。 

４．西日本農業社の５年間 

（１）事業内容の５年間の変化 

１）経営面積と作目の変化 

2023年度の西日本農業社の経営概況から確認する。経営面積は水田が約

20haで、ほぼすべてWCS用稲を作付けている。それ以外に水稲の機械作業７ha

分と乾燥調製約30ha分を受託している。５年前の2018年は水田23ha、畑11ha、

作物としては主食用米が２～３ha、WCS用稲が13ha、麦17ha、大豆18ha、それ

以外に機械作業の受託が15ha、乾燥調製が60ha分あった。５年が経過し、水

田はやや減少しWCSに集中、畑作からは撤退、作業受託も半減させている。上

で見たようにこの間野津町では大規模経営への田集積がうかがわれたが、西日

本農業社はその直接の当事者ではないといえる。 

 

２）WCS 用稲への集中の経緯 

次に西日本農業社の水田経営についてさらに掘り下げる。たい肥散布用の
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ダンプカーが入らない田約40ａのみ主食用稲を作付けているが、残りの田で

はWCS用稲を作付けしている。WCSは９月半ばで西日本農業社としての圃場で

の作業はほぼ終了し、11月に連携する畜産農家が専用機で収穫、ラッピング、

搬送、その後たい肥の散布まで行う。 

WCSには国の水田活用の直接支払交付金の戦略作物助成８万円/10ａが出る

が、それと別に県の水田再生協から耕畜連携のためのたい肥散布で10ａ当た

り1.0万円が耕作者に交付される（2022年度の金額、2023年度は0.9万円に減

額）。耕畜連携助成は、かつては市の再生協が３千円を上乗せした時期もあっ

た。西日本農業社ではWCSの８万円の交付金を受け取り、耕畜連携分はたい肥

散布代として畜産農家に支払うが、耕畜連携の交付金が1.3万円に満たない年

は、西日本農業社が差額分を負担し畜産農家に支払っている。 

西日本農業社にとっては、WCSなら稲刈り、乾燥調製作業をせずに済み、秋

作業だけで10ａ当たり３万円前後のコストを削減できる。収益性では主食用

米と大差なく、作業受託との労働力の融通や、作況、資材高騰のリスクを避け

られるWCSに魅力を感じて全面的に作付けることにした。畜産農家側としては、

収穫、ラッピング、搬送、たい肥散布のコストに対して、10ａ当たり1.3万円

とロール７つ分のWCSで十分メリットがあるという。10ａ当たりの収穫量の目

安は最低５ロールだが、専用品種の採用もあり、条件の良くない圃場でも７ロ

ール前後の収穫が可能である。 

なお連携する畜産農家は５年前のレポートでも触れた野津町に隣接する佐

伯市のＢ氏である。西日本農業社の事務所からは車で30分程度の距離で、和

牛一貫経営、約200頭を飼育している。WCS用稲の作付けはＢ氏から西日本農

業社に持ち掛けた。西日本農業社も加工米や飼料米に比べ収支バランスがとり

やすく、作業負担も軽減されるWCSに魅力を感じていたが、基準収量の達成に

不安があり当初難色を示した。その後で中山間地域であっても基準の収量がク

リアできるWCS用の専用品種を紹介され、見通しが持てたので栽培を開始した。 

前稿で見たように、５年前の2018年には既に経営する田23haのうちWCS用稲

を13ha栽培していた。残りの田では主食用米を２～３ha、麦大豆を４～５ha

栽培していた。上で見たように主食用米は2023年も多少残してはいるが、そ

れはたい肥散布用のトラックが侵入できない圃場に限定されている。2018年
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当時は現物地代用と少量の契約栽培のためだった。その後契約栽培は解消し、

現物地代用はライスセンター利用者から西日本農業社への買取要請分で対応す

ることとし、WCSに切り替えた。2018年当時、畑だけでなく田でも麦大豆を栽

培していたが、連作障害が酷くなり、WCSに切り替えた。 

Ｂ氏は輸入飼料高騰に加え、大分市内で酪農施設を買い入れさらに規模拡

大を予定しているなど、さらにWCS用稲の面積拡大を希望しているが、西日本

農業社では自社が拡大するのではなく、周辺の担い手にWCS用稲の栽培を提案

し、Ｂ氏に斡旋している。 

 

３）畑作・生姜加工からの撤退 

５年前、西日本農業社では11haの畑を借り、麦大豆を作付けていた。その

後一部は返却し、残る７haは別の担い手に一括で斡旋し、2023年現在、西日

本農業社としては畑は管理していない。先に田での麦大豆について触れたが、

畑でも連作障害で単収が低下しており、また後に見るように社長だったＡ氏の

離脱など労働力の減少と時間給スタッフ中心の体制への移行もあり、周年で事

業を行う必要性も低下したことが背景にある。 

主な他の担い手への畑の斡旋は２件ある。まず県外に本社がある野菜の加

工会社の関連会社である。臼杵市に隣接する豊後大野市に加工工場を持ち、野

菜の栽培もおこなっている。西日本農業社では４年前から徐々に斡旋の面積を

増やしていった。当該圃場で主に小松菜やほうれん草を栽培しているが、まだ

面積が足りず他市でも生産を増やしている。なお西日本農業社は農地を斡旋す

るだけでなく、栽培に必要な機械の貸し出しも行っている。 

もう１件は2022年の新規参入者への斡旋である。もともと町内の参入企業

のスタッフだったが、当該企業が事業を停止したため個人として独立すると同

時に、別の新規参入企業の現場責任者も務める事となり、合計で約２ha分の

畑を斡旋した。当該企業では技能実習生を多数抱えており、そのための米も

70～80袋を調達し販売している。 

この２件を中心に、2018年から2023年にかけて、西日本農業社としては一

部の水田とすべての畑を手放した。もともと放棄地を出さないのが西日本農業

社の社是であり、受け皿があれば、無理に西日本農業社として耕作を継続する
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必要はなく、またこの加工業者に対しても借入希望があれば今後も新たに仲介

しても良いと考えている。 

もうひとつこの５年間の大きな変化は生姜の栽培、加工からの撤退である。

西日本農業社では事務所、加工場、倉庫、ライスセンターが１つの敷地にまと

まっていた。その土地の一部が道路拡張工事に伴い立ち退きとなり、ちょうど

そこに生姜の加工場があったため、その立ち退きに合わせて2021年、生姜加

工を止めることとした（最終的には事務所、機械倉庫、ライスセンターも移

転）。加工用の機材や生姜シロップ加工のノウハウは、以前からＡ氏と交流の

あった市内の菓子製造業者に譲渡し、５人いた加工部門のスタッフはそれぞれ

近隣の食品もしくは農業分野の法人へ移った。生姜の栽培は2022年度も60ａ

分継続し、譲渡先の菓子製造業者に納入したが、2023年度からは当該業者が

独自に生姜栽培を始めたこともあり、西日本農業社としての生姜生産は終了し

た。ただ管理機や掘り取り用のアタッチメントなど栽培に必要な機械は保有し

ており、再開の余地を残している。生姜加工は事業として赤字だったわけでは

ないが、注文量に対してスタッフの確保や労務管理が難しく、後述のＡ氏の離

脱もあり、立ち退きを機に整理することとなった。 

 

４）機械の保有状況と作業受託の変化 

機械施設の保有状況については、老朽化に伴い田植え機や乾燥機を更新し

ているが、全体としては５年前から大きな変化はない。具体的にはトラクター

は５台で30、30、65馬力の３台を主力として、生姜用の24馬力、後は古い21

馬力のものが１台ある。田植え機はこの間導入した５条植え１台、コンバイン

は３台でうち１台は汎用である。乾燥機は11台あり、うち10台は米用、もう

１台は汎用で麦大豆用とし、後述のパン用小麦などに用いている。 

上で見たようにこの５年間で作業受託の量はほぼ半減している。機械作業

の委託農家は約20軒で野津町内全域に及び、一部は市外からも依頼がある。

経営田は川登地区、および事務所等がある地区に集約しているのに対し、作業

受託は遠方まで対応している。耕うんや田植えは一部委託者が自前で行うケー

スもあるが、すべての機械作業を委託されるケースが多い。受託面積の減少傾

向の理由としては、作業委託農家の離農が大きい。西日本農業社としてはそれ
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までの経緯や人間関係から作業を受託するが、特に遠方の圃場を積極的に受託

する必要はなく、さらに離農に伴い全面的に経営するとなると日常的な管理も

必要となり、負担が大きい。そのため、遠方の圃場は委託者の離農を契機に近

隣の経営へ貸し出されることになる。先に見たように川登地区以外では、畑作

が盛んで大規模な経営が少なくない。特に家族経営の場合、畑作と稲作の複合

経営が多く、それらの担い手が放出される田の受け皿となっている。このよう

な農地移動が先に見た野津町内での担い手への田集積の要因の一つとなってい

ると考えられる。 

 

５）収支の状況 

2022年度の西日本農業社の収入は約2,500万円で黒字だった。WCSを中心に

助成金が約1,600万円、生姜の売り上げが500万円強、それに作業受託分が加

わる。2020年には収入は6,500万円あり、２年で半分以下となっている。要因

は先に見た麦大豆、および生姜加工からの撤退である。それぞれ2,000万円前

後の売り上げがあった。近年の資材、燃料高騰の影響については、2023年度

は前年からそれぞれ概ね3割アップしており、経営は苦しいが、WCS用稲に全

面的に切り替えたことが奏功し、何とか黒字を維持する見通しである。収穫、

乾燥調製の燃料費、人件費が不要なだけでなく、たい肥散布により肥料代も節

約できる。提携する畜産農家Ｂ氏からも、今のところ契約の見直しなどの要請

はない。 

 

（２）地主・地域との関係の変化 

１）地代と水利費の状況 

西日本農業社が借り受けている田は約260枚あり、地主は約120人に及ぶ。

地代については約３割は無償、残り７割は10ａ当たり５千円、現物で支払う

地主も５～６人残っている。無償のケースは基本的に地主からタダでも良いか

ら管理してほしいという申し出で、西日本農業社側から条件を提示することは

ない。基盤整備していない狭い圃場で作業はしづらいが、整備済みの田と一緒

に頼まれるため断りづらく、引き受けている。現物については、地主からの申

し出というよりも圃場条件がよくなく、とはいえ無償にもしづらいケースで、
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飯米分程度を支払っている。先に触れたように西日本農業社ではほぼ主食用米

を生産していないが、乾燥調製受託分を一部購入し現物地代として使用してい

る。以前は会長であるＣ氏夫妻が年末に１件ずつ回り地代を支払っていたが、

Ｃ氏の妻であるＤ氏が他界し、新たに雇用した事務スタッフが対応するため、

2022年度から振り込みに切り替え、2023年度は現金でのやり取りはほとんど

ない。 

水利費は西日本農業社の事務所がある地区以外は基本的に地主負担となっ

ている。事務所がある地区では、耕作者が10ａ当たり６千円の水利費を全額

負担する代わりに、地代はなしという取り決めがある。この規定は当該地区の

土地改良区の役員を務める西日本農業社のＣ氏が水利費の安定徴収のために提

案したものである。他の地区の圃場の水利費は西日本農業社では正確には把握

していないが、10ａ当たり無料～３千円で、１地区のみ１万円というケース

があるという。水利費が１万円でも地代は５千円であり、地主は地代で水利費

を相殺できず、赤字になってでも耕作を依頼する。 

 

２）集落ごとの集積の状況 

2023年現在、西日本農業社の経営田は８集落に分散する。その中で最も注

目されるのは、2013年、2018年のレポートでも取り上げた豊倉集落である。

川登地区にあり事務所からは車で10分ほどの距離だが、2023年現在経営する

圃場のある集落としては一番遠方に位置する。集落には約７haの水田があり、

そのうちの７割弱、4.5haを西日本農業社が耕作する。豊倉集落は集落の中央

部を川が流れ、その両岸に圃場が広がる。５年前、西日本農業社の圃場も両岸

にあり、その後右岸の4.5haはすべて西日本農業社が耕作するようになった。

他方で左岸は地元で規模を拡大したいという意向の農家が現れたため、西日本

農業社が耕作していた分を譲っている。右岸はすべて西日本農業社が耕作する

ようになり、水管理や農薬散布のタイミング、草刈りなどで周辺農家に気を使

わなくてよくなり、作業効率が上がった。草刈りは間に合わなければ手が空く

冬場に行うなど調整しているが、地域からの苦情等はない。また水管理が行き

届かない分や簡単な水路のつまりなどは地区住民が対応してくれているという。 

西日本農業社は、川登地区では豊倉以外に泊集落（約４ha）、中野集落（約
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3.5ha）、落谷集落（約２ha）、戸屋平集落（１ha）、岩屋集落（40ａ）などで

田を耕作している。西日本農業社の経営田面積は約20haであり、過半の田が

川登地区にある。西日本農業社が入っているいずれの集落も属地的な水田面積

は10ha未満で、泊集落では2/3、中野集落と落谷集落で約半分など、集落内で

最大の経営田面積を持つ。このうち集落の共同作業に参加を要請されているの

は泊集落だけで、残りの集落では管理する圃場周辺の農道や水路、河川の草刈

りを西日本農業社の判断で実施している。 

西日本農業社の事務所は川登地区に隣接する野口集落にある。野口集落は

畑中心の土地利用で水田は約３ha、そのうち２ha弱を西日本農業社が耕作す

る。残りの面積の一部をＣ氏の斡旋により2024年度から後述のＪ氏が耕作す

ることになっている。 

最後の集落は野口に隣接する前河内集落であり、Ｊ氏が移住した集落でも

ある。野口集落同様畑中心の地目構成で、田は８haである。うち３haを西日

本農業社が耕作する。なお前述の加工業者に斡旋した7haの畑はこの前河内集

落と野口集落の畑である。前河内集落の一部の水田はため池を利用しているが、

そのため池の受益地のかなりの割合を西日本農業社が耕作するようになり、水

利用について他の耕作者に気を遣う必要がなくなってきたという。またため池

の改修についても西日本農業社側から提案し議論が進んでいる。 

 

（３）メンバー構成の変化 

１）Ａ氏の離脱と両親の動向 

この間、西日本農業社の事業の変化は、メンバーの変化と裏表の関係にあ

る。まずはＡ氏の西日本農業社離脱である。前稿でも触れたが、西日本農業社

を立ち上げ代表取締役社長を務めていたＡ氏は、2015年に県議に当選し、

2018年時点では政治家と経営者の二足の草鞋を履いていたが、二期目に入り

政治活動に集中するため会社を離れた。ちなみにＡ氏は2023年４月の県議選

で再選し、３期目に入っている。 

Ａ氏の離脱に伴い、Ａ氏の父であるＣ氏が社長となった。Ｃ氏は2023年９

月現在75歳で、会社発足時から会長職を担ってきたが、会長、社長兼任とな

った。会社の統括、機械のオペレーター、地主・集落との連絡調整を担当して

－ 246 －



 

 

いる。Ｃ氏は野津町出身で、高校卒業後大分市で建設業に従事、40代で独立

し建設現場に職人を派遣する会社を立ち上げた。実家は農家で、田約60ａ、

葉タバコ畑約30ａを耕作していた。子どもの頃から農業の手伝いをしており、

大分市に他出後も農繁期には帰省して作業に参加していた。Ｃ氏の父親が60

代となり葉タバコをやめ稲作だけになり、Ｃ氏は手伝いは続けつつも、父親が

リタイアするタイミングで離農しても良いと思っていた。そこにＡ氏がＪＡに

５年務めたあと、就農を希望し、2004年に西日本農業社を立ち上げる。Ｃ氏

は当時60歳で、会社として営農開始後２年間は職人派遣の事業の経営と並行

して関わっていた。その後リーマンショックの影響で派遣事業が打撃を受けた

のを契機に事業を清算し、西日本農業社に集中することとした。当時抱えてい

た職人はそれぞれ派遣先に異動するなどしたが、後述のように一部のメンバー

はその後西日本農業社に合流している。なお事業の清算と共に大分市の住居は

賃貸に出し、住まいも野津町の実家に移した。 

上で触れたようにＣ氏は西日本農業社設立以前から農作業には参加してい

たが、地域内での農業関係のネットワークが充実していたわけではなかった。

2013年のレポートで触れたように、当初は思ったように農地が集まらず、遠

方の集落や条件の良くない圃場も引き受けていた。営農を継続する中で地域で

の信用を高め、地域内でのネットワークを形成していった。 

西日本農業社にはＣ氏だけでなく、Ｃ氏の妻Ｄ氏（Ａ氏の母）も設立当初

から役員として関わっていた。Ｄ氏もＣ氏とは別の人材派遣業を営んでおり、

前述の畜産農家Ｂ氏との出会いもＤ氏の事業を通じてだった。西日本農業社で

は主に事務作業やＣ氏と共に地主とのやり取りを担っていたが、2020年に病

気で他界した。 

 

２）新役員の性格と参加の経緯 

西日本農業社ではＡ氏の離脱、Ｄ氏の他界に対応し新しい役員を２人迎え

ている。まずは代表取締役社長のＥ氏である。Ｅ氏は40代後半男性で、大分

市で従業員100人規模の土木関係の会社を経営している。Ａ氏、Ｃ氏の親戚に

あたり、出身も野津で、実家は川登地区にあり、水田を40ａ程度所有してい

る。その田は別の親戚に貸しているが、その親戚は乾燥調製を西日本農業社に
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委託している。もともと農業に興味があり、大分に他出後も祖父や父親の農作

業を手伝っていたが、会社を立ち上げてからは手伝えなくなり、貸付けている。

Ａ氏が西日本農業社を離れ、Ｄ氏も他界したことでＣ氏としては廃業も考えた

が、Ｅ氏が存続を提案し、取締役への就任も申し出たことから経営を継続する

ことになった。月に２～３回、後述のＦ氏と大分市で情報共有、意思決定のた

めのミーティングを行っている。草刈りが間に合わない時期は、自身のネット

ワークで森林組合の作業班に作業を依頼したり、上でも触れたようにパン用小

麦栽培などの提案も積極的に行い、社員約20人を連れて生姜の植えつけに来

たこともある。 

もう一人新たに常勤の取締役として加わったのが、Ｆ氏である。大分市在

住の40代後半の女性で、もともとはＡ氏の農協時代の同僚であり、その後Ａ

氏が県議になってからは事務所の運営スタッフを務めていた。農業にも興味が

あり、2021年に西日本農業社で生姜部門に加わるが、直後に道路拡幅に伴い

加工からは撤退することとなり、2022年度で栽培も止めたため、2023年現在

は主に事務作業と、Ｃ氏と他のスタッフの連絡調整、水田作業の補助を担って

いる。地代水準や支払方法、WCSの施肥量なども積極的に提案し、農業経験は

なかったものの、草刈りやトラックの運転もこなす。 

 

３）作業スタッフの構成 

2023年９月時点の中心的な作業スタッフは次の４人である。まず１人目は

岩屋集落在住の60代後半の市役所ＯＢの男性である。水田を所有し西日本農

業社のライスセンターを利用していた。Ａ氏から退職後に手伝ってほしいと声

をかけ、定年まで１年を残して退職し西日本農業社に加わった。2023年現在

７年目で、在籍するスタッフの中では一番在職期間が長く、乾燥調製部門の責

任者を務めている。 

２人目は前河内集落在住の70代前半の男性である。同じく水田を所有し、

西日本農業社の機械を借りて耕作している。現在４年目で、前河内集落では多

面的機能支払の役員も務めている。後述のＫ氏への空き家の斡旋、Ｃ氏への紹

介なども行った。 

３人目は50代前半の男性でＤ氏の親戚にあたる。2023年の春から西日本農
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業社に加わった。野津町内の実家に住んでおり、家には水田もあるが、日頃の

作業は市内に住む兄が主に担当しており、農作業の経験はあまりなかった。前

述のＣ氏の派遣事業の元職人でもあり、廃業後は派遣先だった施設整備会社に

移ったが、長期出張の多い業務と家族の介護の両立が難しくなり、退職し西日

本農業社に移った。 

４人目は、2023年秋に加わった旧臼杵市在住の60代前半の男性で、フォー

クリフトなどの各種免許も持っている。2023年夏に前職を退職し、親戚を通

してＣ氏に仕事の紹介を依頼し、まずカボス農家での収穫作業に従事した。そ

の後Ｃ氏は甘藷の収穫を紹介する予定だったが、西日本農業社で急遽退職者が

出たため、紹介は中止し西日本農業社で迎えることとなった。 

以上の４人が2023年秋時点での中心的な作業スタッフだが、５年前から在

籍するのは最初の１人で、残り３人はその後加わったメンバーである。勤務形

態としては麦栽培の中止に伴い周年の常勤雇用はなくなり、農閑期となる11

～３月は仕事が少なく、週に１～２回だけの出勤という時期もある。４人以外

にも草刈りや機械作業の補助などの臨時スタッフが２人いる。 

 

（４）西日本農業社の今後の展望 

この５年間で西日本農業社の事業とメンバーには大きな変化があった。事

業については畑作、加工販売から撤退し、残る水田も面積はほぼ変わっていな

いが、WCS用稲に特化していた。それに対応し、会社としての収入もピーク時

の1/3以下となった。メンバーについても、Ａ氏の離脱、Ｄ氏の他界、Ｅ氏、

Ｆ氏の加入、作業スタッフの入れ替えなど、顔ぶれが大きく変わった。 

前々回のレポートではベビーリーフ、前回は生姜加工と、他部門と水田経

営を組み合わせる点に西日本農業社の特徴があったが、今期は水田農業に特化

し、しかもWCS用稲というより省力的な作物を選択していた。メンバー構成に

ついては、前々回は若手の常勤スタッフの確保、定着を目指していたが、前回

はリタイア後のパート労働力での省力的な経営に切り替え、今回もその延長線

上に位置づくといえる。前回との違いは中心メンバーの入れ替わりであり、今

後Ｅ氏やＦ氏が経営のかじ取りをどこまで担い、会社をどういう方向へ導くの

かがポイントとなる。 
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Ｃ氏は現在75歳であり、各種の経営判断、地主や地域との意思疎通、スタ

ッフへの指示などを、あと５年のうちに次世代へ継承したいと考えている。そ

の中で主食用米や畑作、農産加工に再度チャレンジすることも否定せず、また

それに伴い通年、常勤で若いスタッフを迎えることも選択肢の一つととらえて

いる。 

５．川登地区の担い手の動向 

（１）かぐや姫株式会社 

１）経営概況 

３章でみたように、この間野津町の水田農業では、少数の経営への田の集

積が急速に進んでいた。特に川登地区では、地区外の担い手が多くの田を借り

ていることが明らかとなった。４章で見たように西日本農業社は地区外から川

登地区で大規模に田を借入れ耕作しているが、この間借入面積を増やしてはい

なかった。ではどんな経営がこの間川登地区で田を借入れ規模拡大をしている

のか、その当事者であるかぐや姫株式会社（以下かぐや姫）について検討する。 

かぐや姫の所在地は川登地区の北に隣接する田野地区の水地集落である。

田野地区は26集落から構成されるが、水田率７割以上の集落は10集落、４割

弱で、８割近い川登地区とは性格が異なり、地域農業は畑作中心である。

2023年度のかぐや姫の経営面積は田のみ34haで、すべて米を作付けており、

一部田では二毛作で焼酎用の大麦も栽培している。米の約４割は高付加価値路

線で、５品種を栽培し独自にネット販売も行っている。「米・食味分析鑑定コ

ンクール」にもチャレンジしており、2019年には「都道府県代表お米選手権

の部」で金賞を受賞した。残り５割は業務用や加工用の契約栽培で、残り１割

は飼料米である。田の経営に加え作業受託も行っており、特にドローン防除は

約200haにも及ぶ。 

 

２）メンバーと設立後の経緯 

2023年現在、かぐや姫の取締役は３人、それと別にスタッフが１人いる。

設立時から代表取締役のＧ氏（男性）は、現在40代前半で、約60人が参加す
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る市の認定農業者協議会「魁の会」の会長も務める。もともと父親が兼業で

2.5haの水田を耕作していた。Ｇ氏は高校卒業後他産業に従事したが、実家の

農業は手伝っていた。26歳で本格的に就農を決意したが、親からはまず県立

農業大学校への進学を勧められ、２年間勉強することとなった。その後決意は

変わらず卒業してすぐ2011年に農大の同級生２人とかぐや姫を設立すること

となる。 

２人目の取締役のＨ氏は30代前半で、Ｇ氏より８歳若い。大分市の非農家

出身で、農大でＧ氏と出会い、かぐや姫設立後野津町に移住した。設立時のも

う１人のメンバーは４年目に離脱し、別の農業法人に移った。現在の３人目は

Ｇ氏の父親Ｉ氏で、それまでかぐや姫とは別に水田農業をしていたが、70歳

になり2022年度からかぐや姫に加わった。作業スタッフのＪ氏と会社との関

係はやや特殊で、かぐや姫が耕作する水田の裏作の期間借地12ha分を無償で

受ける代わりに、表作の作業を手伝う。 

Ｇ氏は田野地区にあっても、もともと水田農業をやりたかった。園芸に比

べ時間の自由がきき、収量や単価に大きな波がないのが魅力だと考えている。

しかしいきなりは水田が集まらないため、まずは畑を3.5ha借り、白ネギを中

心にトウモロコシや大麦若葉などで農業をスタートさせた。当時葉タバコの廃

作が進められており、比較的畑は借りやすかった。設立後数年経過し、様々な

ネットワークを通じて離農者から徐々に田を頼まれるようになる。そして前々

回のレポート時点での西日本農業社同様、規模拡大をしつつ、遠方の不便な農

地は周辺の担い手に斡旋し、圃場を集約していった。また水田で一定の収入を

得られるようになり、畑作からは撤退した。他方Ｈ氏は園芸にも取り組みたい

気持ちもあり、2023年度に試験的に白ネギ10ａを植えたが、管理作業が追い

付かず、結果的に上手くいかなかった。 

 

３）地主・集落との関係 

集約を進めつつあるとはいえ、34haの水田は16集落にまたがり、枚数にす

ると約220枚ある。20haで260枚ある西日本農業社に比べれば相対的に区画の

大きい田を借りており、基盤整備済みの田が多いが、未整備の田を抱き合わせ

で頼まれることも少なくない。地代は10ａ当たり５千円もしくは30kgで、西
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日本農業社と異なり無償で受けている圃場はない。水利費が地主負担なのは西

日本農業社と同様である。地主は100人以上いるが、地代は年末にあえて直接

対面で支払う。振り込みはせず、不在地主も帰省時に連絡を取り、手渡しを基

本としている。地主との信頼関係構築には、対面でのコミュニケーションが重

要という考えである。 

水田はＧ氏が住み倉庫や事務所のある田野地区と川登地区でほぼ半々、集

落数もどちらも８集落である。前述のように田野地区は川登地区に比べ畑も多

く担い手もいるため、農地の集まるスピードは水田単作で高齢化が進む川登地

区の方が早い。 

面積が広く、草刈りは年３回程度と最低限しかできない。場所によっては

作業が追い付かず除草剤を使うこともあり、一部苦情もあるという。しかし資

材費や人件費を考えると頻度は増やせず、西日本農業社のＣ氏とも、無理に草

刈りはせず、経営の継続を優先することで地域に貢献しよう、と話している。 

 

４）将来展望 

かぐや姫は西日本農業社と同様、放棄地を出さないことを社是とし、なる

べく多くの田を管理することを目指している。当面Ｇ氏、Ｈ氏の２人を中心に

集約を進めつつ40haまで拡大し、その後はスタッフを増やし、さらに規模拡

大を進めたいと考えている。上限は特に設けず、可能な限り田を引き受けてい

きたいという。かつては１人当たり10haから15haの規模で経営が安定すると

考えていたが、資材費や人件費の高騰もあり、現在20haは必要と判断してい

る。Ｇ氏としては、財政的支援が豊富な園芸に対し、水田農業、特に個人や企

業として参入、経営する場合への支援が少なく、機械施設の導入支援の拡充を

求めている。 

 

（２）新規参入者Ｋ氏 

もう１つ特徴的な水田経営を取り上げる。2023年新たに水田農業に参入し

た20代後半男性のＫ氏である。2023年に水田３haを借り、まず主食用米を２

ha栽培している。収穫後は2.5haで麦の栽培を計画している。一部耕作放棄地

や防護柵のない田、また市外でも圃場のまとまりがあれば借り入れる。米は当
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面はＪＡに出荷するが、準備が整えば付加価値をつけた特徴的な米を栽培し、

独自に販売することも考えている。乗用の機械は独自に揃えたが、乾燥調製は

西日本農業社に委託している。 

Ｋ氏は大分市の非農家出身で、中学まで大分市に住んでいたが、高校で福

岡県へ、大学時代は神奈川県で暮らした。実家は自動車部品の卸売業で、大学

でも家業を意識し機械工学を専攻した。大学卒業後２年間アメリカに語学留学

し、留学中の経験を基に帰国後は関東で農業をしようと考えていた。しかし帰

国直後にコロナ禍となり、急遽大分に帰郷し、まずは地元で土地利用型農業が

経験できる法人ということで豊後大野市に2020年に設立されたＬ社に就職す

る。Ｌ社は県内他市で水田と小ネギを生産する法人の関連会社で、豊後大野市

を中心に解散した集落営農法人から水田を引き継ぐなど大規模な経営を行って

いる。そこで２年弱勤務し、農作業や栽培技術を習得した。当初から独立を考

えており、父親の会社の取引先の紹介で、野津町前河内集落に移住、就農する

こととなった。家族は就農を前向きに応援しており、参入先の紹介だけでなく、

家や機械の購入についても全面的に支援している。空き家を紹介したのは前述

の前河内に住む西日本農業社のスタッフで、農地の斡旋や機械の貸与なども行

っている。なお移住し地域の一員として農業をする覚悟を示すため家は敢えて

購入した。また野津町の商工会青年部のボランティア活動に積極的に参加する、

農地の確保に当たっては地元の農業委員へ相談するなど、地域内でのネットワ

ーク構築を重視している。 

今後の展望としては、規模拡大を進め、早いタイミングでスタッフを雇用

し法人化したいと考えている。そのためにはまだまだ田が必要で、最低でも１

人当たり10haは確保したいと考えている。2024年からは西日本農業社の紹介

もあり野口集落や川登地区にも進出を予定している。市外も含め片道30分圏

内で一定のまとまりがあれば積極的に田を借りるつもりである。 

 

（３）担い手間の連携のエコシステム 

2013年、2018年、2023年と西日本農業社の経営田面積は20ha前後で大きな

増減はない。他方で集落数は2013年時点では20集落に及んでいたものが2023

年には８集落に集約され、遠方や面積の少ない集落の水田は徐々に返却し、他
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の担い手に斡旋していた。かぐや姫には合計５ha近くを斡旋し、それ以外に

もＫ氏や豊倉集落、野菜加工会社など、様々なケースがある。特にかぐや姫と

は同じ川登地区で互いに10ha以上を耕作するが、両者が共に耕作する集落は

１つのみで、それ以外はどちらかのみとなっている。その１つのケースは、

元々西日本農業社が借り麦大豆を作っていたが、地主は稲作を希望しており、

地主の意向でかぐや姫に切り替えた、というものである。ただこれはレアケー

スで、基本的に地主は耕作者が替わることに対しては大きな抵抗はない。西日

本農業社では元々契約の際に利用権設定の期間も地主に委ね、仮に契約期間中

であっても、理由を問わず解除できる旨を約束している。また担い手同士の都

合で耕作者が替わる際には、地代や水利費は同じ条件で契約をし直すことを説

明している。 

なお西日本農業社では、農業委員会を通して利用権設定はするが、農業委

員が地主という１件を除き、契約時に農地中間管理機構は通していない。直に

地主とやり取りができた方が融通が利き、担い手間の農地移動も柔軟にできる、

との考えである。 

西日本農業社としては、現在２ha程度の受け入れのキャパシティがある。

川登地区では、かぐや姫を除けば規模の大きい農家でも２～３ha規模であり、

何らかの事情で農地が放出されても対応できる体制となっている。今後は突発

的な貸付希望に対応しつつ、他の担い手に斡旋しながら規模を維持していく。 

西日本農業社はまだ受け手市場ではなかった2004年に設立され、徐々に地

域の中で浸透してきた。2010年代に入り、受け手市場化が進む中で、多くの

相談が持ち込まれるようになり、西日本農業社を通して、他の担い手が農地を

確保するとともに、集落ごとに住み分ける構図ができてきた。西日本農業社だ

けでなく、他の担い手も水田を維持し耕作放棄地を出さない、という理念は共

通しているが、WCSに特化した西日本農業社とは異なり、良食味米や独自販売、

園芸との両立などにもチャレンジするなど、それぞれの路線を模索している。

担い手同士は資本関係や契約などの強い関係で結ばれているわけではないが、

西日本農業社を中核として、エコシステムが形成されつつあるといえる。 
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（４）「うすき農尊協同組合」のその後 

2018年の前稿では、大分県が各市町村で設立を支援した「地域農業経営サ

ポート機構」について取り上げた。Ａ氏は県の事業に先駆けて、中心メンバー

として2014年に「うすき農尊協同組合」を立ち上げた。西日本農業社やかぐ

や姫を含む市内の主な農業法人が参加し、法人間の労働力の融通を目的に運営

を始めた。Ａ氏は初代の事務局長も務めたが、県議になったことで組合からは

離れ、他のメンバーや市の農業委員会事務局が中心となって運営を行っていた。

2016年からサポート機構として認定され、機械施設の導入、運営の人件費な

ど手厚い支援を受ける。しかし支援は３年間の限定で、2018年はその最終年

だった。レポートでは４年目以降の継続を目指し、派遣スタッフや事務員の賃

金確保のための収益性の向上が課題となっていることを紹介した。 

結果としてその後組合の活動は継続されず、休眠状態となっている。収益

性のある事業の確立が難しかったのに加え、そもそも参加した法人は園芸作が

多く、それぞれが周年で労働力を必要とし、相互に融通する余裕がなかったこ

とも大きい。 

サポート機構は県内14市町に設立されたが、臼杵市のように担い手の連携

組織という性格が強いものと、農業公社がその役割を担うものに大きく分類で

きる。2015年、2020年のレポートで取り上げた農業公社やまくには後者の典

型で、市役所からの一定の財政支援を受けながら、地域での存在感を高めてい

た。他方で担い手連携型でも総務省の集落支援員制度を活用し事務局の人件費

を確保するとともに、ドローン防除などで収益を確保しているケースがある。

どちらにしても行政の運営への一定の関与と支援が必要だが、臼杵市では結果

としてそれらの支援が整わないまま、休眠となってしまった。 

６．地域計画作成の進捗と論点 

（１）大分県における地域計画策定の状況 

2023年４月、改正農業経営基盤強化促進法が施行された。その中には市町

村が2024年度末までに地域計画を作成することが明記されている。2013年か

ら取り組まれてきた「人・農地プラン」を法定化したものとされ、その計画に
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は一筆ごとの10年後の担い手を明記した目標地図をつける必要がある。大分

県内では2023年10月時点では計画策定は臼杵市をはじめまだ途中、もしくは

今後取り組むという段階で、正式なとりまとめはされていない。11月以降稲

刈りがひと段落すれば会議が活発化すると予想されるが、10月時点で県当局

が把握している県内の大まかな動向、方向性について紹介する。 

まず計画の単位、エリアについては、人・農地プランに比べてより広域で

策定する市町村が多い。具体的には中山間地域等直接支払制度の集落協定、最

適化推進委員選出単位、地域運営組織の設立が進んでいる一部の市では、その

エリアである小学校区での策定を準備しているケースもある。なお集落協定で

も第５期対策が終わる2024年度末までに「集落戦略」を作成することとなっ

ており、条件が合致すれば集落戦略を地域計画に読み替えることができるが、

今のところ県内でその事例はない。作成の手法についてはアンケートと対面の

協議の２つがあるが、その組み合わせには大きく３つのパターンがある。一つ

目は集落単位など小規模な単位で策定する場合、地主、耕作者とも対面での協

議をメインに地図を作成する。二つ目は地主にはアンケートで意志を確認し、

耕作者は対面で協議する。最後は地主、一般の耕作者はアンケートで、担い手

のみ対面で協議する。二つ目は担い手への農地集積が一定程度進んだエリアに

向き、三つ目は両者の中間に位置する。割合としては一つ目が約半数と一番多

く、三つ目が約３割、二つ目が２割程度となっている。既にアンケートや対面

での協議を実施している地域もあるが、アンケートの回収率が低く後日関係者

が回収のために個別訪問をしたり、対面での会議の出席率が低く、協議が難航

するケースもあるという。また将来の耕作者が決まらず未定となったり、現耕

作者が高齢であっても機械的に10年後も営農を継続すると記載する場合もあ

る。そもそも地域計画策定の必要性や具体的なメリットを感じられない地主、

耕作者もおり、関係機関のマンパワーやノウハウにも限界がある中で、十分な

協議がなされるか注目される。 

 

（２）制度の評価と方向性 

これまで見てきたように野津町、特に川登地区では、集落ごとに担い手は

かなり絞られてきており、また担い手間での農地の融通、斡旋も行われている。
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地域計画を先取りするような動きが既にみられることから、計画策定は円滑に

進むと考えられるが、逆に言うと計画がなくてもそれが目指す姿が実現しつつ

あり、あえて横並びで計画を作成する必要はないかもしれない。また川登地区

のように離農する農家の増加に対応する形で、放出される農地を引き受けよう

とする主体が地区外も含めて予定調和的に一定程度出てくる、ということに期

待してよいのか、それともそれはレアケースで、話し合いの中で上手く発掘す

る必要があるのか、そしてそれは可能なのか、策定される計画の内容とその後

の経過が注目される。 

関連して、「「地域受け皿経営体育成協力金」として、2024年度概算要求で

27億円を計上」との新聞報道があった（日本農業新聞2023年９月24日１面）。

具体的には地域計画の目標地図で10年後に担い手がいないとされた圃場の受

け手を確保した地域に対して協力金を出す、というものである。農地中間管理

機構を通じた貸借に限定されるが、担い手は地区内外問わず、既に担い手に位

置づけられている経営体でも可とのことである。傾斜という圃場条件を主な要

件とする中山間地域等直接支払制度とは異なり、結果として担い手がいないと

いう状況を対象としており、これまでにない画期的な事業と言える。傾斜は大

きくないものの日当たりや排水の条件が悪く、獣害に悩まされてきた野津町の

水田にフィットする制度である。詳細は不明だが、担い手の意欲を高める制度

となり、多くの水田が維持されることを期待したい。 

７．まとめ 

この間西日本農業社は畑作や生姜加工から撤退し、稲作も規模は変わらず

WCS用稲に特化するなど、より省力的な経営に変化していた。背景にはＡ氏や

Ｄ氏の離脱、他界があり、メンバーも大幅に入れ替わっていた。ただし中山間

地域における農地管理、耕作放棄の抑制という社是は変わらず、むしろ周辺の

担い手を巻き込んでエコシステムを形成し、より広範な農地を維持していると

も評価できる。この状況は野津町のセンサスデータにも表れており、このよう

な変化が今後他の中山間地域でも広く生じるのか、それとも野津町特有の動き

なのかの分析が必要といえる。 
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５年後の分析のポイントとしては、まず西日本農業社内部では今期新たに

加入したＥ氏やＦ氏への権限の委譲と、事業の変化がどこまで起きるかであろ

う。Ｃ氏やＤ氏が担ってきた地主や集落、他の担い手との意思疎通が若いメン

バーに上手く引き継げるのか、また現在の省力的な経営スタイルを維持するの

か、それとも主食用米や畑作、農産加工に再度チャレンジするのかが注目され

る。社外との関係でいえば、かぐや姫やＫ氏などの若い担い手がどう経営を持

続、発展させ、それが地域にどのようなインパクトをもたらすのか、そしてそ

れを西日本農業社はどう支えるのかがポイントとなる。エコシステムの中心と

してより大きな役割を発揮するのか、それともそれぞれの成長に伴って自社の

経営の発展に回帰するのかが注目される。 

 

付  記 

 

本稿の執筆に当たり、（株）西日本農業社、かぐや姫（株）、Ｊ氏、臼杵市

役所農林振興課、大分県庁農林水産部水田畑地化・集落営農課の皆様にはヒア

リング調査への対応、資料提供と、大変お世話になりました。記してお礼申し

上げます。 
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４．研究課題 

 

１．はじめに 

離島地域における農業は、我が国の外海、内海の地域を問わず全国各地に展

開している。全国的に広がりがある畜産業や、特定の品目に特化して生産を伸

ばす離島も存在する。日本離島センター(2021)の平成27年度国勢調査時点の産

業分類別就業者数によれば、離島全体の就業者数294,421人の内、農林業は

35,909人（12％）、漁業17,955人（６％）とあり、農林業従事者は漁業者よりも

多い１）。一方で、多くの離島地域が人口減少問題を抱えており、将来的な地域

の担い手となる人材の確保、農業をはじめとした第一次産業の後継者対策は喫

緊の課題となっている。 

離島市町村では、これまでも次世代の担い手を確保するために、移住定住政

策を進め、島外から移住者を募ってきた。移住者を呼び込むためには、住居を

はじめとして、教育、医療などの定住条件が揃っていなければ移住先の選択肢

にはなりづらく、定住のための条件整備を進めてきた。定住条件の整備は、Ｉ

ターン者のみならずＵターン者にとっても同様である。また、地域の受け皿づ
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くりは農業従事者だけでは難しいため、自治体による施策が必要であり、農業

後継者対策は移住定住政策との連携が不可欠である。 

瀬戸内海の離島の一部では通勤農業を行う島も見られるが、本土から遠方の

外海に位置する離島の場合には通勤農業は馴染みづらい。加えて農業に参入す

るための障壁は高く、離島の場合は基本的に土地が流動的ではないため、仲介

をおこなう不動産業も少なく農地を得られる機会も少ない。また、生産資材の

移入や出荷には海上輸送費用が掛かるなど、離島であるが故の課題がある。 

そこで本稿では、離島の農業の農業後継者対策として、上記のような就農に

対する課題に対応するため、離島市町村が取り組む農業後継者対策について事

例研究をおこなうと共に、その課題について明らかにした上で、今後必要な施

策について考察する。 

本稿の構成は以下の通りである。第２章では離島の後継者対策の先行研究を

整理し、第３章では全国と離島の農業就業者の推移を概観し、離島市町村の農

業後継者対策として八丈町の事例を取り上げ、これからの離島の後継者対策に

ついて考察する。最後の第４章では今後の研究課題を述べる。 

２．先行研究 

離島の農業研究では、農家経営や技術的な面での研究が多く、後継者対策と

移住定住政策との関連性について考察されることは少なかった。農業後継者に

ついて分析した先行研究には、家族経営の農家での継承、集落営農法人での人

材育成、企業内の後継者育成の課題、家族ではない第三者への事業継承につい

て研究の蓄積があるが、本稿では離島自治体での後継者対策に焦点を当てるこ

とから、地域を対象に農業後継者対策の調査分析をおこなっている研究を中心

に整理する。 

安藤(1978)は、茨城県を対照とした事例研究を行い、社会情勢の変化の一つ

の要因として、後継者の学歴に着目した議論を展開している。論文によれば、

学歴が高くなることが必ずしも農業の就業から離れるわけではないことを示し

たうえで、農業以外の職業に就いた経験を研修期間ととらえることが、農家目

線に立った後継者対策であると考察している。 

－ 260 －



 

五十鈴川他(1985)では、農業後継者対策は農政上の重要な課題であるとし、

山形県内の調査を通じて後継者の定着とその課題について考察している。論文

では、後継者の減少がみられる地域として、県内の山間部、沿岸部、山形市近

郊を挙げており、地域性があること。農業以外への産業へ労働力が移動し、就

業構造の変化がみられること。農業後継者の所属する家族の就業構造、経営者

と継承者の年齢差、経営体の規模と家族の就業形態について分析いている。ま

た、女性の農業離れ、後継者の配偶者と家族間での分業、後継者と結婚問題と

いった視点から後継者問題を論じており、家族内での継承で発生しうる諸課題

について論じている。 

小林(1985) は、Ｕターンする若手の就農者の実態を調査し、後継予定型（継

承を確定）、流動型（継承するかは不確定）、転換型（当初は継承の予定はなか

った）の３タイプに分類している。調査では、後継者として戻ることを想定し

ていた後継予定型が大半を占めていること。そして、大半のＵターン者が他産

業の就業経験を有しており、後継者本人はその農業以外の経験の自身の蓄積と

して前向きに評価している一方、農業技術の習得については後継者育成上の課

題としている。 

同じくＵターンを対象に分析している品部(1987)は、後継者がＵターンした

理由について着目し、埼玉県下のＵターン農家にアンケート調査をおこなって

いる。理由の大半は、家業である農業の継承を理由としている。Ｕターンする

にあたり、将来の見通しや技術の取得、所得の減少、結婚問題や仲間の不在に

不安を抱いているが、この不安は営農後の生活の中でも継続されており、離農

を生み出す要因になると論じている。 

石田(1993)は、農業後継者の思考と行動について明らかにするために、現在

の愛知県田原市にある旧渥美郡赤羽根町の農家を訪問し、施設園芸に携わる35

歳以下の後継者を調査している。まず、営農に対する積極的な関わり方の程度

に応じて階級分けをおこない、次に年齢、結婚、経歴、地位から経営者要因を

想定し、関係性を多選択ロジットモデルにて計量分析している。その結果、営

農への積極的な態度と経営者要因との間には対応関係があり、農業以外の生活

体験、修学機会、研修経験を経た後継者は、地域農業の発展に対して積極的な

思考と行動をとっていると分析している。 
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稲本(1993)は、農業への参入コストに着目した研究をおこなっている。特に

地域に縁がない移住者（Ｉターン）の場合は農業への参入コストが掛かる。稲

本氏は参入コストとして、職業移動に伴う費用（転居費用と転職時の所得に回

復するまでの費用）、経営管理能力や技術の習得費用、制度上の障壁（農地制度、

融資制度、法人制度などの要件）、営農にあたっての利害関係者に対する信用獲

得のための費用、地域社会に加わるための費用を挙げている。そして、後継者

不足は他産業に比較した場合に、農業の吸引力が弱いこと、そして農業への参

入障壁が高いことに問題があると指摘している。また、後継者問題の所在は、

単に職業選択や職場選択、経営者の後継者対策や組織の存続に留まる問題では

なく、農業の産業構造や他産業との関連性を検討する必要性を言及している。 

梅本・山本(2009)では、新規就農者と就農希望者へのアンケート調査から、

事業継承の失敗事例の検証をおこない、事業継承の成立条件の整理している。

事業を移譲する経営者と継承者間でのマッチングや、両者の意識と信頼関係の

醸成といった、家族内での継承とは異なるコミュニケーションの課題を挙げて

おり、地域内での支援体制の構築や事業継承システムの構築の必要性を言及し

ている。 

農業後継者の事例ではないが、大谷(2012)は山口県内で若者の多い離島であ

る、周防大島町浮島、下関市蓋井島、萩市大島を調査し、漁業集落にＵターン

した若者が定着する理由と条件について分析している。島にＵターンする理由

として、結婚や出産、介護などの家庭環境による理由があるが、元々島に帰る

ことを考えており、家庭環境の変化がＵターンのきっかけなることが多いとし

ている。定着の条件としては、漁業を軸にした就業機会があり、空き家がある

ことで両親と別居して住めるなど、島内の定住環境が確保されていること。漁

業において親子が協力関係にあること。水産資源の利益分配の仕組みがあり、

生活に必要な所得を確保できること。島内での女性の就業機会、個人の独立や

兼業などの自己実現の欲求を満たすことを挙げている。 

神崎・堀内(2013)は、石川県の条件不利地域である奥能登地域の農業経営を

事例として、若手農業継承者に農家継承のプロセスについて調査している。多

くの農家が家族単位の小規模農家であるが、後継者就農後に四点の取り組みが

見られるとしている。第一に、経営規模に変化が見られ、高付加価値商品の生
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産に集約すること。第二に、配偶者が就農後に新規部門の創設や農業以外への

就業といった兼業化が見られること。第三に、六次産業化や高付加価値商品が

開発されること。第四に、地域農業技術継承と生産者同士や近隣の農業者から

技術の助言指導を受けるなどの取り組みが見られるとしている。地域内のネッ

トワークの形成支援は、土地などの資源制約を受ける条件不利地域の後継者支

援をおこなうことの必要性を言及している。 

先行研究には、直接的に離島の農業後継者対策を分析した研究はないが、Ｕ

ターンした農家へのヒアリングやアンケート調査を通じて、就農者の定着条件

を考える際に、農業の参入障壁や就農には様々な費用がかかることが理解でき

る。地域に縁のないＩターン者の就農はさらに難しいことは想像できるが、Ｕ

ターン者だけを対象とした後継者対策だけでは、今後地域が立ち行かないのが

現状であろう。先行研究にもあるように、地域で就農していく過程において、

技術の習得、農地の確保、地域コミュニティへの参画を含めて後継者をサポー

トする支援体制を地域で構築することの重要性が理解できる。 

本稿では、上記のような課題に対応するために、自治体が政策的に主導して

農業後継者の育成のために、技術の継承やコミュニティへの参加、農業生産基

盤の整備支援、農地獲得の支援をおこなう組織を立ち上げている離島の事例を

取り上げ、その事業の成果と課題を踏まえ、離島地域の農業後継者対策につい

て考察する。 

３．離島の農業後継者対策 

１）離島農林業就業者の推移 

はじめに、日本全体の農業就業者の推移を図１に示す。平成17年を１とした

時、令和２年には61％の水準まで減少している。 
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次に離島の農林業就業者人口の推移を図２に示す。離島地域の農林業就業者

の推移は日本全体の推移と呼応するように減少傾向にあり、平成17年を１とし

た場合、平成27年には77％の水準まで減少している。また、離島の農林業就業

者の県別の順位を現したのが表１である。 
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図１ 全国の基幹的農業従事者数推移（単位：人） 

出典：資料は農林水産省(2023a)より著者作成 

注）「農林業センサス」、「2010年世界農林業センサス」の各年２月１日時点の数値。平成

17(2005)年の基幹的農業従事者数は販売農家の数値。 

図２ 離島の農林業就業者数推移（単位：右軸（人）・左軸（人）） 

出典）『離島統計年報』より著者作成 

－ 264 －



 

  

順位 都道県 農林業就業者（人） 農林業比率（％） 

1 鹿児島県 12,396 35% 

2 沖縄県 8,684 24% 

3 新潟県 5,366 15% 

4 長崎県 4,620 13% 

5 愛媛県 1,714 5% 

6 東京都 954 3% 

7 広島県 625 2% 

8 香川県 554 2% 

9 島根県 498 1% 

10 山口県 330 1% 

  全国計 35,909  

 

 

表１が示す通り、離島の所在する都道県の中で農林業就業者数が一番多い県

は鹿児島県である。特に同県内の種子島は就業者数16,081人、農林業就業者数

4,525人と同県全体の30％を占め、農林業就業者の比率も県内の37％のシェアと

なり県内１位である。しかし、種子島場合は一つの島のなかに３市町（西之表

市、中種子町、南種子町）が所在しており、自治体ごとに後継者対策の政策手

法が異なる。 

一方で、東京都は農業就業者数こそ鹿児島県には及ばないが、八丈町は島内

で農林業就業者の比率は13％、東京都内の離島全体では56％のシェアを占める。

表２に示すように、東京都の離島地域における農林業就業者数を順位付けする

と、八丈町の農林業就業者数は、他の離島に比べて多く、また農業後継者を育

成することを目的とした、八丈町農業担い手育成研修センターを備えている。

そのため、本稿では、町単独で研修施設を備えている、東京都八丈島の事例を

取り上げる事としたい。 

 

出典）『離島統計年報』より著者作成 

表１ 離島の農林業就業者の県別順位 
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２）八丈町の農業後継者対策 

本稿では、離島の後継者対策の事例として、東京都八丈島に所在する八丈町

の事例を取り上げる。八丈島は切り葉や観葉鉢などの花卉園芸が盛んであり、

特にフェニックス・ロベレニーの切り葉については国内最大の生産地である。

また、八丈島原産と言われるアシタバは健康野菜として、生葉、加工品として

製造、出荷されており、近年では八丈フルーツレモンの生産量を増やしている。 

八丈町(2022)によれば、町の2021年１月から12月までの農林業生産額は、20

億6961万４千円あり、そのうち81.1％の16億7847万６千円が花卉園芸品の生産

額である。内訳としては、切り葉が10億6696万円の51.6％、観葉植物が５億9179

万円で28.6％と続く。ちなみに、切花1855万７千円（0.9％）、球根116万９千円

（0.1％）である。 

図３に、八丈町の農林業就業者の推移を示す。平成17年から町全体の就業者

全体は4,728人から4,064人に減少し、農業就業者も536人に減少している。八丈

町役場担当者によれば、八丈島の農業の一番の課題は後継者育成である。農業

就業者の減少は町の産業衰退につながるために、平成20年４月１日に八丈町農

業担い手育成研修センター（以下、「研修センター」と表記）を開設し、島内外

を問わずに広く研修生を募集しはじめた。 

 

 

表２ 東京都離島における農林業就業者数順位 

出典）『離島統計年報』より著者作成 
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研修センターは八丈町の大賀郷地域に位置し、平成18年度から平成29年度ま

での間に東京都の事業である「山村離島・振興施設整備事業」を活用し、花卉

栽培用の耐風強化型パイプハウス等を整備している２）。 

当初研修期間を５年間として実施していたが、研修作目や研修期間の見直し

をおこない、現在は研修期間を原則４年間としている。自らの経営がおこなえ

る研修生については短縮して２年間で卒業が可能である。 

研修センターでは、施設の拡充を行いつつ研修生の受け入れ人数を増やし、

令和５年度現在は７期生まで受け入れている。現在所属する研修生は、５期生

から７期生の６名が卒業に向け研修を続けている。これまでの卒業生は１期生

から４期生までの12名のうち11名が卒業し、10名は新規就農者として島内にて

就農している。 

研修センターでの研修生の受け入れ人数は最大で６名であり、卒業生の数に

応じて翌年度の募集をおこなう。最大人数が６名である理由は、一人当たりの

管理圃場施設数の状況、施設での収益性、施設の老朽化等による建替え、作目

の植替え等から考えられており、１人当たりの管理圃場を４棟と、フェニック

ス・スロベレニーの畑560㎡を管理する。 

研修の内容は、町の農業基本構想にある基幹作物４品目であるフェニック
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図３ 八丈町の農林業就業者の推移（単位：右軸（％）、左軸（人）） 

出典）『離島統計年報』より著者作成 
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ス・スロベレニー、ルスカス、レザーファン、八丈フルーツレモンを研修作物

としている。研修生一人当たりの担当は、ルスカス２棟、レザーファン１棟、

フェニックス560㎡、レモン１棟、共同管理１棟となっている。そのため、研修

生は研修期間の終了までに、ある程度の貯蓄が必要である。研修生自身が担当

するハウスから収穫し、出荷する売り上げは研修生の収入として、約300万円を

目標とし、貯蓄を独立時の資金に活用する。施設整備については、ハウス整備

の補助があり、農業協同組合と生産品目の各部会に加入することが条件となっ

ており、グループ単位で予算を申請することにより補助を受けることができる。 

研修時にかかる肥料、農薬などの経費は八丈町が負担するが、細かい消耗品

は自己資金で購入することになっている。研修生には生活費の補助はないが、

農林水産省(2023b)新規就農者を対象とした農業次世代人材育成資金や農業経

営開始資金等の制度資金を活用している３）。 

研修の１年目は、指導員や普及員からの基礎技術の指導を受け、農業簿記研

修による経営指導を受ける他、農薬の基礎知識や植物の基礎知識を得るための

農業座学が年５回ほど開催される。自らの農業経営についての経営計画の作成

し、認定新規就農者へ位置づけを得ることが目標である。４月から６月に各作

物を指導員により基礎技術の習得を図る。その後は担当する圃場について指導

員によるチェックを受ける。 

毎月１回、研修生の定例会、各作物の定例会が開かれる。また地域の農業団

体や八丈農業振興青年研究会という地元の担い手組織の定例会に参加し、地域

コミュニティへの参加やネットワークへの参加を図る。この間、就農する作物

を決める、自分の農地を見定めるなどの活動をおこなう。年度の最後には、例

年２月から３月に開催される町の産業祭に参加する。 

研修２年目は、１年目と異なり卒業後の自己圃場を決定し、ハウス修繕につ

いても学ぶ。自らの経営農地の取得、施設整備の実施、作目の定植をおこなう。

１年目に続いて２年目は東京都指導農業士による作物の収穫、出荷調整作業、

ハウスの張替作業の指導を受ける。その他、農業簿記講習会、東京都農業会議

による島外視察、安全衛生教育教習会がある。 

３年目と４年目は自分の圃場を管理しながら研修の傍ら、卒業後に出荷出来

るように、指導員による圃場管理の確認を受けるのが主である。 
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八丈町の担当者によれば、新規就農の課題は農地の確保と研修センター以外

での研修である。基本的に、研修生には農地を所有していないために、研修期

間終了後までに農地を確保しなければならない。島内に遊休化している農地は

見受けられるが、相続未登記や先祖代々の土地であるだけに、売買や賃借の対

象としない住民が多い現状がある４）。八丈町では、農業基盤強化促進法の中間

管理事業や、町独自の農地バンクである「貸出希望登録制度」を活用し、農地

の流動化を図っているが、農地の需要に追い付いていない５）。 

また、研修センター以外の研修では、東京都指導農業士による研修受入を広

く行っており、都内の他地域よりは多くの就農希望者の研修の体験を受け入れ

ているが、短期研修終了後に継続して研修を行える場所が少ないことが課題で

ある６）。今後、八丈町では研修施設の拡充をおこないつつ、研修生の受け入れ

人数を増やしていくことを計画している。 

八丈島の観光は、季節の花や観葉植物により島らしさを表現しており、島の

農業景観が観光資源ともなっている。近年ではフリージアやストレチア、球根

栽培の農家が減少しており、観光振興の面でも危惧される。島の農業の現状か

らも、移住定住策や観光振興との連携が必要であり、観光や島のイメージとし

て欠かせない花卉栽培と、稼げる農業との両立を目指すことが課題である。 

 

３）離島農業の後継者対策について 

八丈町の研修センターのように、鹿児島県では種子島や奄美群島に就農を支

援する研修機関を設置している７）。西之表市の公益財団法人西之表市農業振興

公社は、種子島営農大学校を設置して学生を募集している。募集条件としては

西之表市に居住し、農業経営を目指す者で、入校時の年齢が43歳未満、就農時

が45歳未満の者を対象に若干名を募集している。研修期間は２年間であり、公

社職員や関係機関の指導員による植物生理・土壌・病害虫の基礎講座やトラク

ター等の農業機械の操作など、就農を見据えた独立生産方式による研修を実施

している。研修作物は、サトウキビ、さつまいも、バレイショ、スナップエン

ドウである。また、身元保証人を立てることや、卒業後の就農運転資金として、

親元からの就農や雇用されることを望む場合を除き、概ね200万円以上の貯金を

証明できる事も応募の条件となっている。 
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同島の中種子町でも公益財団法人種子島農業公社を設置しており、サトウキ

ビ、露地野菜、花卉等研修作物で研修生を募集している。一方、南種子町では、

外部に団体組織を設けずに、町単独で後継者対策を実施している。種子島内の

他の自治体と異なり、農業法人が行う後継者育成への支援制度を令和４年から

実施しており、町内に本社、営業所、研修所を有する農業法人が常勤社員を雇

用する際に、労働環境の向上、農業担い手を育成した場合に、農業法人１法人

２社員を対象上限として、年間の社会保険事業主負担相当額を支援する制度を

設けている。また、特定地域づくり事業協同組合に出資加入している農業法人

について、対象社員１人あたり年間３万円の加算措置する制度を設けている８）。 

種子島３自治体の取り組みは、それぞれの自治体が地域にあった研修作物を

設定し、就農する個人に研修事業を行う組織を通じて支援する場合や、後継者

育成をおこなう事業者へ支援する場合もあり特徴が見られる。種子島の農業と

後継者対策については、今後別稿を記すことを課題としたい。 

離島における後継者対策は、Ｉターン者であっても地域農業の担い手として

就農できる体制づくりが求められる。本章の最後に、離島の農業後継者対策に

必要な要素を以下のようにまとめておきたい。 

第一に、地域で就農研修拠点を整備する必要性である。本稿の八丈町の事例

のように、自治体が主導して地域農業技術の継承や自立に向けたプログラムを

実施する組織と仕組みづくりが必要である。 

第二に、生産基盤の整備支援や農地の確保をはじめとした新規就農コストの

低廉化に資する支援体制の確立が必要である。特に離島の場合は、土地の流動

性が低いという地域的な特徴があるため、農林水産省や各都道府県で実施して

いる人・農地プランの実質化等の施策をはじめ、自治体での農地対策が不可欠

である。 

第三に、就農環境整備が挙げられる。全国新規就農相談センターによる就農

支援もあるが、中小企業政策と同様の事業承継のための中核的な支援センター

やオンラインでのマッチングサイト、事業承継の専門家や、外部からの経営者

招聘をおこなう環境を整備し、就農に至る選択肢を増やしていくことが必要が

ある。また、本稿の後継者対策の中では言及することはなかったが、就労環境

の改善について以下の二点についても触れておきたい。 

－ 270 －



 

一点目は外国人の雇用である。人手不足の解消に、長崎県の五島市や、鹿児

島県の沖永良部島（知名町、和泊町）では外国人技能実習生を受け入れている。

今後この取り組みが定着していくかは、受け入れる地域側は労働環境の改善、

就業規則の遵守、相応しい賃金体系による労働条件を整備していくことが求め

られ、単に労働力としてだけでなく、地域の担い手として受け入れられる土壌

づくりが地域側に求められていくだろう。 

二点目はスマート農業である。 ICT（Information and Communication 

Technology）を活用し、農業の効率性を高めるスマート農業を取り入れること

も、高齢化による離農や人手不足を補う上でも重要であり、離島にとっては新

たな産業や雇用創出の機会にも繋がる可能性があるだろう。 

総じて、技術の継承をおこなう組織の整備によって農業への参入障壁を下げ

つつ、農地の確保等、就農におけるコストの低廉化、就労環境を改善していく

ための取り組みが離島自治体には求められるが、その一方で、国の離島振興政

策の上においても、これらの活動を支援するための諸制度の構築が期待される

ところである。 

４．研究課題 

本稿の最後にこれからの研究課題について述べる。本研究では、離島の喫緊

の課題である担い手不足や後継者対策について取り上げ、八丈町農業担い手育

成研修センターの取り組み事例を紹介した。また、離島の農業後継者対策の考

察のなかで、地域で就農研修拠点の必要性、生産基盤の整備支援や農地の確保

をはじめとした新規就農コストの低廉化に対する支援体制の確立、就農環境整

備の必要性を挙げた。しかし、本稿の事例は小規模な離島や一部離島のような

離島でも展開が可能かと言えば、検証していく必要があるだろう。 

『離島統計年報』の産業分類別就業者数によれば、近年、農林業就業の人口

が微増している島が確認される。鹿児島県利島村の口之島では畜産業が、沖縄

県の渡嘉敷島（渡嘉敷村）では稲作が、新潟県粟島浦村では豆の栽培の普及が

就業者増加の要因と思われる。特に粟島浦村では、島外の製菓メーカーと連携

していることが、豆の生産の需要が拡大したことが要因と思われる。小規模離
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島では、個別の生産品目に特化して生産を伸ばす傾向があるが、離島ごと農業

の発展過程を知ることが重要であり、さらなる研究が求められる。 

八丈町の担当者からのヒアリングによれば、これまでの関する課題に加えて、

近年の新型コロナウイルス流行後、不安定な世界情勢のなかで、生産物の出荷

価格も上昇しているが、農業資材や肥料の上昇には及ばず、今後の輸送コスト

上昇も懸念されるため経営目標が立て辛いと聞く。そして、人口減少により水

産業、観光業など、多方面での人手不足が深刻化している。農業の施設整備に

ついても、島内の工事事業者の人員不足により一般土木や建築工事に関して、

行政発注の案件を中心に不調が多く発生しており、新規就農者が施設栽培をす

るために必要な、台風強化型パイプハウスの整備や作業場の建築にも影響が出

始めているようである。食料生産に関する農業は、国の支援が期待できるが、

花卉園芸品が中心の八丈島農業においては先行きが不透明である。 

日本全体で燃油高騰による事態は今後の生産コストの上昇は避けられず、さ

らに深刻化を招く恐れがある。そもそも生産コストが高い傾向にある離島の飼

料・肥料の自給について研究することの重要性は増していると考える。例えば、

種子島では耕畜連携事業に取り組み、畜産飼料にサトウキビや馬鈴薯でんぷん

粉を用い、飼料の自給率向上に取り組んでいる。これらは、将来的な生産と輸

送費用の上昇に備えるためにも注目すべき実践例である。今後、マクロ的な経

済動向に留意しつつ、島の農家の経営実態を調査し、持続可能な農業経営と移

住定住政策の在り方を明らかにしていきたい。 
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注 

 

１）『離島統計年報』の産業分類別就業者数は、平成27年国勢調査に基づく就業人口であり、

産業分類は日本標準産業分類の大分類である。また、平成17年の統計より、農業と林業

の就業者は、農林業として一体化されている。 

２）研修センターの施設では、耐風強化型パイプハウスを規格として、１棟規模は約100坪

（330㎡弱）を整備している。西見地区研修センターでは敷地面積25,000㎡の中に圃場

施設16棟、作業棟１棟、倉庫１棟を整備。南原地区研修センターでは敷地面積195,455

㎡うち約13,500㎡の中に圃場施設14棟、作業棟１棟を備えている。 

３）就農準備資金・経営開始資金（農業次世代人材投資資金）は農林水産省経営局就農・女

性課が管轄しており、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農前２年

以内の研修を後押しする資金であり、３年以内の就農直後の経営確立を支援する資金を

交付制度である。 

４）平成27年度の八丈町管内の農地面積618haのうち、これまでの集積面積は57ha、集積率

は9.26％となる。同農地面積のうち、遊休農地面積89haであり、遊休農地率14.4％であ

る。 
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５）八丈町は遊休農地が増加に対して平成11年度から東京都八丈支庁、中央農業改良普及セ

ンター八丈支所、八丈町、八丈町農業委員会、八丈島農協を構成メンバーとした遊休農

地活用計画検討会を組織している。同会では農林水産省の「遊休農地解消総合対策事業」

を活用し、遊休農地の解消を目的とした基盤整備を実施した。解消後の遊休農地を担い

手に集積し、経営構造対策事業により温室を整備し、現在は切葉のレザーファン、ルス

カスを栽培している。 

６）例えば東京都では、八丈町のような研修センターに入所前にも農業技術を習得する機会

を設けている。東京都農振水産振興財団が主催する農業体験研修では、１日から５日間、

６日から20日間のプログラムと、60日間の営農力育成研修の機会を設けている。 

７）鹿児島県(2023)によれば、鹿児島県内の離島に農業研修をおこなう組織が運営されてい

る。公益財団法人西之表市農業振興公社、公益財団法人種子島農業公社（中種子町）、

公益財団法人奄美市農業研究センター、喜界町営農支援センター、徳之島町営農研修施

設、天城町農業センター、伊仙町農業支援センター青緑の里の７団体が設置運営されて

いる。 

８）特定地域づくり事業協同組合制度とは、地域人口の急減に直面している地域の農林水産

業、商工業等の地域産業の担い手を確保するため、複数の事業者の事業に従事するマル

チワーカーを派遣する事業を行う事業協同組合に対して財政的に支援する制度である。 
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３）地方名・領国名など地名に由来する品種名 

４）「撰り出し」「見付け」「見出し」「掘り出し」、そして〈人の名〉品種 

５）「こぼれ」と「太唐」「唐法師」 

６）その他、諸史料に多くみられた品種名 

４．おわりに 

 

１．はじめに 

江戸時代の稲の品種名はおもしろい。「五ッ九」は５×９＝45 日、「やよう

か（八八日）」（いずれも『農稼録』Ⅱ）は８×８＝64 日で稔る極早生、「トッ

パ」（『農要録』Ⅱ）は 10×８＝80 日で稔る早生種とか。（以下、史料の肩の

Ⅰ・Ⅱ･Ⅲは、当該史料の著者・成立年などを記す文末付表１・２・３に対応。

史料名の長いもの適宜省略した） 

多収をのぞむ農民らしい命名が「万石」｢庭溜り｣（『産物帳』Ⅰ）「米の山」

（『佐賀県坪刈帳』Ⅲ）。年貢の完納をのぞむ｢皆済（かいせい・かいさい」や

｢借銭なし」（『産別帳：佐渡・備前』Ⅰ）。「どさり見せ」（『雑事紛冗解』Ⅲ）も
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農民らしい命名である。「軍
いくさ

戻り」（『雑事紛冗解』Ⅲ）は戦
いくさ

の帰り道で、「ど

ろぼう」（『産物帳：出雲』Ⅰ）はどこかの田んぼから拝借してきた品種だった

のだろう。｢三年黙
だまり

｣（『農稼録』Ⅱ）は３年間黙った後、周囲に広めたという

ことだろうか。 

「ケチヂミ」（『両国本草』Ⅲ）は「吝・地味」でなくて「毛縮み」で、「ゆ

っくり」（『伊勢錦』Ⅱ）は晩生のようだが、「ヤリクリ」「ケチリン」（『両国本

草』Ⅲ）はどんな稲だったのだろう。 

 本稿は、著者が目を通すことができた多くの江戸時代の史料について、そこ

に記された稲の品種名を可能な限り多数採録し、これを読み解くことによって、

江戸時代の稲作と、これを植え継いできた農民たちの心と姿に少しでも近づき、

それを窺い知ろうとしたものである。 

 もちろん多数史料の上にある品種名をたどるのである。同名異種も多く、異

種同名も多いだろう。時代の移り変わりの中で改名された品種も多いに違いな

い。そのことを承知で試みた、いかにも無謀な作業である。だがその作業の中

から、少しでもなにかがみえてくればさいわいである。 

 

２．対象とした史料と採録品種数、その地域別、早～晩・糯別分布 

１）品種名を採録した史料と品種名数： 

最初に本研究で稲の品種名を採録した史料と、そこに採録された品種名数

についての概略を述べておきたい（詳細は文末の付表１～３参照）。 

 

史料群Ⅰ．『享保・元文諸国産物帳産別帳』（盛永俊太郎・安田健編著

『江戸時代中期における諸藩の農作物』日本農業研究所）収録の 42 国・

領・郡）の史料注１）           採録できた品種名数：4,100 

史料群Ⅱ．農文協刊：『日本農書全集農書』 全 70 巻中の品種名が記録さ

れていた 40書注２）            採録できた品種名数：1,077 

史料群Ⅲ．その他、著者が目を通すことができた『地方
じ が た

書』『坪刈帳』、

その他の史料など 26書注３）。       採録できた品種名数：1,213 
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 いずれも江戸時代の中期（天和～安永：1681～1780）・後期（天明～慶応：

1781～1867）の史料だが、全体としてかなり中期に偏しているので、ここで

は中期・後期を分けることなく合わせて検討に供した。 

品種名採録の基準： 

品種名の採録は、各史料とも著者の目にとまったすべての品種名を採録し

た。もちろん異なる時代に異なる土地で書かれた史料である。同名異種もあれ

ば、異種同名も多いだろうが、とくに意識することなく採録した。 

ただし、同じ領国内・同じ史料内で、同じ品種名が複数町村に重複して記

載されている場合は、一郡一品種と定め、並記しなかった。また「あぜこし」

と「あせこし」｢畦越し｣、「あらき」と「荒木」など、あきらかに同一品種と

思われものについてもひとつに絞った。 

採録に当たっては、読み落としのないように注意したつもりであるが、な

お記載漏れ・重複記載が多くあったであろうことは否定できない。そのことを

おことわりしたうえで、以下、論議を進めていきたい。 

なお、品種名はエクセルに採録し、その数の解析にはフィルター機能を活

用した。 

 

２）採録した品種名の地域分布と早晩生・糯の別： 

考察に先立ち、まず対象にした 6000 に余る品種名について、その地域分布

と早・晩生、糯の割合について述べておきたい。 

表１に、各史料から採録した粳品種の早晩生品種・糯品種の採録数を、そ

の史料が成立した地域：東北、北陸、中部（甲斐・信濃・飛騨）、関東、東海、

近畿、中国、四国および九州の９地区に分けて示した。 

採録品種名の地域分布： 

おことわりしておかなければならないのは、３種の史料群間で、また地域

によって、採録数に大きな差があることである。採録数の多い北陸・東海・九

州と、少ない中部・近畿・四国など、閲覧できた史料が地域によってかなり差

がある。やむを得ないことだが、以後の考察はこれが前提にあることも記して

おきたい。 
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採録品種名の早晩生、粳・糯の別： 

表中、史料群Ⅰの『産別帳』については、すべての品種について、早・

中・晩が記載されていて類別できたが、Ⅱ・Ⅲの史料群については、一部に早

生が特記されている以外は品種名のみの記述が多く、早・中・晩の類別ができ

たとは言い難い。ただ史料群Ⅰについてみると、晩生がもっとも多く、以下

中・早・糯の順に漸減しているが、あまり大きな差は見当たらず、いずれもか

なり多く存在していたことが推定できた。 

この時代、既に早生だけでなく、中・晩生、糯も多く出廻り、農民にとっ

て選択の巾が広くなっていた。史料群Ⅰの各地にみられる早・中・晩、糯それ

ぞれの品種名の多さは、人びとが収量確保にいかに知恵を絞っていたかを示す

ものだろう。 

表 1 江戸時代各史料から採録された品種名の地域別、早・中・晩・糯性別数 

注）史料Ⅰ：盛永・安田(1986 )「江戸時代中期における諸藩の農作物」日本農業研究所 

史料Ⅱ：農文協刊『日本農書全集』第 1～70 巻中の品種名を記載した史料 

史料Ⅲ：その他著者が閲覧した『地方書』『坪刈帳』など 
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３．品種名のさまざま、そこからみえてきたもの 

１）色にかかわる品種名 

早生・晩生の違いが人びとに品種を認識させた最初なら、稲体の色の違い

は人びとに品種の多様性を認識させるきっかけになったのではないだろうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各史料から採録されたおびただしい品種名をみていて、まず気がつくのは

｢青麻｣「赤三助」「白しね」「白葉」「黒弘法」など、〈色〉にかかわる品種名

の多いことである。芒や籾、玄米・葉鞘などの色の変化に応じた命名だろうが、

この時代、なお有色稲が広く栽培されていたことがわかる。 

表２に〈色〉に関する品種名をもつ品種の採録数を示した。いずれの地域

でも〈白・しろ・しら〉がつく品種がもっとも多く、ついで〈赤・あか〉

〈黒・くろ〉〈青・あお〉の順であった。 

興味深いのは、色に関する品種名、とくに〈白〉と〈赤〉が東北から北

陸・中部地方など北日本に多いことである。津軽の『耕作噺』Ⅱには〈根の津

軽米は赤米に候よし古往の伝へなり〉とある。もともとこの地方の稲には赤米

表２ 「色」に関係する品種名の史料別・地域別分布 

注）史料Ⅰ：盛永・安田(1986)「江戸時代中期における諸藩の農作物」日本農業研究所 

史料Ⅱ：農文協刊『日本農書全集』第１～70 巻中の品種名を記載した史料 

史料Ⅲ：その他著者が閲覧した『地方書』『坪刈帳』など 
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が多かったことが、逆に白い米への関心を高めたに違いない。 

 

２）「髭・ひげ」｢毛｣「芒・のぎ・のげ」と「法師」｢坊主｣ 

〈色〉とともにめだつ稲の外観的特長は〈芒〉の有無である。採録した品

種名をみても芒の有無を示す品種名は多い。表３に、芒の有無に関係する

〈髭・ひげ〉〈毛・け〉〈芒・禾・のぎ・のげ〉の字を含む品種名と、無芒種を

示す〈法師・ほうし〉〈坊主・ぼうず〉〈弘法・こうぼう〉を含む品種名の採録

数を示した注４）。通覧して全国いずれの地域でも、芒の有無に関係する品種名

が広く存在したこと、また農民が品種を選ぶ際の選定基準のかなり上位に〈芒

の有無〉があったことがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表３ 芒の有無にかかわる品種名の史料別・地域別分布 

注）史料Ⅰ：盛永・安田(1986 )「江戸時代中期における諸藩の農作物」日本農業研究所 

史料Ⅱ：農文協刊『日本農書全集』第 1～70 巻中の品種名を記載した史料 

史料Ⅲ：その他著者が閲覧した『地方書』『坪刈帳』など 
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「法師子」など無芒の稲の存在は、すでに平安後期の『散木奇歌集』から

もみられる注５）が、江戸時代にはさらに普及していたようだ。『産物帳：近江

高島郡』Ⅰには、同地で作付けされていた９品種のうちに無芒が６品種、有芒

品種が３品種あったことが記されている。武蔵の『耕作仕様書』Ⅱには 25 品

種のうち、有芒 10 品種が、無芒 14 品種（残りの１品種「こぼれ」には表示

がない）とある。この時代、既に有芒・無芒が相半ばしていたのだろう。 

明治になると、稲の無芒化が急速に進むが、江戸時代の農民は芒の有無に

意味を認めていたようで、『農業自得附録』Ⅱには「の毛稲ハ風にいたまずこ

ぼれも少し。冷気のさわりも少し。態々考へて益き多き方を作るべき也」とあ

る。逆に『伝法記』Ⅲには〈毛稲多升付なし、法師稲、多升付有り〉と記され

ている。収量となると、果たしてどうだったろう。 

 

３）地方名・領国名など地名に由来する品種名 

〈色〉や〈芒〉関連の品種名も多いが、〈地名〉に関係する品種名も多い。

表４に、北国・四国などの地方名と陸奥・京・薩摩など領国名レベルの品種名

の中から、採録数の多かった５品種名の史料別・地域別数を示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表４ 地名を含む品種名の史料別・地域別分布 

注）史料Ⅰ：盛永・安田(1986)「江戸時代中期における諸藩の農作物」日本農業研究所 

史料Ⅱ：農文協刊『日本農書全集』第１～70 巻中の品種名を記載した史料 

史料Ⅲ：その他著者が閲覧した『地方書』『坪刈帳』など 
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〈地名〉のついた品種名のなかで、とくに多かったのは「北国・ほっこく」

である。北国は冷涼な土地でも育つ稲の姿を連想させる。いつ襲ってくるかわ

からない冷害の恐怖に常にさらされていた当時の人にとって、｢北国｣という

耐冷性を想起させる名は魅力的であったのに違いない。 

「北国」に次いで多かったのは「京女郞」などの〈京〉、「伊勢錦」などの

〈伊勢〉、それに〈豊後〉〈加賀〉のつく品種名である。『農稼録』Ⅱには〈旅

へ行きし道すがら、よかるべき稲種子を所の農夫に乞求め、二穂三穂づつ持ち

帰り〉とある。他所の地によく穫れる稲があると聞けば、行って貰い受け、つ

くってみる。〈地名〉品種が多いのは、そうした土地に旅する農民が多くいた

ことを示すものであろう。とくに〈京〉〈伊勢〉の多いのは〈京見物〉〈伊勢詣

で〉が連想されて興味深い。 

興味深いのはもうひとつ、｢豊後・ぶんご」という九州の地名の品種名が東

北地方に偏って多いことである。『羽陽秋北～』Ⅱには〈此ノ稲豊後ニテハ国

稲ト称スルナリ。往古当領ノ者、此ノ豊後ノ国稲ト云稲ノ稲穀ヲ持チ来テ其ノ

本名ヲ呼バズ、国名ヲ稲ノ名ニ呼テ豊後稲ト云ナリ〉とある。遙かなる稲作先

進地へのあこがれが、東北に「豊後」を広めたのだろうか。 

 

４）「撰り出し」「見付け」「見出し」「掘り出し」、そして〈人の名〉品種 

ただ他所の稲を持ってきて植えるだけでなく、自ら新しい品種をつくって

みようと思う農民が生まれたのも、江戸時代稲作の特長である。「撰り・より

出し」｢選｣「見付け」「見出し」「掘り出し」などの品種名がそれで、農民自

らが変わり穂を〈選り分け〉、〈見付け〉出して、新品種を育成したことをうか

がわせる。 

表５の上段に、「め黒えり出し」「十郎見付」など、原品種や育成者名を冠

した〈選り出し〉や〈見付け〉のつく品種名の採録数を示した。それほど多い

数とはいえないが、全国に広く分布していることが理解できよう。 

「撰り」「見付け」「見出し」などのつく品種はそれほど多くないが、これ

に追加したいのは、「撰り」も「見付け」「見出し」もつかないが、「源六」

（『産別帳：播磨』Ⅰ）「八右衛門早稻」（『会津農書』Ⅱ）「太郎兵衛もち」（『耕

稼春秋』Ⅱなど、〈人の名〉だけの品種名である。『農稼録』Ⅱには「喜八赤」

－ 282 －



 

という品種について〈喜八という人のよりし也〉とある。こうした〈人の名〉

だけの品種もまた、多くは農民が〈撰り〉〈見付け〉出した品種に相違ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表５の２重線以下は〈衛門〉〈兵衛〉〈助〉〈郞〉がつく品種名の数である。

残念ながら、これら〈人の名〉品種を全史料に当たって選別するのはきわめて

煩雑で難しい。そこで便法として、〈人の名〉に関係が深い上記４ワードに着

目して〈人の名〉品種らしき品種名を選出した結果がこれである。選出の際、

表５ 「撰り・選・見付け」と「人の名」を含む品種名数の史料別・地域別品種数分布 

注）史料Ⅰ：盛永・安田(1986 )「江戸時代中期における諸藩の農作物」日本農業研究所 

史料Ⅱ：農文協刊『日本農書全集』第１～70 巻中の品種名を記載した史料 

史料Ⅲ：その他著者が閲覧した『地方書』『坪刈帳』など 
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とくに〈助〉〈郞〉については、「三助」「京四郎」（「京しろ」からのダジャレ）

など、あきらかに〈人の名〉外と思われるものは除いたが、その範囲の調査で

も多くの〈人の名〉品種が認められた。 

人が代わり時を経るなかで、選抜者も原品種名も消え、単に「撰り」「見付

け」「見出し」とだけ呼ばれるようになった品種も多いが、逆に原品種名や

「撰り」「見付け」の文字が消え、〈人の名〉だけが残った品種名も多いようだ。

江戸時代の農民が品種の重要性を認識し、いかに新しい品種の選抜に熱心であ

ったか、またそれをいかに多くの仲間が期待し、かつ支えていたか、を伝える

ものである。 

 

５）「こぼれ」と「大唐」「唐法師」 

以上、各史料の品種名を通覧していて、もうひとつ気になるのが、ときに

連書された品種名とは別立てでつけ加えられた「大唐」「唐法師」などインデ

ィカ種の品種名である。いずれも大陸由来の脱粒性の高い品種で、11 世紀

（平安末）から 14 世紀（室町前期）にかけて渡来したといわれる１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表６に、これらインディカ品種名に、やはり脱粒性の高い「こぼれ」注６）も

加えた名品種の史料別・地域別採録数を示した。「こぼれ」は東海で、「大唐」

は北陸・中国・四国で、「唐法師」は九州でやや多くみえるが、いずれも全国

表６ 「こぼれ」｢たいとう」｢とうほうし」を含む品種名の史料別・地域別分布 

注）史料Ⅰ：盛永・安田(1986)「江戸時代中期における諸藩の農作物」日本農業研究所 

史料Ⅱ：農文協刊『日本農書全集』第１～70 巻中の品種名を記載した史料 

史料Ⅲ：その他著者が閲覧できた『地方書』『坪刈帳』など（付表参照） 
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で広く栽培されていたことがわかる。 

『北越新発田～』Ⅱには「こぼれ」について、〈田植後一両日過、畦際稲四

株の中へ壱株宛植付申候…此稲小作のもの早く取上ケ糧食に作候〉。また『清

良記』Ⅱには「大唐」８品種について〈白地を嫌わす、農人の食として上々の

稲也〉とある。多少味が悪くも脱粒性易でも、不良環境に強く年貢対象外のこ

れらの米は、自家用米としてひそかに親から子へと植え継がれ、農民とくに貧

農を支える柱となったのに違いない。               

 

６）その他、諸史料に多くみられた品種名 

 表７に、以上の品種名以外で、史料に多く登場した品種名を多い順に表記し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「弥六・やろく」： 

『清良記』Ⅱには「野鹿」、『雑事紛冗解』Ⅲでは「弥勒」の字が当てられて

いるが、とび抜けて多く史料に登場した品種名である。 

表７ 採録数の多い品種名の史料別・地域別採録数 

注）史料Ⅰ：盛永・安田(1986)「江戸時代中期における諸藩の農作物」日本農業研究所 

史料Ⅱ：農文協刊『日本農書全集』第１～70 巻中の品種名を記載した史料 

史料Ⅲ：その他著者が閲覧できた『地方書』『坪刈帳』など（付表参照） 
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東北を除く全国各地で広く作られていて、土佐の農書『続物紛』Ⅱには「は

ややろく」「おきやろく」｢ありまやろく｣「小やろく」「大やろく」｢筑前やろ

く｣「やろく糯」「もろきやろく」と８種の「やろく」が紹介されている。総

じて中・晩生が多いが、「弥六もち」など糯も多くあった。 

盛永・安田２）は、『産物帳』Ⅰにみられる「やろく」名の 12 品種がすべてが

無芒であったとして「あるいは無芒、坊主稲の意味かもしれない」と述べてい

るが、同書の筑前国の項には「毛弥六」がある。 

嵐３）は「優良品種に対する公認レッテルでは」と述べている。確かに

『日向纂紀』Ⅲをみると、武州荒川から持ち帰った多収の「荒川稲」という稲

が香米の悪臭のため栽培禁止になりかけたが、名を「清武彌六」と改めたこと

で広く普及した話という話が伝えられている注７）。「弥六」名品種が高い評価

を受けていたことを示すものである。 

「目黒・めぐろ」： 

中世から続く中国地方の田植え唄注８）にも登場する品種名で、「やろく」に

次いで東北から九州まで多くの史料でみられる。「芽黒」（『北越新発田～』Ⅱ）

と記したものもあり、『農稼録』Ⅱには〈籾の芽少し黒し〉と記されている。

芒が黒ずんでいたのだろう。「糯」とする史料が多い。 

「小児・ちこ・ちっこ」：  

とくに東海・中国地方に偏って多くみられた。『地方竹馬集』Ⅲには〈「弥六」

「ちこ」等の様に毛これ無く升目多き稲を作るをよし〉とある。この品種もま

た「弥六」同様に多収であったのだろう。 

「赤餅・あかもち」： 

 同名異種の多そうな品種名だが、東北・北陸地方と、それにつづく中国山

陰地方に多かった。『続地方落穂集』Ⅲには〈毛少なく、弥六より穀少、山中

に作る〉とある。種子島の宝満神社、対馬の多久頭魂神社などでは〈赤い米〉

が神事に重用されているが、赤色が餅としてよろこばれたのだろう。別に「赤

盆もち」（『産別帳：越中』Ⅰ）などという品種もある。   

「白早稻・白和世・しろわせ」：  

9 世紀前半の福島県矢玉遺跡からもこの品種名の木簡が出土しているが、古

くから名の通った品種名である４）。同名異種も多いが、東北から九州まで、各
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地の史料に登場する。武蔵の『耕作仕様書』Ⅱには〈風味中。中手。毛白く長

し。干田に作るへし〉とあるが、作りやすい標準的な品種であったのに違いな

い。 

なお、このほかの各史料に多くみられた品種名に「白葉・しろは・しらは」

（史料Ⅰ：42・Ⅲ：２、以下各同じ）「白稲・しろいね・しらしね」（史料

Ⅰ：19・Ⅱ：８・Ⅲ：８、以下同じ）、「赤稲・あかいね・あかしね」（15・

６・４）、「荒木・あらき」（21・４・３）、｢苅子・かるこ」（29・３・３）な

どがあった。 

４．おわりに 

わが国の稲作の歴史で、はじめて「品種名」が認められたのは、奈良時代

で、正倉院文書の啓状に｢稲依子｣｢越特子｣という記述があったのが、最初で

あるという５）。室町時代になると、稲にも早生・中生・晩生がみられるように

なるが、それが多く出まわるようになったのは江戸時代になってからであった。 

古島６）は、江戸時代の品種について〈発見や伝来の経緯にもとづくと思わ

れる品種名があらわれるのは、室町期にはみられない特色である〉と述べてい

る。確かにこの時代、とくに江戸中・後期になると、「赤稲」｢白しね｣など

〈色〉に関係する〈色〉品種や、芒の有無を示す〈ひげ：坊主〉品種だけでな

く、「北国」｢伊勢｣など、導入元を示すと思われる〈地名〉品種や、「撰り」

｢見付け｣など、選抜の足跡を残す〈撰り・見付け〉品種、さらに〈人の名〉

を冠した品種など、品種名にもそれにかかわった農民の姿が見え隠れするよう

になった。 

本報告は、江戸時代の史料から拾いあげた重複を含めた 6000 余の品種名を

通覧することによって、稲作に命をかけた当時の農民が、品種になにを見、な

にを期待していたか、そしてまた品種づくりに、いかに深く関与していたかを

明らかにしようとしたものである。そこに当時の農民の姿を垣間見ることがで

きると考えたからである。 

１）品種名を通覧して、まず目につくのは「赤稲」｢白しね｣「黒稲」など

〈色〉に関する品種名や、「白毛」｢黒髭｣「法師」「坊主」など、有芒・無芒
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を暗示させる〈ひげ：坊主〉品種が多いことである。〈色〉の違いや〈芒の有

無〉を知ったことが、人が品種を認識した最初の第一歩であったのだろう。 

２）品種づくりに、農民が関与するようになった最初の兆しは〈地名〉を

冠した品種名の出現である。 

「北国」「京」「伊勢」｢豊後｣など。江戸時代、人びとはより優れた稲を求

めて他国にまで目を配り、また旅の道すがら〈よりよき品種〉を求め、持ち帰

ったのだろう。 

３）農民の品種づくりの第２段階は「選り」｢見付け｣｢掘り出し｣などが付

された品種名の出現である。この時代になると、進んで〈変わり穂〉の選抜・

撰り出しに挑む農家が多くなった。〈人の名〉品種名の多くは、その労を称え

る意味ももっていたのに違いない。 

４）最後に忘れてならないのは、「こぼれ」｢大唐｣「唐法師」などの品種名

である。脱粒しやすく、米質が悪いため、年貢米からは除かれたが、不良環境

に堪え、早期収穫が可能であったため、貧しい農民層には自家用米として歓迎

された。品種名数だけを追う本調査の宿命で、植付面積までは把握できないが、

かなりの量、栽培されていたに違いない。とくに「こぼれ」は大正時代まで植

え継がれているが、これら品種の存在こそが、江戸時代稲作の陰の柱であった

のに相違ない。 

ともあれ、諸史料を通覧して、記載されている品種名の多さには驚かされ

た。『耕作噺』Ⅱには〈種物も色々あり〉とした上で〈凡そ種物を撰む事農家

の根元也〉と記している。伊那谷の『前島家日誌』Ⅲには、宝暦～文化の間約

１世紀に 19 品種が植え継がれているが７）、人びとは早・中・晩、各多様な品

種を用意して災害に備えていたのであろう。 

明治になって、農商務省農事試験場が本格的な品種改良に取り組むべく全

国から在来品種を集めたとき、4000 種もの品種が集まったという８）。これこ

そ江戸農民の血と汗が築きあげた知的財産あっての成果であり、今日わが国が

世界に誇る多収・良質品種は、この江戸時代農民の智（血）の遺産があって、

はじめて達成できたものであることを、最後に明記しておきたい。 
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注 

 

注１）『享保・元文諸国産物帳』は、享保 20 年（1735）から元文３～４年（1738～39）の

間、当時幕府に仕えていた本草学者丹羽正伯の企画の下に編集された天産物の調査記録。

本書、盛永・安田編『江戸時代中期における諸藩の農作物―享保・元文諸国産物帳から

ー』は、その後散逸していたこの貴重な資料を編著者の 1 人安田健氏が盛永俊太郎氏の

支援の下、長年月をかけ収集したもの。1986 年に日本農業研究所の委託事業として刊行

された。 

注２）農文協刊（1980～97）『日本農書全集』：全 70 巻のうち、著者が水稲品種名を認めた

巻。付表２には原則として３品種以上採録した巻を表示。 

注３）『地方（じかた）書』とは、江戸時代に年貢取り立てなどを担当した地方役人が参考

とした地方制度・慣例などを記した書。当時栽培されていた稲品種の特性に触れた記述

も多い。『坪刈帳』『種子帳』は、その地方調査に対応するため、農民側が用意したもの。 

注４）エクセルのシュウト機能では「ひげ」と検索すると「ひげあり」「ひげなし」、「毛」

の検索で「毛有り」「毛無し」の両方がシュウトされる。ここでは敢えて「あり・なし」

を識別せず、ただ芒の有無に関係する品種名として考察に供した。 

注５）平安後期の『散木奇歌集』(1128 年ころ)には、 

〈覚束な／たが袖のこにひき重ね／ほうしこのいね／かへし初けむ〉 

という歌がある。 

注６）嵐（1974）『赤米考』７頁は「こぼれ」について、この品種が印度型稲であるとする

説を疑問視し、〈大部分がむしろ日本型稲に所属している〉としているが、当時の農民が

「こぼれ」と「大唐」「唐法師」などを識別していたとは考えにくい。ここはジャポニ

カ・インディカが混在していたとみるべきと考え、考察に供した。 

注７）『日向纂記』Ⅲ(1971)に、日向藩が寛保２年(1742)に幕府の武州荒川普請手伝いを命

ぜられた際に持ち帰った稲との記述がある。多収で「荒川稲」と呼ばれ、広く普及した

が、悪臭のため郡代が栽培を禁止した。そこで人びとは名を「清武弥六」と改め、密か

に栽培・普及したとある。 

注８）室町後期～安土・桃山時代からつづく中国地方の田植唄を記した『田植草紙』にも 

〈きのふ京からくだりたる／めくろのいねはな……〉 

と唄われている。 高野辰之編（1942）『日本歌謡集成巻五』209 頁、東京堂 
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付表１ 史料群Ⅰ『享保･元文諸国産物帳』 

各藩とその採録品種名数 

注）付表Ⅰの鎖線以下の 2史料は盛永ら編『享保・元文産物帳」に付されている参考資料 

付表２ 史料群Ⅱ：『日本農書全集』の各書と 

    その成立地・採録品種名数など 
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付表３ 『地方書』『坪刈帳』などから採録した品種名数 

＊印：国立国会図書館のデジタルライブラリーを活用させていただいた。 
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１．はじめに 

本稿の目的は、山地（やまち）酪農を実践する事例の経営展開過程を整理し、

現在の経営環境において山地酪農経営を成立させるための主要な要因を抽出す

ることである。 

農地賦存量が少ない日本では、土地生産性の高さを求め、多頭舎飼いと輸入

飼料給与を基本とする「加工型畜産」が戦後急速に普及した（村上 1992）。こ

うした乳牛飼養体系は、効率性と安定性に優れた生乳供給を実現した一方で、

近年は環境負荷や動物福祉の観点から問題視されたり、輸入飼料の価格高騰で

経営難に陥り廃業が急増するなど、日本の酪農生産基盤を揺るがす事態に度々

直面している。このような状況において、持続可能な経営への転換は喫緊の課

題であり、「みどりの食料システム戦略」（農林水産省 2021）においても「放牧

等の粗放的農地利用」や「放牧等を通じた省力的かつ効率的な飼養管理技術の

普及」が掲げられ、放牧や自給飼料生産の重要性が見直されつつある。 

本稿が対象とする山地酪農は、戦後まもなく植物生態学者の猶原恭爾氏によ

って提唱された周年昼夜放牧酪農法である（猶原 1966）。日本の一般的な舎飼
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い酪農経営は、飼料生産基盤を持たず、輸入の濃厚飼料や配合飼料に頼って高

泌乳を志向する。これに対し、山地酪農は「耕作困難な山間傾斜地に、土壌保

全効果が高いシバ型草地を火入れや蹄耕法により数年かけて不耕起造成し、連

続放牧により省力的に搾乳牛を放牧する飼養体系」で、主として在来種のシバ

や野草を利用するが、地域によっては必要に応じて外来牧草を含む多草種が共

存する高密度短草放牧地も利用されている（扇元ら 2006）。自然に近い環境に

乳牛を周年放牧し、濃厚飼料をほぼ給与せず、野草や牧草、冬季には乾草やグ

ラスサイレージなどの粗飼料を補って飼養する。そのため、泌乳量は著しく少

ないが飼料費が大幅に抑えられ、飼育用の大型牛舎も必要としないので、舎飼

いに比して低投入で持続可能性に優れる。放牧地の立地条件については、猶原

（1966）は「放牧地といえども、平地が最もよいということはいうまでもない。

ついで緩傾斜地が好ましい。しかし１家の経済を豊かにする経営に必要な面積

を、平地や緩傾斜地に求められる地域は少ない。15～20°以上の山地でないと、

広い面積は容易に求められない。」と述べており、実際に急傾斜地を放牧地とし

て利用する事例も多い。耕作に向かない中山間の条件不利地における畜産的土

地利用は、国土管理、水源涵養、災害防止機能の観点からも評価できる（山内

2008）。以上のことから、山地酪農は飼養体系や立地環境、景観等の面で、北海

道などで行われる集約放牧をはじめとした、他の放牧酪農経営とも大きく異な

る特質を有していることがわかる。 

こうした山地酪農の原初的な事例に、提唱者の猶原氏から直接指導を受けて

1958年に山地酪農へと転換した岡崎牧場（高知県）がある。岡崎牧場の放牧地

は傾斜度が 20～40 度近いという非常に厳しい立地条件であったが、ここで「猶

原方式」の技術的な実証が進められ、徐々に県内に同方式を採用する経営が広

がっていった（宮地牧場、市川牧場、斎藤陽一牧場など）（猶原 1966、柏 1975）。

それから 1980 年代頃にかけて、岡崎氏の長男が宮崎県に入植して拓いた霧島牧

場をはじめ、清水牧場（群馬県）、戸沢牧場（秋田県）、西村牧場（島根県）、岩

本牧場（岡山県）、斎藤晶牧場（北海道）、熊谷農場、吉塚農場、中洞牧場（現

なかほら牧場）（岩手県）などが相次いで創業した（以下、第一世代という）。

「地元の粗飼料資源を活用した『地域資源循環型畜産』あるいは『低投入型畜

産』と呼べる形態」（増井 2005）として主にその低投入性を評価された山地酪
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農は、1960 年代以降に一時的な広まりを見せた。しかしながら、その後の日本

の酪農産業は安価な輸入飼料が入手できることを前提とした舎飼いが主流とな

って発展し、結局山地酪農は今日まで広く普及するには至っていない。 

山地酪農の普及・定着を困難にしている要因として、猶原（1966）は「日本

の国土に合致した新しい日本酪農ともいうべき山地酪農の構想と、その構想を

実現するのに、資金労力時間を最小にする展開過程をよく理解している指導陣

容が存在していないこと」、「参考にすべきモデル農家がほとんどいない」こと

が最大の障害であると指摘している。また、伊藤（2004）は、基盤確立までに

一世代相当の時間がかかり、その間の家計維持が困難な点、農業所得が飼養頭

数よりも放牧地や採草地の規模に規定される点を挙げている。増井（2005）も

「時代を先取りしたすばらしい先駆的事例がある反面、他産業並みの所得追及

が課題である現実の経営にとって、通常の生産様式からの転換に年月と忍耐を

要するものであり、広範に普及してきたとはいい難い」と述べている。特に、

新規就農の場合は成長の制約要因として資金よりも農地取得の難しさが大きく

影響することが指摘されており（藤栄・江川 2003）、広大な営農地の確保や経

営基盤確立は一層困難であると考えられる。 

加えて、生乳生産の面では、山地酪農の乳牛は舎飼いに比べて個体乳量、生

乳の乳脂肪分が少なく、それらの季節変動も大きいというデメリットを抱えて

いる。これは、前述のとおり濃厚飼料をほとんど給与しないことと、広大な放

牧地を歩き回るため運動量が多いことによる。1987年に生乳取引における乳脂

肪分の業界基準が 3.2％から 3.5％に引き上げられてからは（中央酪農会議

2000）、放牧経営、とりわけ西南暖地の事例や、ジャージー種などに比べて乳脂

肪率が低い乳質のホルスタイン種を飼養していた事例で、新たな乳脂肪分基準

を通年クリアすることが難しくなり、基準未達の生乳は廉価取引あるいはペナ

ルティが課されるようになった（中洞 2022）。一時は緩やかに増加していた山

地酪農経営の戸数も、この生乳取引事情の変化が一つの転換点となり減少して

いった（柏 2012）。 

従来の生乳流通制度は全生乳を用途・販売先を指定することなく農協系統共

販に委託して一律乳価で販売する「全量無条件委託」を原則に設計されており、

その集乳過程で複数戸の生乳が合乳されるので、業界の規格に縛られない独自
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の商品化や付加価値販売は実質的に不可能であった。柏（2012）や佐藤（2013）

はこうした戦後農業政策と生乳流通制度の硬直性の問題点を指摘している。 

これに対し、貿易自由化の進展や６次産業化による所得向上推進などを背景

に、1998 年「生乳受託販売の弾力化」が通知され、「全量無条件委託」の原則

は段階的に緩和されることとなった。以降は、放牧飼養やジャージー種等の乳

質の特色を活かした委託加工や自家加工販売を行う新たなビジネスモデルが実

現し、従来は低投入な地域資源循環型という側面ばかりが強調されてきた山地

酪農も、生乳の高付加価値化や多様化する消費者ニーズへの対応といった面で

再評価されるようになった（日本草地畜産協会 2000）。 

一方で、山地酪農では舎飼いに比べて個体乳量が少ない上に季節や気象条件

に左右されやすく、ごく小規模の場合は繁殖や乾乳といった乳牛のライフサイ

クルの影響で全体出荷量や風味に変動が生じる。こうした特徴は、均質性や安

定性が重視される一般商流になじみにくい。さらに、効率性等の問題から委託

加工を引き受けられる地域乳業が少ないため、自家加工販売の設備投資に係る

多額の資金や販売・配送などの労働負担が生じ（光成 2018；2020）、コストに

見合った販売価格の実現が新たな課題となった（蔦谷 1998）。 

猶原（1966）は、その大部分が草地形成、飼養技術とその実践事例の記述に

割かれており、当時想定されていなかった系統外の流通販売に関する事項を含

め、いかに生計を立てるかという経営面への具体的な言及は見られない。山地

酪農に関する既往の調査報告や論考も系統共販を利用する事例が多く（全国酪

農協会 1976 等）、加工販売に関するものは蔦谷（1998）、伊藤（2004）、伊藤ら

（2021）が、熊谷農場・吉塚農場の２戸が共同で加工販売を開始した経緯や山

地酪農牛乳のマーケティング手法に着目して整理しているにとどまる。 

しかし、前述の第一世代の中には、他にも諸障害を克服して現在まで存続し

ている事例がある。例えば、斎藤陽一牧場は消費者グループの買い支えにより

地域乳業の求める最小取引ロットを達成したことで（田中 2017）、中洞牧場は

支援者の紹介で地域乳業の協力を得たことで、それぞれ委託加工による商品化

を実現した（古庄 2007）。 

これら第一世代の事例に共通する特質は、提唱者の猶原氏の生き様や思想に

感銘を受け、「猶原方式」の理念や原理原則の踏襲に努めたことである。しかし
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ながら、「猶原方式」を実践した事例は、いずれも経営を安定させるまでには

20～30 年ほどの年月を要している。営農地の確保と整備に加え、系統共販が原

則の時代であったために独自の商品化の実現と販路確保に時間がかかったこと

が主な原因と考えられる。その間の家計維持が困難であったことに加え、入植

可能な飼養適地は人里離れた環境になりがちで、電気・ガス・水道などの生活

インフラが整っていないケースでは乳牛飼養と日常生活との両立は困難を極め

た。その後、委託または自家加工により独自の商品化を行うなどして、比較的

狭い圏内かつ特定の販路で知り合いの口コミ等をもとに少しずつ固定客を獲得

した。独自ブランド牛乳も放牧自体も社会的認知度がほとんどない中、酪農や

牛乳に関する情報や自らの思いを手書きで綴った通信や新聞を商品とともに配

布し、地道な理解醸成と支持獲得を続けた。やがてマスメディア等にも取り上

げられるようになると、顧客層も流通圏も徐々に広がっていった。 

このように、第一世代の事例は忍耐と努力を重ね、個々に大きく異なる環境

に適応しながら時間をかけてそれぞれ発展した。吉塚（2022）によれば、山地

酪農提唱当初の「猶原方式」を現在も厳密に実践している事例は全国 3戸のみ

しか残っていないとされる 1）。一方、昨今ではそうした先進経営で就業・研修

を経験したり指導を仰いだりして独立する新たな事例（以下、後続世代という）

が少しずつ増えている。その中には、山地酪農を基礎としつつも、各々の求め

る目的や所与の条件に合うよう独自の展開を模索する事例、「山地酪農」をあえ

て標榜しない事例も散見され、多様化が進んでいると言える。 

提唱から半世紀以上を経て、消費者市場の変容や制度改正、技術革新など経

営環境が著しく変化していることを踏まえれば、山地酪農のあり方やそれを採

用する目的、それによって生み出される価値も変わりうる。そうした時代変化

を経た後続世代については、経営の成立条件を再検討する余地があるのではな

いだろうか。 

そこで本稿では、現在の外部環境においていかに生乳の付加価値を高め山地

酪農経営を成立させられるかという視点に立ち、比較的若い後続世代の事例を

対象に、経営展開過程とその特質を把握した上で成立条件について考察する。 

以降は、２節にて本研究の調査方法と分析視角を示す。３節では調査事例の

概要と基本情報を説明し、４節にて各事例の経営展開過程を詳述する。その上
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で、５節では山地酪農の経営成立において重要となる要因について考察し、６

節にて結論を述べて締め括る。 

２．調査方法と分析視角 

（１）調査の概要 

本稿では、山地酪農を実践する各事例が経営展開過程でどのような課題に直

面し、それをいかに経営努力や経営外からの支援により克服したかについて把

握した上で、山地酪農の実践に係る課題抽出および成立要因の検討を行う。方

法として、山地酪農経営およびその関係者への聞き取りによる実態調査を行っ

た。 

調査対象は、1998年の「生乳受託販売の弾力化」以降に府県で創業し、現在

までに山地酪農経営を概ね軌道に乗せている後続世代３戸（熊本県・玉名牧場、

栃木県・森林ノ牧場、神奈川県・薫る野牧場）とした。それぞれ経営の規模も

内容も多様であるが、地縁のない土地で新規就農している点、創業から現在ま

で一度も系統共販を行っていない点、自ら加工施設を持ち独自の商品化を実現

している点で共通している。 

現地調査は 2022 年９月および 2023年２月の二度にわたって実施した。主な

調査項目は、入植と農地確保に係る経緯、創業から現在までの経営概況の推移、

生乳生産部門および加工販売部門の基盤確立過程、販路開拓の方法と取引先に

ついてである。さらに、入植地域の特性や地域社会との関係性を把握するため、

補完調査として調査事例が所在する地域の行政関係者や住民への聞き取りおよ

び資料収集、調査事例の商品を仕入れている小売店や飲食店の視察も行った。

調査当日にデータの取得や回答が困難な事項、並びに追加的な確認事項につい

ては、後日 Eメールまたは郵送にて情報提供を求めた。 

（２）分析視角 

前述の聞き取り調査の結果をもとに調査事例３戸の経営展開を概観すると、

いずれも表１に示す４つの画期を経て、安定した生乳生産量および販路を確保

するに至っていることがわかった。 

入植開拓期は、入植から放牧開始までを指す。新規就農者が農地を探す場合
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には移住を伴うケースが多く、営農開始前に農地と住居を確保し、地域行政や

周辺住民の理解や承認を得る必要がある。また、導入した乳牛の放牧地への環

境適応にも一定の時間を要する。 

基盤確立期は、搾乳および加工施設の整備から商品製造開始までを指す。大

規模な牛舎は不要だが、最低限の搾乳舎、草地整備と牧柵設置は必要である。

また、前述のとおり、現在の生乳流通制度下で放牧の特徴を活かした独自の牛

乳・乳製品を販売したい場合、生産者自らが加工・流通・販売管理まで担わな

ければならず、そのための資金と設備の調達、状況によって新たな雇用も必要

となる。 

販路拡大期は、放牧牛乳乳製品として付加価値販売を開始してから一定数の

顧客が確保できるようになるまでを指す。実績とノウハウに乏しい中での販路

開拓はハードルが高いと考えられる。 

これらの期間を経て、使用可能な農地全域の開拓を完了し、適正な飼養頭数

と生乳生産量が達成され、それに対応する安定的な販路が確保できた時点以降

を経営安定期とする。 

 

名称 区切りの目安 主な作業・イベント等 

Ⅰ. 入植開拓期 入植から放牧開始まで 住居と営農地確保、住民説明、放

牧地整備、乳牛の導入と馴致 

Ⅱ. 基盤確立期 搾乳・加工設備の整備か

ら商品製造の開始まで 

資金調達、牛舎建設および搾乳に

係る機械・器具の整備、加工施設

の整備、製造販売の開始 

Ⅲ. 販路拡大期 商品販売の開始から安定

的販路獲得まで 

販路の開拓・拡大、消費者への認

知度向上、積極的な情報発信 

Ⅳ. 経営安定期 乳量・販路の安定 放牧地全域の利用、製品ラインの

拡充、単位面積あたり頭数や生産

量の調整（必要に応じて新たな土

地の取得を目指す） 

  

既往の調査報告（全国酪農協会 1976）や自伝・伝記的資料など（吉塚 2022、

中洞 2022、古庄 2007 等）によると、第一世代の場合、入植から搾乳開始（手

作業による搾乳を含む）に至るまでの期間は短いものの、基盤確立期に 15～20

表１ 山地酪農の経営画期 

出所：聞き取り調査により筆者作成 
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年程度、販路拡大期にはさらに数年～10 年程度を要している。前者については、

創業当初は系統共販を利用していたが採算が取れず、前述の「生乳受託販売の

弾力化」以降に商品化を目指したことも関係すると思われるが、いずれにして

も経営安定期までに 30 年、あるいはそれ以上かかり、これが普及において重大

な障害となったことは明白である。 

本稿の主眼は、こうした第一世代の事例に学び、後発的に山地酪農の実践を

試みた若い経営に視座を定め、入植から経営安定に至るまでの変遷を整理し、

経営展開の制約要因と成立要因を抽出することにある。 

次節以降は、本稿で聞き取り調査を行った各事例について、表１の画期に沿

って整理し、各段階で直面するさまざまな課題をどのように克服してきたのか

を明らかにする。 

３．調査事例の概要 

調査事例の一覧は表２に示す。本節の表中および本文に示す数値は 2022 年

末日時点のものであり、公開可能な情報を記載している。 

玉名牧場は、2000 年入植、2001 年の創業から起算して 23年目の個人経営で

ある。熊本県玉名市内の 14ha（うち借地９ha）の放牧地でジャージー種の乳牛

30 頭を飼養し、自家加工の牛乳・乳製品、鶏卵、無農薬米を販売する小規模複

合経営に家族４名（酪農・加工販売部門は経営者夫妻２名）で従事している。

無肥料・無農薬栽培の牧草のみでの飼養を徹底し、配合・濃厚飼料は給与しな

い。主な販路は熊本県内および福岡県のイタリアンレストラン、ジェラート店、

自然食品小売店等である。牧草のみで飼養した放牧酪農製品のおいしさや価値

を広め、正しい食のあり方を伝えることを重視し、自然栽培農家らとともに消

費者教育・交流活動を十年以上続けてきた。 

森林ノ牧場那須は、2011 年１月に事業譲渡を受け、その直後の同年３月に東

日本大震災および福島第一原子力発電所事故、2020 年からは COVID-19 感染拡

大に見舞われながらも 13年目を迎えた法人経営である。ジャージー牛 20 頭前

後の生乳を多様な商品に加工し、生産・加工販売部門ともに好調である。放牧

酪農を通して未利用資源活用や雇用創出といった地域社会の課題の解決を目指
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し、乳の価値を高めることを理念としている。需要拡大により、2021 年には同

規模の第２牧場・森林ノ牧場益子を拓いて生産基盤を拡充した。 

 

名称 玉名牧場 森林ノ牧場 薫る野牧場 

所在地 熊本県玉名市 栃木県那須町 栃木県益子町 神奈川県山北町 

年齢 入植時 30 歳 

  現在 52 歳 

入植時 28 歳 

  現在 40 歳 

入植時 27 歳 

  現在 33 歳 

入植年 2000 年 2009 年 － 2016 年 

創業年 2001 年 2011 年注１） 2021 年 2018 年 

法人化 △注２） 〇 ✕ 

総面積 17.9ha 8.3ha 8ha 8.8ha 

内訳 放牧地 14ha 

採草地 3ha 

その他 0.9ha 

放牧地 3.4ha 

採草地なし 

使用不可 4.9ha 

採草・放牧 

兼用地 1.5ha 

(2023 年～) 

放牧地 4.5ha 

採草地 1.5ha 

未使用 2.8ha 

主な草種 

 

バヒアグラス、センチピ

ートグラス、ケンタッキ

ーブルーグラス、和芝等 

オーチャードグラス、ケ

ンタッキーブルーグラ

ス、和芝、野草等 

オーチャードグラス、ク

ローバー、和芝、野草等

和芝・野草等 

補助飼料 乾草、サイレージ 乾草、濃厚飼料 乾草、濃厚飼料 米ぬか、ビートパルプ、

ナタネ粕 

乳牛品種 ジャージー ジャージー ジャージー ジャージー 

繁殖方法 自然繁殖 人工授精 人工授精 人工授精 

飼養規模 30（搾乳牛 17） 24（搾乳牛 14） 18（搾乳牛 7） 10（搾乳牛３） 

年間乳量 31t 73.9t 11.6t 

労働力 ４名 22 名 ３名 

主な設備 搾乳舎、パイプライン

ミルカー、加工施設、

カフェ 

搾乳舎、パイプライン

ミルカー、加工施設、

カフェ 

搾乳舎、パイプライン

ミルカー 

搾乳舎、バケットミル

カー、加工施設 

主な商品 牛乳、チーズ、バター

（不定期）、 

鶏卵、無農薬米 

牛乳、ソフトクリームミックス、ヨーグル

ト、発酵バター、アイス、チーズ、革製品

等注３） 

牛乳、ソフトクリーム

ミックス 

主な販路 自然食品店卸、飲食店

卸、EC等 

小売店・飲食店・道の駅卸、EC、直営店等 EC、小売店・飲食店・道 

の駅卸、自販機等 

開業資金 8,000万円 1,500万円 6,000万円 2,180万円 

（内訳） 借入 5,330万円 

個人出資 2,670万円

借入 500万円 

個人出資1,000万円 

借入 6,000万円 借入 1,630万円 

自己資金 400万円 

給付金 150万円 

年間売上 N/A 1億 8,700万円 2,000万円

 

表２ 調査事例の概要 

出所：聞き取り調査により筆者作成 

注１）ここでは現経営者が事業継承した 2011 年１月を事実上の創業年とする。 

注２）玉名牧場は一度法人化した後、現在は個人事業に戻している。 

注３）加工施設は森林ノ牧場那須のみ保有。チーズと革製品は委託加工である。 
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薫る野牧場は、2016 年入植、2018 年の創業から起算して５年目の個人経営

である。神奈川県の山北町共和財産区２）内にある 8.8haの山林・草地で、在来

のシバを利用した崩れにくい山づくりを進めている。ジャージー牛 10 頭を放牧

して牛乳とソフトクリームミックスの自家加工を行う。作業は経営者と夫、非

正規雇用１名で分担し、少頭数でも成立する省力経営の実現を通して、新規就

農による山地酪農は困難であるというイメージの払拭を目指している。創業前

からオンラインで開拓や営農準備の様子を発信し、EC直販のほか、近隣地域の

小売店・飲食店等の販路を着実に増やしてきた。 

４．調査事例の経営展開過程 

（１）玉名牧場 

Ⅰ. 入植開拓期（1998 年～2001 年：４年間） 

矢野希実氏はエンジニアとして会社勤めをしていたが、友人の畑作業を手伝

ったり、自身の健康を顧みたりする中で、食や暮らしのあり方について深く考

えるようになった。モンゴルの雄大な放牧の風景への憧れもあり、前職を退職

して九州各地の酪農経営で研修を始めた。その傍ら、県農業会議や各地の行政

の担当課への相談を続け何件か候補地の紹介を受けたが、地縁も実績もない中

でなかなか契約には至らなかった。２年経った頃、熊本県に住む知人を通じて

地域で信頼の厚い人物と出会い、その紹介で熊本県玉名市の地主から山間の牧

場跡地約３haを当面無償にて借りられることとなった。長年使用されず荒れて

いた山林を切り拓いて牧草数種を播種し、約３年かけて整備した。その間、地

域に根付けるよう住民との交流を心がけ、「区役（出事）」と呼ばれる行事準備

や清掃活動に必ず参加した。交流を続けるうちに理解が広がり、中には牧場整

備作業を手伝う人も現れた。2001 年には乳牛１頭を導入して放牧を始め、廃業

予定の乳業から譲り受けたバケットミルカーで搾乳を開始した。 

Ⅱ. 基盤確立期（2002 年～2005 年：４年間） 

支援者の手も借りながら借地全域に放牧地を広げた後、2002 年頃に敷地に隣

接する玉名市所有の農地約９haを借り受けた。モンゴルの遊牧やニュージーラ

ンドの放牧酪農を参考にしながら独学で放牧を試みたものの、最初の３年ほど
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は採食不良や事故が続いて健全な後継牛が育たず、年間個体乳量も 800～

1,200kg と非常に少なかった。根気よく続けるうちに環境に適応する牛が次第

に増え、放牧５年目以降は一定の生産乳量が確保できるようになった。そこで、

それまで自家消費中心であった生乳を加工販売しようと、全国の先進工房に通

ってチーズの製造技術を習得する一方、加工施設新設に係る多額の資金を調達

するために銀行、農林漁業金融公庫（現日本政策金融公庫）、農協等を訪ね歩い

た。しかし、実績がないことを理由に融資が下りず、最終的には無肥料・無農

薬農産物を扱う企業の経営者から、牧場商品の取扱販売を前提に計 8,000万円

の出資および融資の申し出を受け、搾乳舎と加工施設の建設に漕ぎつけた。前

職のエンジニア経験を活かして施設設計を自ら行い、費用を抑えた。 

Ⅲ. 販路拡大期（2006 年～2009 年：３年間） 

2006 年から牧場名義の Facebook アカウントの運用を始め、オンラインコミ

ュニティを通じて製品の引合いにつながることも出てきた。2008年には、そう

した情報を頼りに質の良い地場産食材を求めて訪ねてきた県内のイタリアン料

理人と取引を開始した。これが契機となり、多様で質の良い食材をつくる地域

農家を支えたいとの思いを持つ他のイタリアンレストランにも一気に販路が拡

大し、自然栽培農家とも交流ができた。2007年頃からは家族に加えて正規従業

員１～２名を雇用し、研修・実習も希望があれば受け入れた。 

Ⅳ. 経営安定期（2010 年～現在：13 年間） 

2010 年にはすべての放牧地整備が完了し、総飼養頭数約 30 頭（うち搾乳牛

17～18頭）、年間乳量約 30ｔ程度の生産規模で安定するようになった。新規で

放牧を始める酪農経営への乳牛提供も行い、単位面積あたり頭数の増加を抑え

ている。2014年に牧場ホームページを、2016 年にオンラインストアをそれぞれ

開設してオンラインでの情報発信や販売機会を拡充するとともに、自然栽培農

家や地域の異業種の仲間と協力して、消費者に食のあり方を伝える交流イベン

トを何度も開催した。観光牧場ではないものの、2018年からは見学ランチやカ

フェ営業を行い、消費者も訪問できるようにした。こうした消費者交流や情報

発信を 10 年以上続けてきた成果もあり、以降は積極的に営業活動をせずとも引

合いが来ることが多くなった。九州最大の消費地である福岡県中心部から車で

１～1.5 時間程度という立地を生かし、県内を中心に福岡県にも商圏を広げて
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いる。 

現況と今後の意向 

約 20 年かけて採食性の高い牛群を育成し、現在は搾乳牛常時 17～18頭、個

体乳量 1,500～1,800kg程度で、年間生産乳量 30tを維持している。これは現在

の放牧地面積で経営を成立させる限界水準であり、気象条件等による変動を考

慮して増頭したい意向を持つ。ただし、今後拡大可能な地続きの農地はないた

め、当面は飼料の採食利用効率を高めることで個体乳量の増加に努める方針で

ある。 

（２）森林ノ牧場（那須および益子） 

Ⅰ. 入植開拓期（2009 年～2011 年：2.5 年間） 

現経営者の山川将弘氏は、放牧された乳牛がゆったりと草を食む牧歌的な光

景に惹かれて大学では畜産を学び、既存の山地酪農経営での就業経験を経て、

2007 年に環境ビジネスを手がける民間企業に転職した。その企業が 2009 年に

「森林共生型酪農事業」の一環として栃木県に森林ノ牧場那須を開設し、山川

氏は従業員としてその立ち上げと運営に関わった。８haの林野にジャージー牛

14頭を周年昼夜放牧して、敷地内で牛乳やソフトクリームの加工販売、カフェ

営業を行っていたが、2011 年１月に当該企業が酪農事業から撤退することを決

定し、その際に事業継承を希望した山川氏が経営を引き継いだ。 

Ⅱ. 基盤確立期（2011 年～2013 年：３年間） 

既存の搾乳・加工販売施設をそのまま使用でき、経営開始時点で販路と実績

を有していた点で他の事例と大きく異なる。ただし、事業継承直後に発生した

東日本大震災と福島第一原子力発電所事故の影響で県内全域が放牧禁止となり、

一時は生乳全量廃棄に追い込まれ、既存販売先も失った。一方、震災前から準

備を進めていた大口の卸販売は、放牧停止中にもかかわらず実現できることと

なり、当面は近隣の酪農経営に牛を預け、そこで搾った生乳を自社加工施設に

運んで商品製造を続けた。それでも風評被害や販路減少の影響は拭えず、売上

は震災前の約４分の１に落ち込み、営業利益は赤字の年が続いた。2012～2013

年は草地の除染と牧草播種を進め、2014年春から除染済み放牧地 2.6haでよう

やく放牧を再開した。 
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Ⅲ. 販路拡大期（2014 年～2019 年：５年間） 

放牧再開後は従来の牛乳とソフトクリームに加え、ヨーグルトやミートソー

スの製造も開始した。一般顧客からはバターを望む声が多かったが、バター製

造は副産物として無脂肪乳が大量に生じる。そのため、先に無脂肪乳を活用し

た乳酸菌飲料を開発して販路を確保した後、本格的なバター製造を開始した。

さらに、無脂肪乳を活用したアップサイクル型の土産菓子をつくり、その製造

と販売は、那須の魅力を伝えたいとの思いから観光業、飲食業などに携わる人々

とともに 2018 年に設立した別法人「バターのいとこ」が担っている。2019 年

には那須に直営店２店舗を開業し、山川氏が役員を務める別法人「GOOD NEWS」

が展開する那須の複合施設や東京都内の店舗等でも森林ノ牧場の生乳を使用し

た商品を取り扱っている。 

このように、震災後に取引を開始した地域外の卸売販売に売上の 6割超が集

中していたところを、売上における業務用卸売：小売卸：直販の割合、地域内

流通：地域外流通の割合がそれぞれ同等になるよう、製品ラインと販路を拡充

しながら徐々に調整していった。こうした商品開発や販路開拓の成果もあって、

2018 年以降は需要に対して恒常的に生乳が不足する状況となったことから、

2019 年後半から新たな農地取得に向けて準備を始めた。 

Ⅳ. 経営安定期（2019 年～現在） 

2020 年春には COVID-19 感染拡大による取引先の休業が相次ぎ、出荷量が一

時的に減退したので、搾乳回数を減らして生産乳量の削減で対応した。その間

に新たな土地の確保と整備を進め、2021 年に栃木県益子町に第２牧場（８ha）

を開いた。震災時に危機的状況に直面した経験を踏まえ、大口取引先に集中し

ていたチャネルを分散させながらリスクヘッジを図っていたことが奏功し、コ

ロナ禍でも売上高は減少することなく、むしろ漸増している。加工設備や直営

店舗の所在地である那須周辺は別荘地や観光地として有名であり、集客がしや

すく今後も継続的な需要が見込めるものと考えられる。 

現況と今後の意向 

当面は第２牧場の整備を進めつつ、各牧場の飼養規模は維持する。粗飼料の

地域内自給率を高めるため、地域農家と連携して WCS（ホールクロップサイレ

ージ）、SGS（ソフトグレインサイレージ）の生産にも挑戦する予定である。こ
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れにより、購入飼料費を削減しながら、地場産飼料の利用という価値も付加で

きる。それ以外にも、分野や業種の垣根を越えた協働により、地域課題解決を

目指す新たな事業への挑戦に意欲的である。 

  

年 
面積注１） 

（ha） 

乳牛注２）

（頭）

労働力

(人) 
乳量（t）

売上高

（千円）
摘要 

2009 8.3 (4.9) 11 N/A N/A N/A  

2010 8.3 (4.9) 10 N/A N/A N/A  

2011 8.3 (０) － ２ － 25,058 福島第一原発事故のため乳

牛飼養停止  2012  8.3 (０) － ３ － 55,368

2013  8.3 (0.6) － ４ － 54,916 段階的に除染開始 

2014 8.3 (2.6) ６ ５ 23.6 66,727 放牧再開 

2015 8.3 (2.6) 10 10 52.8 80,335  

2016 8.3 (2.6) 13 10 67.1 91,201  

2017 8.3 (2.6) 15 10 73.6 100,536  

2018 8.3 (2.6) 16 11 77.2 115,953 「バターのいとこ」設立 

2019 8.3 (2.6) 18 11 78.7 122,059 販路の拡充 

2020 8.3 (2.6) 20 17 77.6 125,232 コロナ禍で搾乳回数減 

2021  17.1 (11.4) 23 20 92.5 152,976 借地拡大、第２牧場開業 

2022 17.1 (11.4) 21 22 73.9 178,092 注３） 

 

 

 

（３）薫る野牧場 

Ⅰ. 入植開拓期（2016 年～2018 年：２年間） 

山北町共和財産区は県営乳牛育成牧場に 40 年以上貸与されていたが、育成

牧場撤退に際して、地域住民により今後の活用方針が協議された。その結果、

なかほら牧場・中洞正氏の著書で山地酪農を知った住民の提案を契機に、同氏

に牧場開設と技術指導を依頼する運びとなった。視察に同行したなかほら牧場

従業員の花坂薫氏は折しも独立に向けた土地探しの最中であり、偶然にも同町

が学生時代に訪れた思い出の地で出身地からも近かったため、入植を希望した。 

創業に先立ち、2016 年に牧場予定地近隣に移住して、早く地域に根付けるよ

う地域の集会や共同作業に積極的に参加して住民との交流を続けた。半年後に

は地域住民への事業説明会の場を得て、牧場予定地の測量、財産区管理会と農

表３ 森林ノ牧場那須および益子の経営概況の推移 

出所：聞き取り調査により筆者作成 

注１）所有地・借地面積の合計。（）内は開拓整備が完了し使用中の農地面積。 

注２）数値は搾乳牛頭数のみ。 

注３）2021 年、2022 年の数値は、第１牧場と第２牧場の合計値。 
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業委員会の承認を経た後、2017年に正式に借地契約が結ばれた。すぐさま牧柵

設置や搾乳舎の建設許可申請に着手し、チカラシバ、カヤ主体の草地に、ノシ

バの定植とクローバーの播種を行った。整備風景や作業進捗は Facebookや個人

ホームページで紹介し、地域社会に花坂氏自身や牧場の様子が一層認知される

ようになった。 

Ⅱ. 基盤確立期（2018 年～2019 年：２年間） 

創業初期の設備投資および運転資金は、青年等就農資金からの借入金 1,630

万円、農業次世代人材投資事業の給付金年額 150万円（最長５年間：2018～2022

年）および自己資金 400万円でまかなった。 

2018年半ばには放牧地整備のめどが立ち、５頭の搾乳牛を導入し、同時に搾

乳とソフトクリームミックス製造を開始した。直営店舗は持たず、地場産生乳

を求める地域内のカフェや県内のジェラート店に卸販売を行った。牧場名義で

ホームページと Instagramアカウントを開設してさらなる情報発信に努め、牧

場見学受付も開始した。 

Ⅲ. 販路拡大期（2020 年～現在） 

コロナ禍は外食需要停滞により主力商品の業務用ソフトクリームミックス

の注文が激減したが、県内アイスクリーム店の協力を得てカップアイスに委託

加工して消費者に提供するというクラウドファンディングを実施し、過剰在庫

を解消した。2020 年末には牛乳製造販売も許可を得て開始し、既存の取引先以

外に SNS等から新たに引合いがあった県内のパン屋や飲食店数件も加えて牛乳

の卸販売を始め、小口ながらも強固な販路を築いた。ECの牛乳定期購入も関東

地方を中心に全国 50件程度ある。2021 年後半にはテレビ出演をきっかけに EC

へ約 3,500件もの注文が殺到して一時受注停止するなど突発的な需要増による

混乱があったものの、翌春には解消した。 

牧場周辺地域はハイキングコースとして有名で、春をピークに通年登山客が

訪れるため、コロナ禍の終息に伴い、牧場周辺の自販機や地域の飲食店・小売

店に出荷している牛乳やソフトクリームミックスの需要も増えていく見込みで

ある。県内の消費地や観光地へのアクセスも比較的良好であり、東京都心から

電車で２時間以内の立地であることから、飲食店・小売店の潜在的な取引需要

にも期待できると考えられる。 
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現況と今後の意向 

貸主の協力的な姿勢もあって放牧地や加工施設の賃貸料を極めて低く抑え

られていることや、省力的な経営に努めて人件費の支出を必要最低限にとどめ、

無料で手に入る米ぬか等を補助飼料にして飼料費を削減するなどの工夫を講じ

ることで、創業４年目に黒字化している。酪農経営としては非常に小規模であ

るものの、生産量に対応する十分な取引先を有し、新たな引合いもあることか

ら、2023年には経営安定期に入る見通しである。 

経営者の出産育児を経て、ゆとりある経営を志向している。事業計画では搾

乳牛７～８頭が必要となる見込みであったが、個体乳量が想定より多かったこ

とや EC販売に割く労力等を考慮し、当面の間は現状の搾乳牛３頭前後、年間乳

量 10t程度の規模を維持する方針である。現在増えつつある育成牛の一部は山

地酪農新規就農者に譲る予定である。 

 

年 
面積注 1）

（ha） 

乳牛注２） 

（頭） 

労働力

(人) 

乳量

（t）

売上高

（千円）
摘要 

2016 － － １ － － 入植 

2017 8.8(－) － １ － － 借地契約 

2018 8.8(3.5) ６(４) ３ 1.8 3,514 製造販売開始 

2019 8.8(3.5) ３(２) ３ 5.9 8,134  

2020 8.8(4.5) ５(２) ３ 3.5 9,534 牛乳製造販売も追加 

2021 8.8(５) ８(３) ３ 10.6 18,937  

2022 8.8(６) 10(３) ３ 11.6 20,047 経営者出産 

 

 

 

５．成立条件に関する考察 

猶原（1966）は「山地酪農の主要要因」として、自然的要因（日光、雨、大

気、土壌等）、生物的要因（家畜、植物等）、原料的要因（肥料、濃厚飼料等）、

資金的要因（立地と建造物、機械器具等）、社会的要因（市場、道路、社会慣習

等）、人的要因（知性、体力、開拓勤労精神）を挙げ、第一世代の先進事例によ

表４ 薫る野牧場の経営概況の推移 

出所：聞き取り調査により筆者作成 

注１）借地面積の合計。（）内は開拓整備が完了し使用中の農地面積。 

注２）（）内は搾乳牛頭数。 
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る実証を試みた。 

本節では、前 節までの内容を踏まえ、これらの事項に沿って成立条件を再

考する。なお、猶原(1966)の自然的、生物的、原料的要因については山地酪農

を山地酪農たらしめている基本的な考え方と技術に関する記述であり、大部分

が後続世代の事例にも相通ずる内容であった。そのため、紙幅の制約上重複す

る部分は割愛し、ここでは本稿の事例の成立において重要であったと思われる

点のみ述べる。 

（１）自然的要因：立地条件について 

山地酪農は条件不利地を活用できるという特長があり、急斜面や寒冷地など

厳しい自然条件下での実践例も多い。ただし、牧養力の周年維持や放牧事故防

止の観点からできるだけ温暖で急峻すぎない環境であること、乳牛の飲水確保

や加工施設の稼働に必要な水が可能な限り敷地内で利用できることが求められ

ることがわかった３）。 

第一世代には、こうした条件に適う広い営農地を求めて山深い地域に立地す

る事例が多く見られたが、本稿の調査事例はいずれも消費地や観光地が商圏に

入る立地であった。加工販売の重要度が高まっている後続世代では、需要と雇

用労働力の確保、商品物流および輸送コスト、日常生活の利便性といった事情

を考慮し、都市部へのアクセスがある程度良好であることも重要な条件の一つ

となる。 

一方で、山地酪農の農業所得は放牧地面積に制約を受けやすく、近郊地域で

はまとまった放牧地の確保や必要に応じた拡大が困難な場合も少なくない。玉

名牧場では、望ましい乳量（年間約 60t）を得るためには現在の２倍程度の放

牧地が必要だが、周辺への拡大が難しい状況にある。森林ノ牧場は、取引先需

要に対して生乳量が不足したため、別の場所に同規模の第２牧場を拓くことで

対応した。 

本稿の事例ではないが、近年は農業従事者の減少や高齢化に伴って耕作放棄

地が増加しており、府県において必ずしも中山間地や条件不利地でなく一定の

面積の土地を入手できるケースも出てきており、今後状況が変化する可能性も

ある。 
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（２）生物的要因：乳牛の導入について 

かつて山地酪農の適格牛は「現在わが国ではほとんど買い求めることはでき

ないので、自分で育成するほかはな」かった（猶原 1966）。玉名牧場は最初期

に舎飼い経営から導入した牛の事故等が相次ぎ、放牧に適した牛群形成に 5年

超を要した。その後 20 年にわたって子牛期から放牧して長年牧草・粗飼料のみ

で飼養を続けた結果、現在では採食能力と粗飼料利用消化能力に優れた強健な

個体が多い４）。玉名牧場のように、放牧酪農に向くジャージー種や放牧馴致が

なされた乳牛を有する国内の経営は増えており、森林ノ牧場と薫る野牧場では

既存放牧経営から導入している。これにより、長い年月を要する適格牛群の育

成の期間を幾分短縮することが可能であるとともに、初期の採食不良や放牧事

故の回避にもつながると考えられる。 

（３）資金的要因：加工販売に係る設備投資について 

生乳を全量委託販売する系統共販と違い、加工販売まで自ら担う後続世代の

山地酪農経営が安定するためには、基盤確立期から販路拡大期まで、すなわち

搾乳を始めてから一定の収益を得られるようになるまでの年数をいかに短縮で

きるかが鍵となる。しかしながら、実績がなく販路も定かでない新規就農者が、

搾乳・加工の設備投資に係る多額の融資を受けるに足る事業計画を立てるのは

容易でない。本稿の調査事例では、玉名牧場は自然食品を扱う企業の経営者か

ら、森林ノ牧場は前経営者から、それぞれ個人出資を受けている。薫る野牧場

は町役場や農業振興センターの指導と協力を得て事業計画を作成し、公的助成

を利用した。資金調達においては、事業の理念や価値を汲んだ支援者の存在が

大きな役割を果たしたことが窺える。 

（４）人的要因：地域社会との関わりについて 

本稿の調査事例の定着および展開を可能にした要因として、入植地域の土地

柄、入植者の人柄と行動、異業種との協力が挙げられる。 

まず、調査事例の所在地域は、「よそ者」に対する寛容さを備えた土地柄で

ある点で共通していた。玉名牧場周辺の集落には戦後入植者が営むミカン畑が

広がる。森林ノ牧場の位置する那須地域は明治以降の開拓入植で栄え、現在も

別荘地や観光地として有名である。薫る野牧場に関しては、周辺地域の入植者

の割合等は不明であるものの、戦後広がった養蚕が下火になると乳牛飼養に転
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換し、酪農業協同組合が作られ、共有地利用も行われていたという素地があっ

た（東京教育大学民俗学研究会 1962）。また、近年では地域の NPO 法人による

移住者誘致・定住対策が活発に行われ、若い移住者が徐々に増えている。こう

した移住者や新しい挑戦に対する寛容さが、スムーズな土地確保や基盤整備の

手助けになった可能性が示唆された。 

次に、入植者の資質について、新規就農にあたり単身入植した玉名牧場およ

び薫る野牧場は、当初から積極的に地域の行事や結、食事会などに参加し、そ

の過程で地域内からの認知と理解を得ており、強い思いと明確なビジョンを伝

え続けることで積極的に支援する者も現れた。地域社会の一員として住民と信

頼関係を築き、地域に根付こうとする意識を行動で示すことが重要であること

がわかる。 

最後に、主に販路開拓において、共通の思想やミッションに共感する人々と

交流し、分野や業種の垣根を越えて協力し合う共助的な動きが見られた。調査

事例から具体的な活動内容などを見ておこう。玉名牧場は、「Life Changes, If 

Food Changes.（食が変われば人生が変わる）」の理念を共有する自然栽培農家、

デザイナー、料理人、社会福祉施設代表らと共にネットワークを築いている。

考え方はイタリア発祥のスローフード運動５）における「味覚教育」に近く、食

のあり方を問い直し消費者の食に対する意識を高めようと、一般消費者や学生

らも迎えた交流イベントの開催を重ねてきた。 

森林ノ牧場は事業開始間もない頃から那須地域の観光業、飲食業、農業など

異業種と協力して「那須朝市」を開催し、那須産品の販売や体験ワークショッ

プ等を行ってきた。活動は徐々に大きくなり、「観福農連携」によって地域課題

解決を目指そうと、前述の法人「バターのいとこ」「GOOD NEWS」に発展した。

第２牧場では、開拓作業を「一緒に牧場をつくるお手伝い」として体験イベン

ト化し、SNSやオンラインメディアで一般の協力者を募って整備を進めた。 

薫る野牧場は、経営者の山地酪農に対する考え方や誠実な人柄、ひたむきに

努力する姿に感銘を受け、積極的な協力支援を惜しまない地域住民や小売・飲

食店の存在に支えられている。例えば、搾乳舎の設計と施工、牧場のロゴ、商

品取扱店舗に設置する「のぼり」やパンフレット、ホームページなどのデザイ

ン・作成も、建設業やデザイン系の職を持つ地域住民の協力を得て行っている。 
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系統共販を利用しない場合、酪農組合組織への依存度が低く、本稿の事例も

飼料調達等のための補助的な利用にとどまっていた。一方で酪農以外の事業者

等との関係性は強く、それが販路開拓や消費者への理解醸成といった課題の解

消に寄与していることがわかった。 

 

（５）社会的要因：経営の外部環境の変化について 

一般に、酪農の６次産業化事例では複数主体による農商工連携よりも、生乳

生産から加工販売、場合によっては料理提供まですべてを同一生産者（酪農家）

のみで完結させるケースが多い傾向にある。一方、本稿の調査事例では、バリ

ューチェーン（ポーター1985）の一部、主に「販売・マーケティング」「サービ

ス」活動を酪農経営外の主体が担い、酪農や商品の価値を高めている点に特徴

が見られた。 

森林ノ牧場では自家加工販売を行っているが、副産物の無脂肪乳は別法人

「バターのいとこ」に供給している。そこの就労支援施設で菓子製造を行って

首都圏の店舗で販売するという分業体制をとり、副産物活用と雇用創出を実現

するアップサイクルに取り組んでいる。 

さらに、理解ある需要者の関与が販売・マーケティングにおいて果たす役割

も大きい。１節にて、乳量が少ない上に季節や気象条件の影響を受けやすいと

いう山地酪農の特徴は、入荷量の変動や小ロット取引が好まれない一般商流に

は不向きである旨を述べた。しかし、玉名牧場や薫る野牧場では、そうした事

情も理解した上で、協力的な需要者が買い支えていることが明らかとなった。 

玉名牧場は、品質にこだわった地場産生乳である点が評価され、初期から継

続的に取引するイタリアンレストランや小売店に加え、2017年からはイタリア

ンジェラート店、2020 年から複数の自然食品取扱店との取引が始まった。不定

期かつ極少量の納品にもかかわらず、一定数の熱心な顧客がついており、こう

した小売・飲食店への出荷割合が近年高まっている。 

薫る野牧場は、地場産牛乳を求めるカフェ、レストラン、ジェラート店、ベ

ーカリーといった飲食店や小売店に卸販売を行っている。地元地域の需要者が

多いものの、県内を中心に少しずつ拡大している。飲食店では、生産者からの

要請でないにもかかわらず、「薫る野牧場の生乳」を使用していることを前面に
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打ち出し、リピーターも楽しめるよう新メニュー開発に余念がない。さらに、

売り場に山地酪農の説明ポップや「のぼり」等を設置して周知に努め、ロスが

出ないよう需要者側が仕入調整して消費期限が近づいても値引き販売はせず売

り切るなど、商品価値を高める工夫を自主的に講じる店もあった。 

こうした需要者側の協力的な姿勢が、従来山地酪農を展開する上で障害とな

っていた乳量や乳質の不安定性、商品化や販路確保、山地酪農の情報発信に大

きく貢献している点は非常に興味深い。本稿の調査事例が入植・創業した 2000

年代以降は、グローバル化の進展や消費者ニーズの多様化に伴って高品質や食

の安心安全を求める消費者が増え、ローカルへの回帰が起こった時期でもある。

イタリアの食文化やスローフード的考え方をルーツに持ち、その土地ならでは

の食材を生かしたいと考えるイタリアンレストランやジェラート店の需要と、

山地酪農の提供価値がうまく合致したことも大きいと考えられる。 

加えて、インターネットの発達や SNSの登場に伴って、個人や小規模生産者

でも容易に情報発信ができるようになり、生産者と需要者との距離が近くなっ

た。本稿の調査事例はいずれも、ホームページや SNSを通して多様な酪農の形

があること、経営者のビジョンや思考、商品の価値とストーリー等を継続的に

発信し、それらを入口に地域社会と消費者からの認知や評価を得ており、若年

層の顧客獲得にもつながっている。森林ノ牧場や薫る野牧場では、コロナ禍の

消費低迷時にクラウドファンディングを活用して支援者を募る試みも行った。

拡散性の強いオンラインメディアにおいて山地酪農の魅力やストーリーを発信

し続けることで、経営者の思いや事業内容が広く伝わり、共感と支援の輪が展

開されやすくなったと考えられる。 

６．おわりに 

山地酪農の課題と成立条件については、提唱者の猶原氏の著書や既往の調査

報告・論考においても言及されてきた。特に、営農地の確保、長期を要する基

盤確立、加工販売に係る設備投資と労働力捻出、安定的な販路確保が大きな障

害となっていることが指摘されている。本稿の結果からも、土地確保や基盤整

備に大きな経済的負担を伴うこと、入植から経営が概ね安定するまでに一定の
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期間を要することは、依然として課題であることがわかった。 

一方で、第一世代の創業時には存在しなかったインターネットや SNSの登場、

近年の消費者ニーズの多様化、生乳流通制度の規制緩和といった、山地酪農経

営を取り巻く外部環境の変化によって、その経営の成立条件やあり方そのもの

が変容しつつあることが明らかとなった。中でも特筆すべき点は、地域住民や

需要者側の積極的な関与、異業種事業者との協力が、営農地確保や販路開拓と

いった従来の課題の克服に大きな役割を果たし、第一世代に比べて経営基盤確

立までの期間が短縮されていることである。 

本稿の調査事例に共通する経営展開として、まず移住者に対して比較的寛容

な地域で支援者を得ながら創業、展開し、加工施設の新設等の資金は実績がな

い中でも融資や給付を受けられる公的助成のほか、志を汲んだ支援者からの出

資や借入によって調達していた。販路開拓においては、入植・創業初期からホ

ームページや SNSを通じた継続的な情報発信によって経営者自身と活動実態の

「見える化」を図ることが、認知度向上や引合い増加の契機となることがわか

った。さらなる販路拡大には、志を同じくする異業種や、経営者のビジョンに

共感する地域住民による協働も重要な要因となる。特に、地産地消やスローフ

ードの考え方を持つ人々が長期的かつ安定的なパートナーになる可能性も示唆

された。 

これまで、都府県の放牧経営では広大な草地を確保するのが難しく、限られ

た面積の中で少頭数の飼養にとどまらざるを得ないことが、経営展開上の重大

な制約となっていた。第一世代の事例では、自家加工販売による付加価値販売

によってこれを克服しようとした。主として近隣地域で牛乳のみの流通販売を

開始し、共同購入グループ、百貨店、催事店舗といった特定の販路に集中して、

所得・年齢が比較的高い消費者層を顧客とするケースが見られた。これに対し、

本稿で取り上げた後続世代の事例は、最初から自家加工販売を前提に創業し、

牛乳に限らずソフトクリームやバター、チーズなど多様な商品製造を行ってい

る。各事例の経営者は、参入動機や考え方はそれぞれであるが、従来の日本の

一般的な酪農経営で重視されてきた高効率性や規模拡大にとらわれない理想の

経営・生活のスタイルを志向している点で共通しており、その実現のために活

動を続ける過程で共感者や支援者を得ていき、さらに多くの人々に放牧酪農の
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魅力やこだわりの商品の価値を理解してもらおうと、牧場やイベント等での消

費者との直接交流、SNS等での広範な情報発信に取り組んでいた。そのことが、

流通チャネルと顧客層の重層的な広がりにつながっていると考えられる。 

もう一つ、課題となっていた独自の商品化を実現するための設備投資や労働

負担についても、加工販売部門をすべて自己完結しようとせず、むしろ酪農組

合組織以外の事業者や地域社会との良好な関係性を築きながら、大規模で効率

的な経営を実現せずとも事業や商品の価値を高めて経営を成立させている。こ

れは従来の一般的な酪農経営の姿とは大きく異なる。 

輸入飼料を給与して舎飼いする飼養方式が主流の日本において、山地酪農は

低投入で持続可能性に優れたオルタナティブな酪農法として評価されつつも、

合理性を追求した従来の生乳流通制度や一般商流になじまず、点的存在にとど

まってきた。しかし、現在ではそうした山地酪農の希少性そのものが、かえっ

て人々に価値として捉えられるようになってきているように感じられる。都市

部の生活者にとっては、日本では他に類を見ない広大で牧歌的景観が非日常感

や癒しを与え、イミ消費を志向する消費者にとっては環境やアニマルウェルフ

ェアへの配慮が魅力的に映るだろう。そして、地域資源を活かして新たな事業

に挑戦し、高品質な地場産食材を生み出してくれる牧場の存在、それを支え共

に創りあげていく体験こそが、地域の需要者や住民にとっての経験価値となり、

積極的な関与を引き出しているように見受けられる。 

本稿では、2000 年代以降に創業した３つの若い山地酪農経営に対して聞き取

り調査を行い、その展開過程に共通する経営の成立条件を、第一世代との相違

に注目しながら考察した。山地酪農の実践事例自体が少ない上に、個々の環境

や経営内容も多様なことから単純比較や一般化は難しい。加えて、いずれの事

例も東日本大震災やコロナ禍といった大きな外的環境の変化を経験しており、

その影響を排除できない点には留意が必要である。しかしながら、本稿の結果

から、酪農経営の成立には必ずしも大規模な展開が必要なわけではなく、特定

の条件下では小規模でも比較的早期に経営基盤を確立する可能性があることは

明らかにできた。戦後急速に拡大した産業としての酪農が成熟しつつある中で、

本稿の事例にみられるような従来の考え方に縛られない多様な経営スタイルに

よって新たな価値を生み出そうとする動きは、「ビジネス・エコシステム」（イ
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アンシティ・レービン 2007）の観点からも重要であると考えられる。 

 

注 

 

１）この３戸とは、熊谷農場、吉塚牧場（ともに岩手県田野畑村）、および斎藤牧場（高知県南

国市）を指す（吉塚 2022）。 

２）山北町共和財産区は山林 330ha を有し、旧共和村（現神奈川県山北町共和地区）の住民が利

用権を持つ。薫る野牧場への貸与には全会一致の承認が必要であり、一人でも反対があれば

実現しなかったが、地域の支援者の協力もあり借地契約を結ぶことができた。 

３）森林ノ牧場益子は700万円を投じて新たに井戸を掘った。薫る野牧場は牧場に水道がないた

め、乳牛の飲水は自宅からタンクで運搬し、生乳は３km ほど離れた加工施設へミルク缶で移

送していることもあり、（経営者に拡大意向はないが）大幅な乳量増への対応は困難である。

水の利用に制限がある場合、飼養頭数や加工製造の規模拡大において制約要因になりうる。 

４）玉名牧場の乳牛は採食能力に優れ耐用年数も長く、乳房炎罹患率も０％のため医療費は年間

３万円程度に抑えられている。日本草地畜産種子協会によれば、育成期の放牧は強健性、採

食能力、粗飼料の利用・消化性、運動機能および抗病性等を高める効果があり、耐用年数の

増加や乳生産量の増加に結びつくとされる。既存放牧経営で十分に馴致された乳牛を導入す

ることによって初期の採食不良、事故や疾病の回避につながると考えられる。 

５）スローフードは、1986 年にイタリアで発祥した草の根的運動である。食において「食べ物

が本来持つおいしさを十分に感じられるものであるか（Good）、生産・消費の過程で地球環

境にも生産者にもサステナブルでやさしいものとなっているか（Clean）、そして生産に関わ

る人々に適正な賃金が払われるだけの適正な評価と値付けがなされているか（Fair）」を求

め（渡邉 2022）、これらを満たす食べ物をすべての人が享受できる社会の実現を目標とする。 
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